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令和６年第３回美郷町議会定例会会議録（第 1 日目） 

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和 6 年 9 月 4 日（水曜日） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
◎開会日時　　　　　令和　６年　９月　４日　　午前１０時００分　開会 
◎散会日時　　　　　令和　６年　９月　４日　　午前１１時５８分　散会　　 
 
◎出席議員（１０名） 
　　　　　１番　若杉　伸児　君　　　　　　２番　早川　節夫　君 

　　　　　３番　中田　武満　君　　　　　　４番　兒玉　鋼士　君 

５番　山本　文男　君　　　　　　６番　中嶋奈良雄　君 

７番　川村　嘉彦　君　　　　　　８番　甲斐　秀徳　君 
９番　川村　義幸　君　 　　　　 10 番　那須　富重　君          　　　　　　　　 

 
◎欠席議員　　　　　　　　　な　し 
 
◎欠　　員　　　　　　　　　１１番　小路　文喜　君 
 
◎会議録署名議員　　　　　　７番　川村　嘉彦　君　　　８番　甲斐　秀徳　君 
　　　　　　　　　　　　　　　　 
◎事務局職員氏名　　　　　　事務局長　沖田　修一　君　　　書記　川西ゆきみ　君 
 
◎説明のための出席者職氏名 
　　　　町長　　　　　　田中　秀俊　君　　　副町長　　　　　藤本　　茂　君 

教育長　　　　　大坪　隆昭　君　　　会計管理者　　　泉田　浩文　君　欠席 
総務課長　　　　甲斐　武彦　君　　　税務課長　　　　川村　博昭　君 

　　　　企画情報課長　　田村　　靖　君　　　町民生活課長　　黒田　和幸　君 
　　　　健康福祉課長　　海野　勝弥　君　　　建設課長　　　　佐藤　文幸　君 

　　　農林振興課長　　松下　文治　君　　　政策推進室長　　田常　浩二　君 
　　　教育課長　　　　鎌田　次郎　君　　　地域包括医療局事務長　　 田原　裕亮　君 

南郷地域課長　　田中　幸生　君　　　北郷地域課長　　長田　孝規　君 
　　　　監査委員　　　　峰村　芳生　君 
 
◎会議の経過　　　　　　　　　別紙のとおり 
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令和６年９月４日

午前１０時開議

日程第１  会議録署名議員の指名

　　　　７番　　　　川村　嘉彦　議員

　　　　８番　　　　甲斐　秀徳　議員

日程第２ 会期の決定

　　９月４日　～　９月１８日　　１５日間

日程第３ 諸般の報告

（1）議員派遣報告

（2）請願陳情の処理経過

（3）例月現金出納検査

（4）日向東臼杵広域連合議会議員

（5）文教産業常任委員長

日程第４ 報告 第5号 令和５年度決算に係る美郷町財政健全化判断比率の報告
について

日程第５ 報告 第6号 令和５年度決算に係る美郷町資金不足比率の報告につい
て

日程第６ 報告 第7号 株式会社南郷温泉の経営状況に関する書類の提出につい
て

日程第７ 報告 第8号 株式会社レイクランド西郷の経営状況に関する書類の提
出について

一　括　報　　告

日程第８ 同意 第1号 美郷町農業委員会委員の任命について

提案理由説明、質疑、討論、採決

日程第９ 議案 第55号 工事請負契約の締結について

提案理由説明

日程第１０ 議案 第56号 工事請負契約の締結について

提案理由説明

令和６年第３回美郷町議会定例会
議事日程（第１）
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日程第１１ 議案 第57号 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例

提案理由説明

日程第１２ 議案 第58号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

提案理由説明

日程第１３ 議案 第59号 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例の一部を
改正する条例

提案理由説明

日程第１４ 議案 第60号 美郷町国民健康保険条例の一部を改正する条例

提案理由説明

日程第１５ 議案 第61号 美郷町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例

提案理由説明

日程第１６ 議案 第62号 美郷町犯罪被害者等支援条例

提案理由説明

日程第１７ 議案 第63号 令和６年度美郷町一般会計補正予算（第３号）

提案理由説明

日程第１８ 議案 第64号 令和６年度美郷町国民健康保険事業特別会計補正予算
（第２号）

日程第１９ 議案 第65号 令和６年度美郷町介護保険事業特別会計補正予算（第１
号）

日程第２０ 議案 第66号 令和６年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計補正予算
（第１号）

日程第２１ 議案 第67号 令和６年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計補正
予算（第１号）

日程第２２ 議案 第68号 令和６年度美郷町国民健康保険病院事業会計補正予算
（第２号）

日程第２３ 議案 第69号 令和６年度美郷町簡易水道事業会計補正予算（第１号）

日程第２４ 議案 第70号 令和６年度美郷町農業集落排水事業会計補正予算（第１
号）
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一括　提案理由説明

日程第２５ 認定 第1号 令和５年度美郷町一般会計歳入歳出決算認定について

日程第２６ 認定 第2号 令和５年度美郷町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決
算認定について

日程第２７ 認定 第3号 令和５年度美郷町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認
定について

日程第２８ 認定 第4号 令和５年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出
決算認定について

日程第２９ 認定 第5号 令和5年度美郷町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定
について

日程第３０ 認定 第6号 令和５年度美郷町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決
算認定について

日程第３１ 認定 第7号 令和５年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計歳入
歳出決算認定について

日程第３２ 認定 第8号 令和５年度美郷町国民健康保険病院事業会計決算認定に
ついて

提案理由説明、主要施策の成果に関する説明

日程第３３

日程第３４ 請願 第１号 下区における集落機能の維持を求めることに関する請願

委　　員　　会　　付　　託

令和５年度美郷町一般会計・特別会計決算審査意見書及び令和５年度美郷
町財政健全化審査意見書並びに令和５年度美郷町経営健全化審査意見書の
報告
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会 議 録  

令 和 ６ 年 ９ 月 ４ 日 

午前１０時００分開議 

 

 

【事務局長　沖田　修一】 

　「一同起立・礼」・・・おはようございます・・・御着席ください。 

 

【議長　那須　富重】 

　改めましておはようございます。 

　令和６年美郷町議会第３回定例会に当たりまして、一言、御挨拶を申し上げます。 
　８月８日の日向灘沖地震、そして先日の台風１０号により被害を被られましたが、

けがや住宅の損壊など被害に遭われた方々に心よりお見舞いを申し上げます。  
　１０号台風では、本町も数か所の道路の崩壊、土砂崩れ、また農地の浸水、土砂

流入の被害の報告があり、現在、その一日も早い復旧を願っているところでありま

す。  
　昨日は現在、本町が要望活動しております国道５路線の一角国道４４６号の１０

０メートル近くに及ぶ道路崩壊現場を河野知事が現地視察され、本日夕刻より片側

通行ができる見込みとの報道があり、大変心強く感じたところであります。  
　本日から９月定例議会であります。今回の定例会では令和５年度の決算審査が行

われます。町民に代わって議会が決定した予算が適正に執行されたかを審査し効果

を評価して、今後の行政執行に生かせるようにするという非常に重要な決算審査で

あります。事前にしっかりと準備していただき、実のある審査ができるようにお願

いいたします。  
　今回は西郷下区より提出された請願についても審議をいたします。請願の内容を

見ますと、多くの代表の方が大変御苦労されて、住民に丁寧な聞き取りをされてい

ます。町は災害対応など大変だとは思いますが、全ての町民に対して、他人事では

なく自分事としてできる限り寄り添った対応をお願いするところであります。  
　まだまだ暑い日が続きますので、体調管理をしっかりとしていただき、町民のた

めの活発な議論をお願いいたします。  
　それでは、泉田会計管理者が身内の不幸のため欠席の申出がありましたのでこれ

を受理しました。  
　これから、本日の会議を開きます。  
　本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりであります。上着を脱ぎ

たい方は脱ぐことを許します。  
　日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  
　本定例会の署名議員は、会議規則第１２７条の規定によって、７番、川村嘉彦議

員、８番、甲斐秀典議員を指名します。  
　日程第２　会期の決定を議題とします。 

　この件につきましては、議会運営委員会において検討がなされておりますので、

委員長より報告をお願いします。 

 

【議会運営委員長　山本　文男】 

　議長。 
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【議長　那須　富重】 

　議会運営委員長、山本　文男議員。 

 

【議会運営委員長　山本　文男】 

　令和６年第３回美郷町議会定例会について、議長より諮問を受けました会期及び

日程につきまして、議会運営委員会は以下のように議長に答申しましたので御報告

いたします。 

　会期については、本日から９月１８日までの１５日間とし、会期日程はお手元に

配付してある会期及び審議予定表のとおりとしたところです。 

　以上で、議会運営委員長の報告を終わります。 

 

【議長　那須　富重】 

　委員長の報告が終わりました。 

　お諮りします。 

　本定例会の会期は委員長の報告のとおり、本日から９月１８日までの１５日間に

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 

 

（「異議なし」との声あり） 

 

　異議なしと認めます。 

　したがいまして、会期は本日から９月１８日までの１５日間に決定いたしました。 

　会期中の会議予定につきましては、お手元に配付の会期及び審議の予定表のとお

りであります。 

　日程第３　諸般の報告を行います。 

　議長報告はお手元に配付の諸般の報告、議員派遣をもって報告とします。 

　また、本日までに受理いただきました請願・陳情はお手元に配付いたしました請

願・陳情文書表のとおりであります。記載のとおり処理しましたので、報告いたし

ます。  
　次に、地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、例月現金出納検査の結果

報告書が、お手元に配付したとおり提出されております。 

　朗読は省略します。 

　次に、日向・東臼杵広域連合議会議員からの会議の報告については、お手元に配

付した資料のとおりです。  
　次に、所管事務調査の結果について、文教産業常任委員長の報告を求めます。  
 
【文教産業常任委員長　甲斐　秀徳】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】 

　文教産業常任委員長、甲斐　秀徳議員。  
 
【文教産業常任委員長　甲斐　秀徳】  
　令和６年７月１１日、文教産業常任委員会において調査を実施したので、会議規

則第７７条の規定により報告します。  
　調 査 日　令和６年７月１１日　木曜日  
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　調査場所　役場委員会室  
　調査目的　森林組合の業務内容と課題について 

　調 査 者　文教産業常任委員、他議員、議会事務局職員 

　対 応 者　耳川広域森林組合美郷町支所の所長、課長 

　　　　　　南郷事務所の所長、課長補佐 

　　　　　　北郷事務所の所長、課長 

　調査の概要 

　耳川広域森林組合の森林整備等の状況とその課題について、説明を受けた。 

　（考察） 

　美郷町内の造林面積は令和５年度実績で耳川全体の約４７％の２４８ヘクタール、

また、令和４年度実績によると、県内で造林面積割合は約１５％で多くの面積とな

っている。必要な事業をするためには働き手の確保が必要であるが、令和１年度か

ら令和３年度に日向市内の小・中学、高校に木育授業や就職説明会などに参加した

が、門川高校生を除き中・高生のほとんどが林業の仕事を知らないと感じたとの説

明であった。  
　現在は職業体験や林業体験学習の実施、耳川広域森林組合の紹介動画も作成予定

でアピールに努めているようである。  
　また、若い人が就業してもほとんど長続きしていない。その理由として、「雨天時

に仕事ができないので安定した収入が得られない」との説明であった。林業の仕事

を知らなければ職業として選択し得ないので、継続して林業のアピールに力を入れ

ていく必要がある。また、安定収入のために雨天時でも仕事ができ収入が得られる

事業の開拓を行う必要もあると感じた。  
　その他作業道の補修を待っている方が多いが、施業計画がある箇所を優先的に行

っている。  
　しかし、大規模補修ができない状況にあるとの説明であった。  
　今後は、働き手確保のために、さらなる林業のアピールや、雨天時でも安定収入

が得られる事業の開拓、また、森林整備に必要な作業道の災害復旧に森林環境譲与

税の活用ができないか検討すべきである。  
　また、関係市町村と森林組合が県に対して現場の実情を訴えるなど、森林環境譲

与税の使途についての勉強会・意見交換会を実施して、より効果的な活用を県と一

緒に模索してはと思った。  
　以上であります。  
 
【議長　那須　富重】 

　以上で、諸般の報告を終わります。  
　日程第４　報告第５号　令和５年度決算に係る美郷町財政健全化判断比率の報告  
　　　　　　　　　　　　について  
　日程第５　報告第６号　令和５年度決算に係る美郷町資金不足比率の報告  
　　　　　　　　　　　　について  
　日程第６　報告第７号　株式会社南郷温泉の経営状況に関する書類の提出  
　　　　　　　　　　　　について  
　日程第７　報告第８号　株式会社レイクランド西郷の経営状況に関する書類の  
　　　　　　　　　　　　提出について  
　以上の４件について、町長からの報告があります。  
　これを許します。  
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【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　皆さん、おはようございます。本日から１８日まで１５日間の日程で第３回の美

郷町定例議会の開催であります。よろしくお願いします。 

　議長も言いましたが、台風１０号で人的被害がなかったことが幸いかなと思って

おります。 

　これから先でありますが、大型台風が上陸し、また南海トラフ地震の発生と非常

に不安定な、また恐ろしいことが待ち受けているとような気がしております。職員

一丸となって、その対応、危機意識を持って対峙をする必要があると思っておりま

す。その際は、議員各位の御協力よろしくお願いをいたします。 

　それでは、報告第５号　令和５年度決算に係る美郷町財政健全化判断比率の報告

についての提案理由を申し上げます。 

　この財政健全化判断比率は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第

１項の規定により、算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し

議会に報告するものです。 

　今回、報告する指標は、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将

来負担比率の４指標で、それぞれに早期健全化計画や財政再生計画の策定が義務づ

けられています。 

　今回、算定した令和５年度決算に基づく美郷町の財政健全化判断比率には、早期

健全化基準を上回る比率はなく、実質赤字比率及び連結実質赤字比率については一

般会計及び各特別会計において赤字額がないため算定はされません。 

　また、実質公債費比率については、７．５％、将来負担比率については比率は算

定されませんでした。 

　以上で、説明を終わります。 

　続きまして、報告第６号　令和５年度決算に係る美郷町資金不足比率の報告につ

いての提案理由を申し上げます。 

　公営企業を経営する地方公共団体の長は、地方公共団体の財政の健全化に関する

法律第２２条第１項の規定により、当該公営企業の決算の提出を受けたら速やかに

資金不足比率を算定し、監査委員の審査に付し、議会に報告することとなっていま

す。 

　このことから、本町においても、該当する３つの会計について資金不足比率を算

定したところ不足額はございませんでしたので、監査委員の審査に付し、議会に報

告するものであります。 

　以上で、説明を終わります。 

　続きまして、報告第７号　株式会社南郷温泉の経営状況に関する書類の提出につ

いて、及び報告第８号　株式会社レイクランド西郷の経営状況に関する書類の提出

についての２つの報告について、一括して提案理由を申し上げます。 

　地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、地方公共団体の出資比率が２分

の１以上である第三セクターの経営状況について、議会へ報告することとなってい

ることから、各第三セクターの経営状況に関する書類の提出を行うものであります。 
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　以上で、説明を終わります。 

 
【議長　那須　富重】 

　以上で、報告第５号から報告第８号までの４件の報告を終わります  
　日程第８、同意第１号　美郷町農業委員会委員の任命についてを議題とします。  
　町長より、提案理由の説明を求めます。  
 
【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　同意第１号　美郷町農業委員会委員の任命についての提案理由を申し上げます。 

　美郷町農業委員会の委員として、長年、御貢献いただいておりました柳田隆喜氏

が去る５月９日に御逝去されました。柳田氏の御功績に感謝申し上げるとともに、

心から御冥福をお祈り申し上げます。 

　柳田氏の御逝去に伴い農業委員に欠員が生じ、委員会の所掌事務に支障を来して

いるため、辰野宏視氏を新たな農業委員として任命するに当たり議会の同意が必要

なことから、本案を上程するものでございます。 

　農業委員会に関する法律第８条第１項では、「委員は、農業に関する識見を有し、

農地等の利用の最適化の推進に関する事項、その他農業委員会の所掌の属する事項

に関し、その職務を適切に行うことができる者」とうたわれております。 

　今回、同意を求める辰野氏はこの要件を十分に満たしており、地域の農業に精通

し、地域の信頼も厚く、美郷町の農業の発展に尽力したいという意欲を持った方で

ございます。 

　現在、美郷町備長炭製炭技術保存会の会長であり、中山間入下集落協定の役員も

されていることから適任であると考えているところです。また、令和６年８月８日

に開催された美郷町農業委員候補者選考委員会でも、特段の問題なく候補者として

決定されたところでございます。 

　よって、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、農業委員として

任命したいので、よろしく御審議の上、御同意いただきますようお願い申し上げま

す。 

　なお、同意いただいた後の任期は令和８年７月１９日までの残任期間となります。 

　以上で、説明を終わります。  
 
【議長　那須　富重】 

　提案理由の説明が終わりました。  
　これから質疑を行います。  
　質疑を許します。  
　質疑はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　）  
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質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

　これから、討論を行います。  
　討論はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　）  
 
　討論なしと認め、これで討論を終わります。  
　日程第８　同意第１号を採決します。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案はこれに同意することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、同意第１号は同意することに決定しました。  
　日程第９　議案第５５号　工事請負契約の締結についてを議題とします。  
　本案について、町長より提案理由の説明を求めます。  
 
【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議案第５５号　工事請負契約の締結についての提案理由を申し上げます。 

　この契約は、令和６年度から令和７年度美郷町防災行政無線（同報系）再整備工

事であります。 

　去る８月１日、美郷町プロポーザル方式実施要綱に基づく審査を参加表明のあっ

た３者により実施した結果、議案書のとおり株式会社　九電工　宮崎支店執行役員

支店長　藤枝浩と４億４５２万５，０００円で工事請負契約を締結するものであり

ます。 

　工事につきましては、合併に伴い平成１８年度から平成２０年度に整備した防災

行政無線施設設備の老朽化に伴う再整備と新システム更新を実施することとしてお

ります。 

　以上、今回発注いたしました工事につきましては、予定価格が５，０００万円以

上でありますので、地方自治法第９６条第１項第５号及び美郷町議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決

を求めるものであります。 

　以上で、説明を終わります。  
 
【議長　那須　富重】 

　町長の提案理由の説明が終わりました。 

　この件につきましては、第６日目の９月９日に質疑・討論・採決を行います。  
　日程第１０　議案第５６号　号工事請負契約の締結についてを議題とします。  
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　本案について、町長より提案理由の説明を求めます。  
 
【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議案第５６号　工事請負契約の締結についての提案理由を申し上げます。 

　この契約は、令和６年度５年災公共土木施設災害復旧事業　第２１０号一般町道

下山瀬・山瀬線道路災害復旧工事であります。 

　去る８月２１日、町内Ａクラスの５業者により指名競争入札を行った結果、議案

書のとおり株式会社田村産業　代表取締役　田村義久と１億８,８９８万円で工事

請負契約を締結するものであります。 

　工事につきましては、崩壊した路側部の安定を図るため、大型ブロック積工、ブ

ロック積工、コンクリート根継工を施工し復旧することとしております。 

　以上、今回発注いたしました工事につきましては、予定価格が５，０００万円以

上でありますので、地方自治法第９６条第１項第５号及び美郷町議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得または処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決

を求めるものであります。 

　以上で、説明を終わります。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長の提案理由の説明が終わりました。 

　この件につきましては、第６日目の９月９日に質疑・討論・採決を行います。  
　日程第１１　議案第５７号　職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を

議題とします。  
　本案について、町長より提案理由の説明を求めます。  
 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議案第５７号　職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例について、提案

理由を申し上げます。 

　医師の確保については、住民が必要な医療を受けられる体制を整備する上で重要

な課題であります。現在、関係機関と連携して医師確保に努めておりますが、僻地

医療を担う医師の確保は進んでいない状況であります。 

　このため、現在、一般職の職員と同様に段階的に引上げを行っている医師の定年

年齢について、定年延長制度完成時の７０歳まで引き上げ、本町の医療体制の維持

に努めたいと考えており、所要の改正を行うものです。 
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　以上で、説明を終わります 

 

【議長　那須　富重】 

　町長の提案理由の説明が終わりました。 

　この件につきましては、第６日目の９月９日に質疑・討論・採決を行います。  
　日程第１２　議案第５８号　職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する

条例を議題とします。  
　本案について、町長より提案理由の説明を求めます。  
 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議案第５８号　職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について

提案理由を申し上げます。 

　畜産業は本町農業の基幹的部門でありますが、獣医療の提供面では獣医師は１名

であり、産業動物獣医師の養成・確保は問題となっております。 

　今後も畜産業を振興していくため、獣医療提供体制の整備の強化が必要であるこ

とから、獣医師手当の額を引き上げたいと考えており、所要の改正を行うものです。 

　以上で、説明を終わります 

 

【議長　那須　富重】 

　町長の提案理由の説明が終わりました。 

　この件につきましては、第６日目の９月９日に質疑・討論・採決を行います。  
　日程第１３　議案第５９号　財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例の一

部を改正する条例を議題とします。  
　本案について、町長より提案理由の説明を求めます。  
 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議案第５９号　財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例の一部を改正する

条例について提案理由を申し上げます。 

　本条例を策定した際に、第４条第１号に普通財産の無償または減額貸付け、相手

を「他の地方公共団体その他の公共団体又は公共的団体と規定する」ところを、「又

は公共」と「団体」の間に「的」の脱字があったため、改めるものであります。 

　以上で、説明を終わります 
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【議長　那須　富重】 

　町長の提案理由の説明が終わりました。 

　この件につきましては、第６日目の９月９日に質疑・討論・採決を行います。  
　日程第１４　議案第６０号　美郷町国民健康保険条例の一部を改正する条例を議

題とします。  
　本案について、町長より提案理由の説明を求めます。  
 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議案第６０号　美郷町国民健康保険条例の一部を改正する条例について、提案理

由を申し上げます。 

　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部

改正（令和５年法律第４８号）が公布され、令和６年１２月２日から紙の被保険者

証が廃止されマイナ保険証に移行されることに伴い、従来の紙の被保険者証の返還

義務の撤廃及び罰則規定に係る条項改正を行うものです。 

　以上で、説明を終わります。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長の提案理由の説明が終わりました。 

　この件につきましては、第６日目の９月９日に質疑・討論・採決を行います。  
　日程第１５　議案第６１号　美郷町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条

例を議題とします。  
　本案について、町長より提案理由の説明を求めます。  
 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議案第６１号　美郷町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例について、

提案理由を申し上げます。 

　今回の改正は、まず子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律（令和４年法

律第７６号）の施行に伴うものであります。 

　法律について、市町村における審議会その他の合議制の機関についての条番号等

の改正が行われたため、これに伴い条例中の標記について所要の改正を行うもので

あります。また、会議の委員構成について、本条例第３条に明記されておりますの

で、別表については削除するものであります。 

　以上で、説明を終わります。 
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【議長　那須　富重】 

　町長の提案理由の説明が終わりました。 

　この件につきましては、第６日目の９月９日に質疑・討論・採決を行います。  
　日程第１６　議案第６２号　美郷町犯罪被害者等支援条例を議題とします。  
　本案について、町長より提案理由の説明を求めます。  
 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議案第６２号　美郷町犯罪被害者等支援条例について、提案理由を申し上げます。 

　この条例は、犯罪被害者等基本法の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し

基本理念を定め、町や町民等の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援

の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者支援を総合的に推進し、もって

犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減を図ることを目的にこの条例を制

定するものであります。 

　以上で、説明を終わります 

 

【議長　那須　富重】 

　町長の提案理由の説明が終わりました。 

　この件につきましては、第６日目の９月９日に質疑・討論・採決を行います。  
　日程第１７　議案第６３号　令和６年度美郷町一般会計補正予算（第３号）を議

題とします。  
　本案について、町長より提案理由の説明を求めます。  
 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議案第６３号　令和６年度美郷町一般会計補正予算（第３号）について、説明い

たします。 

　今回の補正は、事業補助金の内示を受けての補正や１０月に改正される児童手当

制度に対応するための予算、突発的な施設等の修繕費用の補正が主なものであり、

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億９，０６１万２，０００円を追加し、

予算の総額を、１１１億９，１０５万２，０００円とするものであります。 

　補正の内容について、まず歳入の主なものについて説明いたします。 

　地方交付税に、普通交付税の交付額決定に伴い４億８，２６５万円を追加しまし

た。国庫支出金に４，０１２万３，０００円を追加しました。これは、物価高騰対

応重点支援地方創生臨時交付金並びに新型コロナ定期接種ワクチン確保事業助成金
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等の追加によるものです。 

　県支出金に３６７万２，０００円を追加しました。これは、山間地域農業持続化

モデル構築事業補助金並びに消防団資機材整備費補助金等の追加によるものです。 

　次に、財産収入には西郷峰区迫内地区の宅地分譲地売払収入として５３４万円を

追加しました。 

　繰入金から６億２，２２０万円を減額しました。これは普通交付税繰越金といっ

た一般財源の増額補正に伴い、財政調整基金繰入金を減額したものであります。 

　繰越金に３億８，７２５万４，０００円を追加しました。これは前年度からの繰

越金であります。町債から６２２万７，０００円を減額しました。臨時財政対策債

の減額によるものです。 

　続いて、歳出について主なものを説明いたします。 

　総務費に３１３万２，０００円を追加しました。主なものは、１０月分から発生

します公金支出に係る銀行間の口座振替手数料６５万円、訴訟に係ります弁護士委

託料１２０万円などの追加であります。 

　次に、民生費に３６６万５，０００円を追加しました。主なものは、養護老人ホ

ーム清翠園の厨房配管修繕費１１４万２，０００円の追加等であります。 

　次に、衛生費に１，１８８万７，０００円を追加しました。主なものは、新型コ

ロナワクチン接種費用の見直しに伴う接種委託料の追加によるものです。 

　次に、農林水産業費に３，５３０万円を追加しました。このうち農業費では、山

間地域農業持続化モデル構築事業補助金５１６万４，０００円を追加しました。林

業費では、町単森林整備事業補助金に、下刈りに係る市町村嵩上げ分や林業従事者

酷暑手当として２，２６６万６，０００円の追加等が主なものとなっております。 

　次に、商工費に３９９万５，０００円を追加しました。これは、農林産物直売施

設のシステム改修に伴う委託料３９６万５，０００円の追加によるものです。 

　次に、土木費に８８８万７，０００円を追加しました。主なものとしては、町道

改築改修費道路維持費８７０万円の追加によるものです。 

　次に、教育費に３１５万５，０００円を追加しました。これは、西郷義務教育学

校施設修繕費や人件費の追加によるものです。 

　最後に、諸支出金に２億２，００５万８，０００円を追加しました。これは地方

財政法に基づき実質収支額（繰越金）の２分の１以上を財政調整基金に積み立てる

ため、２億１，８６３万円を追加したものであります。 

　以上で、説明を終わります 

 

【議長　那須　富重】 

　町長の提案理由の説明が終わりました。 

　この件につきましては、第６日目の９月９日に質疑・討論・採決を行います。  
　日程第１８　議案第６４号　令和６年度美郷町国民健康保険事業特別会計  
　　　　　　　　　　　　　　補正予算（第２号）  
　日程第１９　議案第６５号　令和６年度美郷町介護保険事業特別会計  
　　　　　　　　　　　　　　補正予算（第１号）  
　日程第２０　議案第６６号　令和６年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計  
　　　　　　　　　　　　　　補正予算（第１号）  
　日程第２１　議案第６７号　令和６年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計  
　　　　　　　　　　　　　　補正予算（第１号）  
　日程第２２　議案第６８号　令和６年度美郷町国民健康保険病院事業会計  
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　　　　　　　　　　　　　　補正予算（第２号）  
　日程第２３　議案第６９号　令和６年度美郷町簡易水道事業会計  
　　　　　　　　　　　　　　補正予算（第１号）  
　日程第２４　議案第７０号　令和６年度美郷町農業集落排水事業会計  
　　　　　　　　　　　　　　補正予算（第１号）  
　お諮りします。  
　議案第６４号から議案第７０号までの７件を、一括議題にしたいと思います。こ

れに御異議ございませんか  
 

（「異議なし」との声あり）  
 

　異議なしと認めます。  
　したがいまして、議案第６４号から議案第７０号までの７件は一括議題とするこ

とに決定しました。  
　７件につきまして、順次、町長より提案理由の説明を求めます。  
 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　それでは議案第６４号　令和６年度美郷町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）について、提案理由を申し上げます。 

　今回の補正は、歳入歳出にそれぞれ７１６万円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ９億７，０７０万１，０００円とするものであります。 

　まず、歳入予算につきましては、国庫支出金の社会保障・税番号システム整備費

補助金に６万９，０００円の追加、これは、歳出予算で計上しております郵便料に

ついて、料金改定による所要額の変更があったものであります。 

　次に、基金繰入金１６万円の減額、前年度繰越金として６６９万９，０００円の

追加、過年度分の交付金の精算金として雑入に５５万２，０００円の追加予算を計

上しております。 

　続いて、歳出予算につきましては、まず、国民健康保険準備積立基金積立金とし

て、前年度繰越金と同額の６７０万円、また、過年度分の交付金精算に伴う償還金

として３９万１，０００円の追加予算をそれぞれ計上しております。 

　以上で、説明を終わります。 

　続きまして、議案第６５号　令和６年度美郷町介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）について提案理由を申し上げます。 

　今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８，２２２万１，０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億９，１１９万円とする

ものであります。 

　今回の補正の主な内容は、令和５年度決算に伴う精算を行うものです。 

　歳入につきましては、令和５年度調定見込みによる介護保険料を２，４０２万８，

０００円減額したほか、令和５年度決算に伴い繰越金を１億５４９万９，０００円
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増額しております。 

　歳出につきましては、令和５年度の事業確定による国庫負担金、県負担金、支払

基金交付金の過年度の返還金として１，４４２万９，０００円の追加を行います。

こちらに伴う財源につきましては、予備費より充当しております。 

　以上で、説明を終わります。 

　続きまして、議案第６６号　令和６年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計補正

予算（第１号）についての提案理由を申し上げます。 

　今回の補正は、歳入歳出の総額に歳入歳出それぞれ８８万６，０００円を追加し、

予算の総額を歳入歳出それぞれ２億９６７万円とするものです。 

　歳入につきましては、令和５年度決算に伴い繰越金を８８万６，０００円増額い

たしました。 

　歳出につきましては、令和５年度後期高齢者医療給付費市町村費負担金精算に伴

う不足額１９万２，０００円を増額いたしました。 

　以上で、説明を終わります。 

　続きまして、議案第６７号　令和６年度国民健康保険診療所事業特別会計補正予

算（第１号）についての提案理由を申し上げます。 

　今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５，８０６万１，０００

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億５，３１２万９，０００

円とするものであります。 

　歳出補正の主なものは、一般職員等人件費４１２万５，０００円、南郷診療所及

び北郷診療所に整備する電子処方箋導入委託料６０万９，０００円、南郷診療所施

設改修工事請負費９７万２，０００円の増額であります。 

　歳入補正の主なものは、決算の確定による前年度繰越金５，７７５万７，０００

円の増額であります。 

　以上で、説明を終わります。 

　続きまして、議案第６８号　令和６年度美郷町国民健康保険病院事業会計補正予

算（第２号）についての提案理由を申し上げます。 

　今回の補正は、収益的支出においては異動・退職に伴う給与費の減額及び材料費・

経費等の増額であります。 

　支出の主な内容につきましては、離床センサーや手術用器具等の医療用消耗備品

費６７万６，０００円、ＣＴ撮影件数の増加による保守委託料３０万４，０００円、

医師の学会参加費６０万円を計上しております。 

　また、資本的支出については、輸液ポンプ及びリハビリテーブルの購入費用５５

万７，０００円を計上しており、この支出につきましては損益勘定留保資金で補塡

を行います。 

　以上で、説明を終わります。 

　続きまして、議案第６９号　令和６年度美郷町簡易水道事業会計補正予算（第１

号）について、提案理由を申し上げます。 

　今回の補正は、収益的支出について２０万９，０００円の増額補正し、収益的支

出予算の総額を２億１，７０７万７，０００円とするものであります。 

　内容につきましては、営業費用の原水及び浄水費に１３万９，０００円、総係費

に７万円であります。 

　また、資本的支出について５６５万１，０００円の増額補正し、資本的支出予算

の総額を８，２０８万１，０００円とするものであります。 

　内容につきましては、建設改良費の工事請負費３件分で５６５万１，０００円で
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あります。 

　以上で、説明を終わります。 

　続きまして、議案第７０号　令和６年度美郷町農業集落排水事業会計補正予算（第

１号）について、提案理由を申し上げます。 

　今回の補正は、収益的収入に６７万８，０００円、収益的支出に１１０万９，０

００円の増額補正を行い、予算の総額を１億２，３８０万１，０００円とするもの

です。 

　内容につきましては、営業費用の処理場費に１００万円、総係費に１０万９，０

００円であります。 

　また、資本的支出について２５４万１，０００円の増額補正し、資本的支出予算

の総額を５，２２５万１，０００円とするものであります。内容につきましては、

建設改良費の工事請負費２件分で２５４万１，０００円であります。 

　以上で、説明を終わります。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長の提案理由の説明が終わりました。 

　この件につきましては、第６日目の９月９日に質疑・討論・採決を行います。  
　日程第２５　認定第１号　令和５年度美郷町一般会計歳入歳出決算認定について 

　日程第２６　認定第２号　令和５年度美郷町国民健康保険事業特別会計 

　　　　　　　　　　　　　歳入歳出決算認定について 

　日程第２７　認定第３号　令和５年度美郷町介護保険事業特別会計 

　　　　　　　　　　　　　歳入歳出決算認定について 

　日程第２８　認定第４号　令和５年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計 

　　　　　　　　　　　　　歳入歳出決算認定について 

　日程第２９　認定第５号　令和５年度美郷町簡易水道事業特別会計 

　　　　　　　　　　　　　歳入歳出決算認定について 

　日程第３０　認定第６号　令和５年度美郷町農業集落排水事業特別会計 

　　　　　　　　　　　　　歳入歳出決算認定について 

　日程第３１　認定第７号　令和５年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計 

　　　　　　　　　　　　　歳入歳出決算認定について 

　日程第３２　認定第８号　令和５年度美郷町国民健康保険病院事業会計決算認定 

　　　　　　　　　　　　　について 

　お諮りします。  
　認定第１号から認定第８号までの８件について、一括して議題としたいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。  
 

（「異議なし」との声あり）  
 

　異議なしと認めます。  
　したがいまして、８件は一括議題とすることに決定しました。  
　８件につきまして、順次、町長より提案理由の説明を求めます。  
 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 
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【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　それでは、令和５年度の一般会計及び各特別会計並びに国民健康保険病院事業会

計の歳入歳出決算認定について、御説明いたします。 

　まず、認定第１号　令和５年度美郷町一般会計歳入歳出決算では、歳入総額１０

３億５，６７７万９，０００円、歳出総額９７億１，８８５万４，０００円、歳入

歳出差引きは６億３，７９２万５，０００円となり、これから翌年度へ繰り越すべ

き財源である２億６７万１，０００円を差し引いた実質収支は４億３，７２５万４，

０００円とりました。 

　歳入につきましては、前年度と比較し８億４，９６７万６，０００円の増となり

ましたが、主な要因としましては、一般財源であります固定資産税の増や特定財源

である災害復旧事業に係る国庫支出金及び県支出金の増、並びに明許繰越金の増等

が挙げられます。 

　歳出につきましても８億１，７６１万５，０００円の増となりました。これは、

災害復旧事業費の増が大きな要因であります。 

　次に、主な財政指標であります。財政構造の弾力性を測定する指標である経常収

支比率については、扶助費や繰出金以外の経費の減により経常経費充当一般財源分

が減となり、地方税の増などが作用し、昨年度と比較して２．９ポイント減の８２．

８％となりました。公債費比率は０．４ポイント減の５．０％、実質公債費比率は

０．１ポイント増の７．５％となりました。 

　また、一般会計起債残高は年度末で６３億８，１３３万１，０００円となり、前

年比５億８９４万５，０００円の減となりました。 

　公債費につきましては、公債費負担適正化計画の下、一定の成果が出ていますの

で、引き続き、適正な執行に努めてまいります。 

　歳出においては、内容を見ますと経常経費のうち扶助費、繰出金の増はありまし

たが、それ以外の経費について減となりました。引き続き、適切な事務事業の執行

に努めてまいりたいと思っております。 

　次に、特別会計について御説明いたします。 

　認定第２号　令和５年度美郷町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算では、歳

入総額９億１，３２８万２，０００円、歳出総額９億６５８万１，０００円、実質

収支は６７０万１，０００円となり、前年度と比較すると、歳入が０．８％の減、

歳出が０．６％の減となりました。特定健診をはじめ特定保健指導、各種検診の受

診率向上など生活習慣病対策を引き続き行い、重症化の予防などを通じた医療費の

適正化に努め、国保会計の安定運営を図ってまいります。 

　次に、認定第３号　令和５年度美郷町介護保険事業特別会計では、歳入総額１０

億５，６０９万９，０００円、歳出総額９億５，０５９万円で、実質収支は１億５

５０万９，０００円となり、前年度と比較すると、歳入が１．０％の増、歳出が０．

８％の減となりました。令和５年度末の第１号被保険者は２，４４５人で、前年度

末と比較すると５７人の減少であります。 

　また、要支援及び要介護認定者数は４５５人となり、保険給付費の総額は前年度

と比較して１，５４３万４，０００円減、８億５，０１７万８，０００円となりま

した。引き続き、介護保険会計の健全運営に努め、地域包括支援センターと連携し、

認知症予防や閉じ籠もり防止を図るとともに、自主運動教室の普及にも努めてまい
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ります。 

　次に、認定第４号　令和５年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計では、歳入総

額１億９，２６８万円、歳出総額１億９，１４９万５，０００円、実質収支は１１

８万５，０００円となり、昨年度と比較して歳入総額が５．０％の減、歳出総額が

４．０％の減となりました。後期高齢者の療養給付費負担金の総額は８，７３７万

９，０００円で、前年度と比較して７．８％の増となりました。 

　本特別会計では、医療費給付など事務の多くを宮崎県後期高齢者医療広域連合に

おいて共同処理しており、その中で、後期高齢者健診の推進や高齢者の保健事業と

介護予防の一体的実施事業による個別訪問指導など、健康づくりや医療費の適正化

に努めております。 

　次に、認定第５号　令和５年度美郷町簡易水道事業特別会計では、歳入総額２億

３，２９０万７，０００円、歳出総額１億３，４６４万２，０００円、実質収支は

９，８２６万５，０００円となり、昨年度と比較して、歳入総額が２８．９％の増、

歳出総額が２０．８％の減となりました。 

　歳入総額増の主な要因としましては、公営企業会計移行に向けた基金の取崩しと

料金収入の増によるものです。 

　歳出総額の減の主な要因としましては、公営企業会計法の適用する前日をもって

特別会計を終了させたことによる未払金による歳出減によるものです。安全な生活

用水を安定的に供給するため、毎日点検をはじめ適正な維持管理に努めたところで

す。 

　次に、認定第６号　令和５年度美郷町農業集落排水事業特別会計では、歳入総額

４億２００万８，０００円、歳出総額２億２，３４６万円、歳入歳出差引は１億７，

８５４万８，０００円となり、これから翌年度へ繰り越すべき財源である３，７４

２万７，０００円を差し引いた実質収支は１億４，１１２万１，０００円となり、

昨年度と比較して、歳入総額が１億３，６９８万６，０００円の増、歳出総額が１

億４９４万４，０００円の増となりました。 

　歳入総額につきましては、事業等に伴う国県補助金と基金取崩しによる一般会計

繰入金の増によるものです。 

　歳出総額につきましては、農業集落排水施設の災害復旧費に充てました一般会計

繰出金の増によるものです。施設の適正管理の下、生活排水の処理を行い環境保全

に努めたところであります。 

　次に、認定第７号　令和５年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計では、歳

入総額２億２，２２５万円、歳出総額１億６，１４９万３，０００円、実質収支は

６，０７５万７，０００円となり、昨年度と比較して、歳入総額が３.２％の増、歳

出総額が１１.４％の減となりました。 

　内容を申し上げますと、収入では、外来収入が外来患者延べ数９,０１５人で６，

５３５万７，０００円、その他診療収入が７４９万円となりました。また、その他

医療外収入が１億４，９４０万２，０００円で、その中には一般会計繰入金９，２

０５万８，０００円、国保調整交付金２，２９２万円も含まれています。 

　支出においては、医師２名、看護師７名、その他の診療所職員９名の、合計１８

名に対する人件費９，５７０万円、平日の非常勤医師への謝礼９６１万４，０００

円、医薬材料費１，４７０万９，０００円、企業債償還金１，６７０万円などが主

な支出であります。 

　この結果、一般会計からの診療所運営費繰入金は、前年度と比較して１，０２３

万５，０００円増の９，２０５万８，０００円なりました。 
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　最後に、認定第８号　令和５年度美郷町国民健康保険病院事業会計では、損益計

算書において収益的収支の決算で、収入総額６億６，１７０万９，０００円に対し、

支出総額６億６，９３７万４，０００円となり、７６６万５，０００円の経常損失

を計上するに至りました。 

　内容を申し上げますと、収入では、入院収益が入院患者延べ数６,０１２人で１億

７，９３０万９，０００円、外来収益が患者延べ数１万７,８８０人で２億３２２万

２，０００円となりました。 

　支出におきましては、医師４名、看護師２５名、准看護師１名、医療技術員７名、

事務員３名、会計年度任用職員２５名、合計６５名分の給与費が４億２，３９０万

９，０００円、医療材料費、経費が１億７，６９１万１，０００円、建物、医療機

器等の減価償却費が５，５５２万６，０００円等であります。発熱等の外来患者が

増加したほか、透析の空床が少なかったことなどにより外来収益は増加し、前年度

と比較して経常損失は減少しましたが、人口減少に伴って入院患者数は依然として

減少傾向にあります。 

　なお、一般会計からの繰入金は２億２，４２２万円となりました。 

　次に、資本的収支の決算は収入総額３，５６７万５，０００円、支出総額６，４

６３万５，０００円となり、当年度損益は２，８９６万円となりました。 

　資本的収支の決算では、収入が一般会計出資金が２，６８８万１，０００円、県

補助金として事業勘定繰入金が８７９万４，０００円で、収入合計額が３，５６７

万５，０００円となりました。 

　支出は、屋上防水工事、医療機器、備品購入費等に３，５０８万７，０００円、

企業債元金償還金が２，９５４万８，０００円で、支出合計額が６，４６３万５，

０００円となりました。 

　なお、不足する２，８９６万円は、過年度分損益勘定留保資金で補塡することと

なりました。 

　以上、一般会計及び特別会計並びに病院事業会計の決算認定につきまして御説明

申し上げましたが、いずれの会計も緊急性・必要性を考慮しつつ、各分野において

住民ニーズに応えながら、引き続き、細やかな行政サービスの提供に取り組んでま

いりました。 

　主要な施策の詳細につきましては、決算等審査特別委員会におきまして所管課よ

り説明させていただきたいと思います 

　以上で、説明を終わります。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長の提案理由の説明が終わりました。  
　主要施策の成果に関する説明については、委員会審査の中で各担当者から説明を

受けたいと思います。  
　ここで、１０分間の休憩といたします。  
　１１時１０分より再開いたします。  
 

（休憩：午前１１時００分）  
 

（再開：午前１１時０８分）  
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【議長　那須　富重】 

　休憩前に引き、会議を再開します。 

　日程第３３　令和５年度美郷町一般会計・特別会計決算審査意見書及び令和５年

度美郷町財政健全化審査意見書並びに令和５年度美郷町経営健全化審査意見書の報

告を議題とします。  
　代表監査委員より、報告を求めます。  
 

【代表監査委員　峰村　芳生】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　峰村　芳生代表監査委員。 

 

【代表監査委員　峰村　芳生】 

　議長からの指示がございましたので、ただいまから決算審査の意見書それから他

２件の報告をさせていただきます。  
　最初に、美郷町財政健全化審査意見書、それから美郷町経営健全化審査意見書に

つきましてでございます。２件とも特段の異常はなく適正なものであると認めてお

ります。  
　それから、美郷町の一般会計と特別会計の決算審査意見書について申し上げます。 
　お手元に資料があれば御覧いただきたいと思います。  
　資料の１ページに書いてありますが、決算審査の期間は今年の７月１日から８月

３日まででございました。私と議員監査委員の早川節夫議員と２人でこの期間、審

査をさせていただきました。  
　審査は各課のヒアリング、午前中に１課、午後１課、それから各課から提出をい

ただいた書類の審査、それから工事現場等の現場審査、備品審査、それから各種の

預金について確認をさせていただいております。  
　一般会計の特別会計の概況についてっでございます。  
　３ページの決算額について、一般会計ほか特別会計の決算額が、左から４列目に

支出済額だけですが、御覧いただきたいと思います。  
　一般会計が９７億１，８００万円、それから下の国民健康保険事業特別会計が９

億６００万円、以下、御覧のような数字でございます。合計の支出額が１２２億８，

７００万円という膨大な金額になっております。この金額はここ十数年の中で、特

に一般会計では最高額であろうと思います。  
　３ページの一番下です。国民健康保険病院事業会計について記載をしております。 
　支出済額が６億７，８００万円、収益的収支には支出がなされております。  
　続いて、５ページをお開きいただきたいと思います。  
　５ページの中段に表がございまして、単年度収支と実質単年度収支について記載

しております。これは前年度からの繰越金を除いて、この令和５年度だけでどうだ

ったかという数字でございます。一般会計では５億５，７００万円のプラスと、ほ

か後期高齢者医療事業会計以外は全て単年度で見てもプラスになっております。前

年は単年度収支、一般会計特にマイナスでしたが、今年度は大きくプラスという結

果になっており、理由は後ほど申し上げます。  
　単年度収支ですが、一般会計を御覧いただきますと３億５，７００万円、実質単

年度収支は５億５，７００万円、２億円ほど差があります。これは基金に積み立て
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た額を差し引いております。基金を積まなかったという前提で計算をすると、５億

５，７００万円は収入から支出を引き算しますと、令和５年度は５億５，７００万

円がプラスになっているということでございました。  
　７ページに基金の額が書いてございます。  
　７ページの中段ちょっと上に基金の本年度末残高ということで、一般会計、特別

会計合計しますと８２億１，１００万円という基金を有しております。これも年度

中に増加をいたしましたが、明細は表を御覧いただきたいと思います。  
　財政力指数で、主な財政指標が幾つかあります。その中の財政力指数は０．０１

改善をいたしまして０．１９です。これは１だと自前で立っていますよという数字

なのですが、それが０．１９で依存している部分が多いという財政状況であります。 
　近隣の市町村の財政力指数は令和４年度の数字ですので、美郷町とすぐには比較

できないのですが、参考資料として載せております。近隣の町村とも見比べていた

だきたいと思います。０．１９というのは決して高いほうではございません。  
　８ページに、経常収支比率の推移ということです。  
　議員の皆さんで、この数字に関心がある方もいらっしゃるかと思います。数年前

に９４．０％という高い率を示しました。その後で、御覧の折れ線グラフのとおり

に下降をいたしまして、今年度は近年の中では特に低い８２．８％という数字を示

しております。これは経常一般財源収入額と、その中で経常的に入ってくる自由に

使えるお金の中で、人件費や扶助費と支出しなければならない金額が何％占めてい

ますとうことです。これがあまり高いと自由に使えるお金が少ないという、投資的

な経費に回せないということです。７５％を超すと少し財政運営が硬直化していま

すねという数字です。それが７５を超えて８２．８で、これは懸念されるほどの高

い値とは考えておりませんが、留意を続けていただきたいと思います。  
　８ページの一番下に、近隣町村の令和４年度の数字を参考までに財政担当課から

教えていただきまして記載をしております。  
　一般会計の歳出について、１２ページを御覧いただきたいと思います。  
　一般会計の歳入総額が１０３億５，６７８万円、これも非常に大きな数字になっ

ておりますが、その内訳が数字で御覧いただけるかと思います。  
　１１ページには円グラフもつけており、１２ページでは一覧表になっております。

町税が８億９，６００万円、これは去年より１億５，０００万円ほど増えておりま

す。理由は後ほど申し上げます。９億円弱の町税が入っています。。  
　地方譲与税２６億２，０００万円、それから地方消費税交付金が１億１，８００

万円、地方交付税が４２億６，４００万円、これは前年度よりも減少しております。　

国庫支出金と県支出金、１１億円、１２億円であります。これは災害復旧工事で、

前年よりも相当な額が増加しており、国庫支出金、県支出金が増加したということ

でございます。  
　１３ページの中ほど、町税について記載をしております。  
　１３ページの一番下に、町税の一覧表がございます。町民税それから固定資産税、

軽自動車税、町税の中で、御覧のとおり固定資産税が１億５，３００万円増加をし

ておりまして、合計８億９，６００万円です。９億近い町税が入ってきております。 
　固定資産税は恐らく九州電力が大規模送電線設備を作りました。西郷と北郷の一

部をかすめており、その部分だと思います。ちょっと私、確認をしておりませんが、

年を追って恐らく完成していったと思います。また来年増えるのかなと思いますが。

そこは私調べておりませんが、恐らくその大規模送電線の建物だろうと思います。

これは国から配分される通知が来ますので、一般の償却資産とは別に、恐らく税務
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課でもはっきりしたことは分からないと思います。国から送電線などで各市町村、

各県にまたがるような償却資産については国から連絡があるのだとと思いますが、

ちょっと詳細がつかめません。  
　１４ページが、地方交付税について書いております。  
　収入済額が４２億６，４００万円で、前年度よりも２億３，８００万円減少いた

しました。１４ページの下のほうに棒グラフをつけておりますが、平成２８年度か

ら令和２年度まで、この５年間でだんだん減少しております。特別な算定の仕方を

しておりました。美郷町は一本算定に切り替えていたのですが、それが終わって、

令和３年度、令和４年度と増えていたのですが、令和５年度は多少減少したという

ことでございます。  
　１７ページに収入未済額について記載をしております。後ほどまた詳しく申し上

げます。前年度よりも収入未済額は減っております。未収金が減少したことは、担

当課関係職員の努力が認められると記載をしております。  
　一般会計の歳出について、１８ページに記載しております。  
　支出済額が９７億１，８００万円、前年度よりも支出済額は８億１，７００万円

増加をしたということでございます。  
　１９ページに歳出の一般会計の款別の歳出額を記載しておりますので、御覧をい

ただきたいと思います。例年になく災害復旧費が非常に大きくなっております。前

年度よりも９億９，０００万円増加をして、本年度は１７億１，５００万円、災害

復旧費が出ております。  
　２１ページに、性質別歳出の推移という折れ線グラフをつけておりますので、御

覧いただきたいと思います。令和５年度は一番右端ですが、御覧いただくと一目で

災害復旧費が過去にない大きな数字になっております。その分、圧縮された形で普

通建設事業費が減少していると御覧いただけると思います。令和５年度は少し特殊

な歳出状況になっているということでございます。  
　細部を見ていきますと、２１ページの上に繰出金が減少し、積立金が増加したと

と書いております。台風災害のため復旧事業費が突出して増加したのが、令和５年

度の特徴であったと御理解いただきたいと思います。  
　２６ページ、予算の不用額をつけております。決算書を見ますと、予算額、歳入

額、歳出額が書いてあります。なかなか予算の不用額に目はいかないかなと思いま

す。私、監査委員はこのことも触れないといけないと思っております。先輩方もそ

うであったように、私も不用額について述べております。  
　決算書の事項別明細書にも書いてありますが、予算があって歳出をして、そして

幾ら不用額が出ておりますよという記載です。不用額が大きかろうが小さかろうが

財政運営上、困ることはありません。財政担当者に話を聞きますと、別に困らない

という反応ですが、予算で動いております。やはり不用額があまり大きいと少しお

かしいのではないですかと言わざるを得ません。誰かが言わないという意味で、こ

こに書いております。  
　適時に正しい予算を、正確な予算を立てておいて、十分に吟味をして、年度途中

で変更があれば、適時に補正をしていけば、大きな不用額にはならないと思います。

突出して３割も４割もという不用額にならないように、御留意をいただきたい。多

少節約したりすると不用額が出てきますが、留意をいただきたいということでござ

います。  
　２７ページに予算の流用、予備費の充用も書いております。表がありますが、一

番下に一般流用額、令和５年度の左から２列目、３列目に書いてあります。下から
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３行目ぐらいです。  
　一般流用額が１億６００万円、予備費からの充用が８２０万円です。件数は一般

流用が６６件、予備費からの充用が２１件です。これも財政担当から資料を頂いた

数字でございます。件数は減っておりますが、流用額は増えておりました。  
　中を見てみますと８，８００万円、台風６号に関係した流用でございました。も

し、その分がなければ金額も件数も減っていただろうと思います。これも毎年言い

ますが、予算が足りなければ流用の一手しかありません。どうぞご遠慮なく流用も

充用もされたらいいと思うのですが、それまでに予算の上げ漏れなどがないように、

突発事態であることが分かるようにきちんと理由を書いていただいて流用されたら

いいと思います。まだ「予算が不足しましたので流用します」という理由がたまに

あります。予算がないから流用するのは当たり前のことですね。なぜ減りましたか

ということもきちんと書いていただくといいなと思いました。  
　２８ページ以降、７つの特別会計について記載をしております。  
　説明しますとちょっと時間がかかりますので、資料のページはお示ししませんが

２８ページ以降です。  
　国民健康保険事業は、医療費がやはり増加をしております。県内でも、ワースト

４位だったのがワースト３になって、個人の１人当たりの医療費が増加していると

いうことです。  
介護保険は順調に運営をされております。令和６年度から第９期の介護保険料の

算定がありました。令和５年度中にその算定をされたと思います。令和６年度以降

の介護保険料の算定を据え置くということにされております。介護保険料は据え置

くという決定をされて、令和６年度から動いております。皆さんも御承知のとおり

だと思いますが、介護保険の対象者も減少しております。きつい運営ではないんだ

なと少し不安なところがありますが、介護保険料を上げるということもせず、運用

がなされていると理解をいたしました。  
　後期高齢者医療事業、これは宮崎にあります宮崎県後期高齢者医療広域連合の制

度が運用されております。比較的安定した財政運営がされております。未収金がず

っとゼロだったのですが、前年、この２、３年増えてきていました。介護保険、後

期高齢者医療事業の保険料の未収は、ゼロ円だったのですが、２年ほど前から２０

万円という数字が出ておりました。令和５年度は１万５，９００円でしたが、令和

６年に入って徴収が済んで、未収金がゼロと理解をしております。  
　簡易水道事業と農業集落排水事業、３８ページに書いてあります。令和６年４月

１日から地方公営企業会計に移行いたしました。令和６年３月３１日で決算を打ち

切っております。今までは、年度が終わっても４月、５月まではお金を出したり入

れたりしていましたが、今回はそれをしておりません。例年度よりも数字が大きく

変動しております。数字を読み上げて説明しても、少し意味がないかなと思います。

決算額の歳入額、歳出額は大きく変わっておりますが、これは打切り決算の影響と

思っております。３月末に工事が終わっても、４月にお金を支払ったということで

す。３８ページの水道会計には出てきておりませんので、そういうふうに御理解を

いただきたいと思います。  
　歳入についても前年度分が４月に水道料金が入ってきても、それはこの決算書に

は反映されていない、３月３１日の打切りだと理解をしております。  
　国民健康保険診療所事業は、今年度は歳出が減っております。これは前年度のい

ろいろな工事、南郷診療所にコロナ関係の外来病棟の工事があったり、診療関係の

システムの更新をしたりしました。今年度は診療所事業では工事をしておりません
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ので、通常のメンテナンスといったことで、歳出が減少しております。  
　国民健康保険病院事業につきましては、去年もこの収益的収支ではマイナス赤字

の経営でありましたが、事業収益は６億６，４００万円、事業費用が６億７，８０

０万円です。差し引きますと１，３７５万７，０００円の損失赤字が出ております

が、去年よりずっと少ない額であります。去年は２，７００万円の差引きマイナス

だったのですが、今年度は１，３００万円のマイナスにマイナス幅が圧縮されてお

ります。  
　病院が持っている現金そのものを預金通帳を見ますと、３，１５９万４，０００

円で通帳残高が減少しております。今持っていらっしゃる現金が３億９，０００万

円であります。苦しい経営ですが、今年度は診療収入が増えております。入院の件

数は減ったけれども、コロナの関係とか手術が増えてその分が入院患者は減ったけ

れども収益があり、外来患者も発熱外来などの外来患者が増えており、診療収入そ

のものは増加をしたということです。しかし、決算をしてみるとマイナスになって

いるということで御理解いただきたいと思います。  
　４６ページに実質収支に関する調書をつけております。  
　実質収支は、御覧の４６ページにグラフがあります。御覧のとおりに、実質収支

が８億５，０００万円です。この一番上は、一般会計と特別会計を足したものです。

合計のグラフです。ブルーで私の手元には塗ってあります。  
　四角い赤い線で上から２番目に一般会計、一番下の緑色の線が特別会計の数字を

示しております。  
　一般会計も特別会計も、この実質収支が非常に増加をいたしました。これは毎年

申し上げますけども、３％から５％、形式収支から翌年度への繰越額を差し引いた

額です。それが非常に増加をしておりまして、標準財政規模に占める実質収支額の

比率は３％から５％がいいです。これは法律で決まっているわけでも何でもありま

せん。１年間、会計を動かしてみて翌年度に繰越しが３万円か５万円がいいですね

という程度の考え方だろうと想像しております。例えば、１００万円を１年間で使

ってみて、１，０００円しか残っていない場合、それはギリギリ過ぎるということ

です。２０万円も３０万円残っていたら、仕事をしなかったのではないか、少し残

し過ぎではいうことになります。１００万円の事業をしたのなら、３万円から５万

円ぐらいがちょうどいいですねと理解を私はしております。それが今回は１００万

円でいうなら、１８万９，０００円残したということです。８．９％はいろいろ積

立てもしてこの数字です。もし積立てを差し引くと、もう少し上がっていたという

ことです。  
　これはなぜかというと、４６ページの上に書いております。前年度からの繰越額

が非常に大きかったということ、それから歳入が大きかったということです。  
　支出は災害復旧事業が多く、令和６年度に繰り越しをしました。災害復旧事業が

非常に大きなウエートを占めたので、普通建設事業費を圧縮せざるを得なかったこ

とで支出が小さくなってしまったということです。  
　それから他の事業も、町長以下、検討の末、少し緊縮財政で動いたのではないか

と思います。そのために支出が減少しました。歳入は前年度からの繰越しが大きく、

支出は抑えたので減少し、差引きすると大きな金額が実質収支のプラスという形で

残ったのだろうと私なりに理解をしました。  
　これは適正といわれている範囲を上回っておりますが、これは災害復旧事業に関

連した数字であります。直ちに問題ではないと思っております。  
　しかし、災害復旧事業が完了した後、令和６年度、７年度あたりで完了した場合、
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実質収支は３％から５％の間くらいでを持っていくのがいいと思います。  
　これは基金に積み立てれば、下がります。例年よりも２億円、３億円ほど積立て

をしております。そうとは言っても、今年度に限って大きな金額を積み立てられな

かったんだなと見ております。実質収支が大きければ、基金に積み立てましょうと

いう努力もされていると思っております。  
　それから４７ページ、財産に関する調書です。有価証券や債券を会計課に保管さ

れており、全てを確認しております。  
　４８ページが基金です。基金の詳細については、付表４に基金の一覧表をつけて

おりますので、御覧いただきたいと思います。繰り返しますが、基金の普通預金通

帳、それから定期預金通帳はたくさん枚数があります。これ全部、確認をさせてい

ただいて、財産に関する調書と一致していることを確認しております。  
　それから備品監査です。令和５年度中に買った備品の全ての実物は点検しており

ませんが、一部点検させていただいてきちんと配置をされておりました。  
　本年度から備品管理が、電子システム式に変更になっております。今まで紙ベー

スの備品台帳だったのですが、全容がつかめないような感じでした。電子システム

式に変更されて、備品の管理がしやすくなっております。職員の手間も省けるので

はないかと思います。  
　学校においては、まだ電子式になっていないようです。各課、病院も含めて電子

式につながっておりますので、他の課の備品も見れるようになっております。電子

システムの中に備品台帳が入ったことで、前進したなと思います。  
　４９ページ、私と早川議員で建設事業等の現地調査をしております。いずれも効

果的で成果を上げている事業だなと確認をさせていただきました。  
　５０ページ、財政援助団体の監査をしております。４団体、株式会社ケイメイ、

（一社）美郷町観光協会、社会福祉協議会、リバースいすず合名会社、この４団体

の監査をさせていただきました。これは、団体の運営に補助金を出しているものや

指定管理をお願いしている団体もあります。いずれも、適切に団体運営や町有施設

の指定管理がなされていると認定いたしました。  
　特に、株式会社ケイメイは南郷温泉どんタロの湯と美郷レイクランド、それから

コテージ施設、この３施設を管理しております。今年初めて監査に行きました。支

出書類などは美郷町にはございません。全て宮崎の本社で事務処理がなされており、

支出書類を見ることはできませんでした。しかし、決算書の写しなどを確認させて

いただきました。  
　経営されている方も、高千穂の国民宿舎やビジネスホテル、介護施設も経営され

ております。経営の母体が大きいということ、ノウハウをお持ちだということです。 
　それからコロナ明けということもあり、入湯客が少し増えつつあり非常にいい感

触でありました。きちんと経営がなされているとお見受けをいたしました。  
　５２ページに事務処理状況と書いております。  
　こちらから、各課の書類を指定をさせていただき、大層な数ではないのですが、

時間が許す限り見させていただいております。５２ページに書類の一覧表をつけて

おり、実際の書類を見せていただきました。下から２列目に会計課と書いておりま

す。ここでは、歳入歳出以外の現金会計預金通帳も時々見ておりますが、１億円前

後の数字が動きます。それから会計管理者名義の預金通帳もお持ちです。この一般

会計と特別会計以外も、見逃しがないように確認させていただきました。  
　今年は、美郷町３校の学校事務処理の状況も聞き取り、それから一部、書類を確

認させていただきました。  
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　この５２ページに関しては、いろいろな書類を見た結果、気づいたことがござい

ました。５つか６つの課には口頭だけではなく、こういうことが気になりましたの

で、検討をしていただけませんかということお知らせしております。この監査意見

書には書いておりませんけれども。  
　それから５３ページ、監査結果です。  
　収入未済額の解消を例年、一番バッターで書きます。町税それから国民健康保険

税、その他いずれも前年度より向上しております。簡易水道や農業集落排水は前年

度よりも未収額が増えておりますが、これは先ほど言いました打切り決算とで３月

３１日に切っております。その以降に入ってきたものが反映されていないので、簡

易水道と農業集落排水、少し増えたかなと思います。その他は、ほとんどの徴収率

が向上しております。税務課はじめ各課、各収納担当者において分納誓約事務、銀

行徴収等の努力がなされたものだと評価をしております。  
　引き続き、町税等収納改善対策検討委員会の下で、美郷町債権管理マニュアルも

ございますので、それに沿って引き続き、真摯な徴収努力を続けていただくように

要望いたします。  
　それから５４ページが、事務処理の改善です。  

これは長々書いており、逐一、読みませんが５４ページです。業務委託契約の価

格積算及び使用者についてです。  
　ここに書いてある趣旨は工事請負費で工事を発注する場合、工事設計書等があり

何日掛ける１日が１万円だから積算額はいくらというきちんとした設計書がありま

す。業務委託料は、いろいろなパターンがあります。施設管理の委託や何か製造委

託したのも、それからコンサル業務、知恵をお借りしたような委託業務もあると思

います。種々様々な委託がありますので、一律にその工事請負費のような設計書が

なし難いと思います。中には業務費用の見積書の内訳が「一式」と入っており、一

式の内訳が分からないものがありました。  
　これは「一式」としか書きようがないのかなと思いますが、各課で気をつけてい

ただいて、「一式の内訳をもう少し細かく書く」という指導、お願いをしております。　

業務委託料でも日額がいくらで、所要日数が何日なので、こういう金額で、それに

諸経費を計上するとこうなりますと分かるような委託契約書が増えてくるといいか

なと思います。大概そうなっておりますが、まだその形式が取れないものもありま

すので、努力をしていただきたいと思います。  
　委託契約書には仕様書が添付されます。役場の担当課が委託契約の中で、この仕

事をこういうふうにしてほしいという仕様書があんまり詳しく書いてないというこ

とです。口頭だったり、業務の報告書の中にきちんと書いてあります。それは分か

るのですが、契約書を交わすならば、この仕様書もきちんと書いていただくといい

かなと思います。これは各課において十分に精査した上で、特にこの委託料、委託

価格の低減に努めていただきたいと思いました。  
　それから、見積り比較の方法です。  
　いろいろな仕事をする上で委託業務や物品購入で、見積りが取られております。

それが１社のところがたまにあります。１社しか見積りが取れないということだろ

うと思いますが、１社だと競争が少なくなります。見積が１０万円と上がってきた

なら１０万円で契約するのかなと思います。中には３社見積りを取って、３社ごと

の一番低い金額、単価をを採用している書類も見かけました。３社の中のいろいろ

な単価が書いてありますが、３社を見比べて、３社のうちで一番低い単価を採用し

て設計書ができているというやり方もありました。このあたりが庶務、ほんの一部
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の書類しか見てませんけども、統一されていないんだなと思います。  
　５４ページの中ほどの見積り比較の方法、これは困難だと思いますが、配慮いた

だくといいかなと思います。昔は３社の見積りを取れば、一番低い値段を採用しま

す。２社の時には９５％掛け、９掛け、１社の時には８掛け、０．８掛けますとい

う口伝えがかつてはあったこともあります。  
　庁内で何かの折に検討していただいて、１社見積りをそのまま１００％はどうす

るかという検討もあってもいいのではと思います。  
　それから、建築工事の検査評点です。建築工事でも評点をつけないといけないの

ですが、様式にばらつきがあるかなと思います。  
　建築工事でも木造建物の評点がついており、これが土木工事の様式で評点が使わ

れておりました。建築のための評点様式があれば、そちらの方がいいのではないか

と思います。  
　それから５５ページ、外部委託の検討ということで書いております。  
　外部委託料が非常に大きな数字になっております。外部委託料１３億９，２００

万円が一般会計で支出されております。工事請負費、補助金に次いで大きな額が委

託料で支出されております。これも内容を吟味していただいて、様々な事情がある

と思いますが、外部に委託することのメリットや費用対効果、妥当性、庁内ではで

きないのか、分割発注できないのかといろいろ検討をしていただきたいと思います。 
　それから、５５ページ、指摘事項を読ませていただきます。  
　指摘事項。  
　一般会計において本年度は令和４年度から続いた台風災害により災害復旧事業費

が大幅に増加し、他の各種事業は例年より圧縮せざるを得ない状況であったと思わ

れます。町内受注者側も受注がオーバーフロー気味であったかなと思われます。  
　このため、普通建設事業費の各種事業では減少したものもあったが、従来からの

町の福祉産業等分野の各種事業は適切に実施され、社会の情勢変化に応じた物価高

騰対策事業、畜産酪農収益力強化事業などの各種事業に取り組まれ、大規模保安林

化の事業にも着手しております。  
　特別会計では、簡易水道事業、農業集落排水事業を地方公営企業会計に移行し、

施設の資産価値に配慮しやすい会計制度としております。  
　国民健康保険事業、後期高齢者保険事業、介護保険事業で被保険者の減少が続い

ておりますけれども、各特別会計において比較的安定した制度運営がなされており

ます。  
　国民健康保険病院事業特別会計では、医業損失額を前年度より１，３４６万２，

０００円縮小させております。  
　固定資産税、地方交付税、森林環境譲与税、ふるさと納税等によって歳入が比較

的安定をし、基金の積み増しも行われて、各種収納金の収納率も本年度も向上させ

ております。  
　本町財政は健全に運営されていると認められますが、自主財源比率、財政力指数

は依然として極めて低いものがあります。  
　委託料等の物件費の歳出額の低減には一層の工夫の余地も感じられますので、職

員の事業推進力の資質向上と物件費等、歳出の削減に向け、さらに真摯に徹底して

取り組んでいただくよう要望いたします。  
　最後になります。監査結果です。  
　監査結果。  
　決算審査に付された令和５年度の一般会計、特別会計の８件については、歳入歳
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出決算書、同事項別明細書及び基金運用状況調書、実質収支に関する調書、財産に

関する調書は、関係法令に準拠して作成され、これら書類に記載された計数を関係

諸帳簿、証憑書類と照合した結果、並びに金融機関預金残高との一致を確認したこ

とによりまして、各会計の年度末現在の財政状況を正確に表示をしていると認めま

した。  
　一般会計及び特別会計の各種事業の出納等財務事務及び執行管理等行政事務は適

正な体制で運営され、おおむね適正かつ効果的に行われていることと認定をいたし

ました。  
　以上、長くなりましたが報告を終わります。  
 

【議長　那須　富重】 

　以上で、代表監査委員による意見書の報告が終わりました。 

　監査委員におかれましては、決算審査の開始からまとめまで１か月以上に及ぶ長

期の監査で大変お疲れさまでした。議会を代表しまして、監査委員へ深い敬意を表

しますとともに、深甚なる謝意を申し上げる次第であります。 

　日程第３４　請願第１号　下区における集落機能の維持を求めることに関する請

願を受理しました。 

　お手元に配付した請願文書表のとおり、議会運営委員会に付託しましたので、報

告をいたします。 

　以上で、本日の日程は全部終了しました。 

　次は、９月５日木曜日は定刻午前１０時に本会議を開きます。時間をお間違えの

ないようにお願いいたします。 

　本日は、これにて散会いたします 

 

【事務局長　沖田　修一】 

　「一同・起立・礼」・・・お疲れさまでした・・・。  
 

（散会：午前１１時５８分）
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令和６年第３回美郷町議会定例会会議録（第２日目） 

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和 6 年 9 月 5 日（木曜日） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
◎開会日時　　　　　令和　６年　９月　５日　　午前１０時００分　開会 
◎散会日時　　　　　令和　６年　９月　５日　　午後　２時２０分　散会　　 
 
◎出席議員（１０名） 
　　　　　１番　若杉　伸児　君　　　　　　２番　早川　節夫　君 

　　　　　３番　中田　武満　君　　　　　　４番　兒玉　鋼士　君　午後・欠席 

５番　山本　文男　君　　　　　　６番　中嶋奈良雄　君 

７番　川村　嘉彦　君　　　　　　８番　甲斐　秀徳　君 
９番　川村　義幸　君　 　　　　 10 番　那須　富重　君          　　　　　　　　 

 
◎欠席議員　　　　　　　　　な　し 
 
◎欠　　員　　　　　　　　　１１番　小路　文喜　君 
　　　　　　　　　　　　　　　　 
◎事務局職員氏名　　　　　　事務局長　沖田　修一　君　　　書記　川西ゆきみ　君 
 
◎説明のための出席者職氏名 
　　　　町長　　　　　　田中　秀俊　君　　　副町長　　　　　藤本　　茂　君 

教育長　　　　　大坪　隆昭　君　　　会計管理者　　　泉田　浩文　君　欠席 
総務課長　　　　甲斐　武彦　君　　　税務課長　　　　川村　博昭　君 

　　　　企画情報課長　　田村　　靖　君　　　町民生活課長　　黒田　和幸　君 
　　　　健康福祉課長　　海野　勝弥　君　　　建設課長　　　　佐藤　文幸　君 

　　　農林振興課長　　松下　文治　君　　　政策推進室長　　田常　浩二　君 
　　　教育課長　　　　鎌田　次郎　君　　　地域包括医療局事務長　　 田原　裕亮　君 

南郷地域課長　　田中　幸生　君　　　北郷地域課長　　長田　孝規　君 
　　　　 
 
◎会議の経過　　　　　　　　　別紙のとおり 
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令和６年第３回美郷町議会定例会

議事日程（第２）

令和６年９月５日

午前１０時開議

日程第１ 一般質問

５番 山本 文男 議員

１．雄滝アクセス作業路の町道認定について

２．男女共同参画推進について

８番 甲斐 秀徳 議員

１．鳥獣害対策について

２．栗ドローン防除について

９番 川村 義幸 議員

１．(一社)美郷町観光協会の必要性について

６番 中嶋奈良雄 議員

１．農業の担い手の対策と育成対策について

２．農業資材の物価高対策について

３．農家所得の安定化について

35



会 議 録  

令 和 ６ 年 ９ 月 ５ 日 
午前１０時００分開議 

 
【事務局長　沖田　修一】  
　「一同起立・礼」おはようございます。御着席ください。  
 
【議長　那須　富重】  
　おはようございます。  
　本日は、一般質問であります。  
　ただいまの出席議員は１０名であります。泉田会計管理者から身内の不幸のため

欠席の申出がありましたので、これを受理いたしました。  
　これから本日の会議を開きます。  
　本日の議事日程はお手元に配付の議事日程表のとおりであります。  
　広報用の写真撮影の申出がありましたので、これを許可しました。上着を脱ぎた

い方は脱ぐことを許します。  
　日程第１　一般質問です。  
　今回、一般質問の通告のありました議員は８名であります。  
　本日は、４名の一般質問を行い、残りの４名は明日、一般質問を行います。  
　通告順に一般質問を行います。  
　通告順に質問を許します。  
　５番、山本　文男議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。  
 
【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
　本日もよろしくお願いします。２問お伺いいたします。  
　まず、雄滝に通じる作業道の町道認定についてお伺いします。  
　通告書を読み上げていきます。  
　北郷小原区中心集落から清川谷に沿って約２キロメートルの作業路があります。

その終点付近には雄滝と宇納間簡易水道の水源取水施設があり、水源管理道として

も利用されていいます。作業路入り口の県道には雄滝の標識があり、いつ設置した

か分かりませんが、県も優れた景勝地だと認めていたものと思います。  
　住民は雄滝が地域振興の資源となることを願って町から生コン助成を受け、約１

００メートルのコンクリート舗装、歩道の整備、観望の妨げとなる支障木の伐採、

大師堂の建設等を自力で行ってきました。しかしながら、作業路受益者や住民の高

齢化による管理不足によって道路の傷みが激しく、地域住民の心のよりどころとな

っていた雄滝は南米のインカ遺跡のように森の中に埋もれようとしています。  
　優れた観光資源へのアクセス道であり、町の水道施設の管理道でもあることから、

この作業路は町道の路線認定基準に関する規定において、町道として認定が可能で

36



あるかお伺いします。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長の答弁を許します。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　おはようございます。今日、明日にかけて一般質問ということであります。通告

者が８名でありますので、是々非々で討論ができればいいかなと思っております。

通告者に対しましてお礼を申し上げます。  
　それでは、山本議員の質問であります。今回、議員が質問されている路線につい

て、現地での確認これまでの経緯について御説明をさせていただきます。  
　当路線は、接続する県道宇納間・日之影線を起点として、人家が２戸、その奥に

農地、用水路が整備されております。  
　また、人家の出入口付近は路側と護岸との併用の構造物が設置されておりますが、

昭和５７年に清川、谷川が台風により被災を受け、昭和６１年から平成６年にかけ

て、荒廃砂防事業により、堰堤、流路工、護岸整備工事が当時の県土木部で施工さ

れております。  
　当時の施工により、起点側の人家がある周辺はガードレール、アスファルト舗装

が一部施工されております。奥には、自然の造形によって造られた雄滝があります。

景勝地ではありますが、自然環境の保護として、県が指定し町が管理している環境

保全地域の指定区域ではありません。また、町が管理している水道施設もあります

が、大雨等で被災を受けた場合はほかの地区施設と同様に、その都度、担当課が整

備をしている状況であります。  
　今回、当路線について検討した結果、美郷町町道の路線認定基準に関する規程第

２条の「町道として認定する道路は、交通量、人家の有無等を考慮し、公共性を有

するもの」となっており、第１号から第５号の町道の路線認定基準に関する規定の

要件に一致しないとの判断をいたしたところであります。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長の答弁が終わりました。  
 
【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
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　資源管理道等、観光資源の面、２つの面からお伺いします。  
　まず、資源管理道についてです。  
　この道は水道の管理には欠かせない重要な道であり、担当職員も年に数回、点検

作業等でこの道を利用していると聞いています。私も台風１０号の前、この道を通

ってみましたが、雨水に洗われて陥没が激しく、四駆の軽トラで終点まで何とかた

どり着けました。このまま住民も町も手をつけず放置した場合、点検作業にも支障

を来すと思います。  
　町も積極的に保全整備する責任等、義務があると思いますが、いかがでしょうか。 
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　水道関係の水源地として取付道路が悪いという話になりますが、町で今、２３か

所の水源地の管理をしております。その中で町道・林道が１３か所、作業路が１０

か所になっております。これが全てどうなっているのかという話で、町道等は整備

がされ、また作業路等はこのような状態であるという話であります。  
　今後どうしたらいいかということになりますが、この道自体が最終的に何をした

いのかという話になります。水源地の管理道路なのか、それとも、今度は違う用途

を兼ね合わせる道路なるのかという話になると、全く変わってくと思います。  
　そういった箇所は、まだまだたくさんあると思います。今後考えていくとすれば、

包括的、ある程度大きな枠の中で考えて、要綱等を作成し対処していくという話に

なると思います。  
　確かに議員がおっしゃるように、今のような気象状況の中で非常に荒廃してなか

なか管理が難しいということも実情もありますので、考えていく必要はあると思い

ます。  
　以上です。  
 
【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
　確認しますが、検討して町道の認定基準に関する規定を変更する可能性もあると

いうことでしょうか。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
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　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　町道としての認定は難しいということであります。先程言いましたように、どう

いうものを抱き合わせ、どういう目的のためにしていくのかとをしっかりと考えて

いく必要があります。今ある町道に関する規定に照らし合わせていくと、認定する

ことは難しいということであります。  
　以上です。  
 
【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
　今度は観光資源の面から考えていきます。  
　私の地元の「ちくせん」の会議で、雄滝を活用できないかという意見が出ました。 
　しかし、雄滝に通じる道が、狭隘で普通車の通行が厳しくてアクセスがネックと

なって絶好の観光資源でありながら広く周知することを控えざるを得ないのが現状

です。滝マニアもいるようです。この道に入り込んで動けなくなった普通車を、地

元の方が救出したことも何度もあります。  
　総合計画があります。これはホームページでも閲覧できますが、その中の観光振

興にはこう書かれてます。「町内には多くの景勝地、重要文化財など歴史的な文化財

が点在しており、これらの適切な保全に努める一方、観光資源として活用していく

ことが必要です」と書かれています。そして景勝地として、渡川、白水の滝、おせ

りの滝と並んで雄滝も記載されています。総合計画には、景勝地として雄滝の名前

も記載されています。  
　そして、もう一つの美郷町景観条例というのも調べてみました。  
　議員の皆様は、この例規集に興味がある方は例規集の「１１２４５」に景観条例

が載っています。  
　その景観条例の第３条には、「良好な景観は潤いのある豊かな生活環境の創造、観

光など、地域の活力の向上に大きな役割を担うものであることに鑑み、町民が愛着

と誇りを持てる景観が将来にわたって継承されるよう、町、町民との協働によりそ

の整備及び保全が図られなければならない」と書かれています。  
　景観の整備と保全にはまず道路の整備が必要です。  
　以上、雄滝が住民の心のよりどころであり、優れた景勝地であることを考慮し、

現行の町道の路線認定基準に関する規定の改正に向けた検討をしていただけないも

のかと伺います。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
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【町長　田中　秀俊】  
　景観条例ですが、景観条例、美郷町全体を含んでいると私は認識をしております。 
　ただその中で、特に伝承されている御田祭や師走祭り、そして地蔵尊大祭は特に

という話で景観条例があると思っております。  
　この景観条例ですが、なぜできたかという話であります。日本国は何でもかんで

も造っていいという話の中で、ヨーロッパのようなに自然が残されていない、建物

が残されていないということで、何でもかんでも造っていい国だという形でやゆを

された時代があったような気がします。それに対応した景観法という法ができ、そ

れに基づいて条例ができたという話であります。  
　そういう景観法というか景観条例というか、雄滝が雌滝があるという話でありま

す。もし考えていくならば、文化財保護条例の中で雄滝や雌滝をその町の文化財と

して指定して、その文化財に行くがための道としたほうがいいのではなかろうかと

いう気はします。先ほども言いましたように、何をもってと、どういう道路の目的

をかみ合わせていくかという話で整理したほうがよりいいのではないかという気が

しております。私としては、そういう方向性を持ったほうがいいのではなかろうか

と。その規定を変える、そこまでは考えておりませんでした。これは建設課等々と、

県土木部等々と決めて、簡単に変えられるのかどうか分かりません。その辺の検討

も必要になってくると。  
　しかしながら、それを変えていって、ある程度幅が緩くなっていくと、町道認定

をたくさんしていかなければならないということになります。あそこが町道認定に

なって、ここが町道認定にならないのかという話になります。今度は町の経費、維

持管理していくための経費も多くなます。どういう形で進んでいったほうがいいの

か少し検討させていただきたいと思うところであります。  
　以上です。  
 
【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
　残念ながら、この美郷町の景観計画にはおせりの滝、観音滝、渡川の白水の滝が

掲載されて、雄滝は掲載されておりません。しかしながら総合計画には記載があり

ます。総合計画には「適切に保全を努める一方、観光資源として活用していくとい

うことも必要です」と書かれています。保全するには通う道路も必要です。町長は、

規定を変更するのはハードルが高いかもしれませんが、どういう方向に進めていく

か、もう一度お伺いします。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
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【町長　田中　秀俊】  
　いろいろな道路が存在しています。議員がおっしゃる雄滝があるからこの道をど

うするのか、水源地があるからこの道をどうするのか、いろいろな目的のためにそ

の道が存在しているという部分で重なっている、用途がいろいろな形で重なってい

るという話であります。  
　水源地に行くだけの話ではありません。こういう作業道については、もともと私

道で、その受益者が管理していくのが前提になっております。そこを一応置いてお

いて、やはりこの観光資源の創出、もし文化財に雄滝を指定したということになれ

ば、今度は観光面からの道路の整備になろうかなと思うところであります。  
　この雄滝に通じる道、手前側と上がっていく道はちょっと様子が違うと思います。

この道に限定していけば、どういう形で整備していったほうがいいのか考えていく

必要はあると思っております。  
　ただ、これがこうだああだという話の中で整備するということは、今すぐには私

の頭にはありません。やはり議員が言うように何をもって一番ここをしなければな

らないというものが明確になっていく必要があるのではなかろうかと思うところで

あります。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長の答弁が終わりました。  
 
【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
　何かうまく理解できませんでしたけど。  
　現状は、水源地の点検も困難な状態です。道切りもしていない状況です。たまた

ま私が行ったときは、前の区長が道切りをしていただいて通れました。  
　宇納間簡易水道は、北郷の多くの世帯に通じています。緊急を要する場合が発生

したとき、点検にも行けない、徒歩で何とか行けるような道をこのまま手をつけず

に放置しておいていいものでしょうか、そこをお伺いしたい。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議員がおっしゃるようにそのまま放置していいのかという話になると、それはい

けないと、これは明白なことであります。  
　議員が言うように、この道を町道に認定できるのかできないのかという話の中で、
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その規定の中では難しいという話をさせていただきました。  
　どうするかという話でありますが、先程の水道で話せば２３か所ある中で、１０

か所ぐらいが作業路、作業道という話になっております。その水源に行く道路で考

えた場合に、どういう方法があるのかということです。  
　また、プラスアルファとしてこの雄滝という観光資源を生かすために、もう一つ

つけた場合にどういう形をしたほうがいいのか考えていく必要があります。  
　私が北郷に勤務していたとき、雄滝の下に太子堂があります。鎌倉初文さん達が、

ずっと管理していたので、滝だなと知っています。  
　そして、そこから雌滝も見えるというお話でありました。向こうからは見えない

のか、雄滝があって雌滝があって、雌滝はどこかという話をしました。雄滝ばかり

していいのかという話、雌滝もということではまだないということであります。  
　話の中で、この道をどういう形で考えていけばいいのか、水源のことになれば、

残りの１０路線も同じような形を取らないと緊急時に間に合わないということが出

てくるのかなと思うところであります。  
　以上です。  
 
【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
　雌滝はもう清川・松の下林道のすぐ上です。  
　そういうことでしたら、点検道と観光資源、両方の面から整備ができるか検討し

ていくということでしょうか。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　そういう形で検討をさせていきたいと思うところであります。  
　ただ、小原区から要望が出てきてます。それについて回答をしているところであ

ります。しかし、それは応急的なものにしかならないのかなと思うところでありま

す。もし観光用道路と兼務するなら、やはり来た人が「この道は悪い」と思うよう

であれば少し問題かなという気もいます。今後はその部分を関係課と検討していき

たいと思うところであります。  
　以上です。  
 
【５番　山本　文男】  
　議長  
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【議長　那須　富重】  
　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
　次に、２問目に移らせていただきます。  
 
【議長　那須　富重】  
　２問目の発言を許可します。  
 
【５番　山本　文男】  
　続いて、男女共同参画推進についてお伺いします。  
　令和４年１２月開催のまちづくり懇話会で女性の委員の方の要望がありました。

少し長いですが、議事録を読み上げます。  
　リクエストがある。本日、Ａ委員がお子さんを連れて出席されているが、本当に

難しいことで、自分も経験したが、このような会議に子供を連れてくることは当た

り前ではなくて、子供をそばに置いて長時間会議に出ることは本当に大変なことで

ある。会議の案内で「ぜひ参加してください」とあったと思うが、「じゃあこの子は

どうしようと」考える。保育所も利用しておらず、もし会議の時間だけ保育所に預

けようとしたら１週間前ぐらい前から手続が必要であったり、預けることも可能か

どうかは向こうの事情に合わせなければならなかったりがある。会議に連れてきて

子どもがじっとしていられるのかとか、自分が会議でうまく発言できるのかとか、

すごいプレッシャーがあるが多分言えないと思う。子連れで会議に出席するのに、

すごいハードルを越えてきている。  
　また、会場を見て分かるが女性が少ない。これは、女性が出てきたくないという

訳ではなくて、この町の仕組みがそうなっているから女性が少ないということが事

実である。だから「声を出してくれ」ではなくて、「なぜこういう状況になっている

のだろう」と冷静に分析してみることが必要だと思う。  
　今後、まちづくり懇話会だけではなくて、町主催の会議で子育て世代の方に参加

してもらおうとする際に、保育所を利用されていない方がいらっしゃったら「保育

をどうされますか」と一言声をかけるとか、その時間は町として保育所で子どもを

預かるとか、子育て支援センターを開設するとか、ほんの少しの声かけでどうにか

できるのではないか。  
　会議に呼ばれている側が、保育料を出して保育所に申し訳ないが預かってもらえ

ないかとお願いしないといけない。預かってもらえるのかとの不安もある。自分も

教育委員として会議に出席する際に物すごい葛藤があった。こういう声はなかなか

出せない。  
　美郷町は柔軟に声を聞いてくれるので住みやすいということで楽しく住ませても

らっている。この場所がより楽しくなるように、居心地よくなるように皆さんの力

添えをいただけたらと思う。  
　このように書いてあります。  
　この方には、議場で読み上げることについては許しを得ています。  
　そのリクエストに、事務局である企画情報課が答えています。  
　「非常に重要な指摘だと受け止める。会議の代表に限らず同じような懸念がある

ことを主催者側がしっかりと認識することが必要と考え、共有して、今後、生かし

ていきたい」、そしてその他として、「本日の意見等は議事録にして町長以下職員で
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共有し、今後に活用していく」とあります。  
　令和４年に、このような要望があったことに私は気づきませんでした。自分の不

名誉を恥じるばかりです。女性が参画しやすい環境づくりが大切で、女性の子育て

世代の委員の参画推進のためには、ぜひ検討すべき課題だと思います。その後の町

の対応について説明を求めます。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長の答弁を許します。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　このＡさんが言うとおりだと思います。そしてまた、議員がおっしゃるとおりだ

と思います。  
　その後、全職員に対し小さなお子様を持つ委員の会議への参加等について、男女

共同参画の推進の観点から配慮が必要でありますので、各課において可能な範囲で

の対応を指示しました。  
　その後の具体的な対応例を挙げますと、本年３月のちくせん交流会において授乳

室やキッズスペースを設置し、子育て世代に配慮した対応を行いました。  
　また、令和３年１０月に開設した子育て支援センターに対して、事前に開催通知

を町のＳＮＳで発信し、子育て世代の利用促進のみならず、役場主催の会議日程が

調整可能となるよう配慮を行っているところであります。  
　議員のおっしゃるように男女共同参画社会という話の中で、やはりお子さんを持

つ女性の方、そして子育てに力を入れてる国また市町村であります。議員おっしゃ

るように、そういう配慮は今後も必要かと思います。  
　こういう場所をつくれという話ではありません。その時に預かりなど対応をどう

するのかという話であります。議員が今言ったような形で、お子さんを預かって若

い女性が会議に出席できるような体制を整えていきたいと思います。  
　以上です。  
 
【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
　分かりました。対応の仕方はいろいろ述べられました。その答弁書を全部書くこ

とができませんでしたので、もしよければ後で総務課長、頂けませんでしょうか。  
 
【町長　田中　秀俊】  
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　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　そのときのコメント。コメントって、その来た。  
 
【５番　山本　文男】  
　どういう対応をしてきたか。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　その対応の方法を全部、出してくださいということですか。  
 
【５番　山本　文男】  
　そうです。今読み上げたことを書き取れなかったものですから。  
 
【議長　那須　富重】  
　議事録とは別にということで、また、ということですか。  
 
【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
　私たちは議会だよりに合わせて早めに文書を作るものですから。早めに頂けるも

のなら頂きたいと思います。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　その点については、ちゃんとその後の対応として、政策推進室だと思っておりま

す。それを出させていただきます。  
　以上です。  
 
【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
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　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
　この議事録を読んだことで、町の男女共同参画推進条例を調べることになります。 
　議員の皆さん、興味がある方は男女参画協働推進条例が「１７００」に載ってま

す。タブレットでも見られます。  
　議員になって初めての平成３０年３月定例会で、美郷町男女共同参画推進条例が

上程されました。同年６月定例会で「町防災会議に女性の委員を登用すべき」との

私の質問に、「美郷町男女共同参画推進条例に従って女性を確保していきたい」と町

長は答弁しております。そういうこともあって、この条例は私にとって気にかかる

条例となりました。  
　その後、令和２年度から令和６年度にかけて、美郷町男女共同参画計画が策定さ

れました。これは性別にかかわらずあらゆる分野に対等な立場で参画し、活躍でき

る男女共同参画社会の実現を目指すための計画です。  
　その基本目標２に、「あらゆる分野で男女共同参画の実現」というものがあります。

各課で様々な目標を掲げておられるようです。職員、課長の皆様もしっかりと取り

組んでおられると思います。いかがでしょうか。この場ではもう職員の皆さんには

聞きませんが。  
　美郷町男女共同参画推進条例第１９条には、「町長は毎年度、男女共同参画計画に

基づく施策の推進の状況に関する報告書を作成し、これを公表するもの」とありま

す。  
　通告書には「ホームページや広報紙での公表を望む」書いております。そもそも

この報告書は毎年度、作成してきたものなのかお伺いします。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　この報告書は、国に報告する必要があります。作成をして国に提出をしていると

いうことであります。その公表は、内閣府男女共同参画局のホームページで全市町

村の進捗状況を公表しております。男女共同参画の状況等については、国が示す公

表内容の様式に従って作っております。  
　以上です。  
 
【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
　美郷町の男女共同参画計画を見れば、この報告書は年度ごとの町の進捗状況、男
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女共同参画を調べてそれを報告すると書いてあります。町のその進捗状況とかの報

告書はできてないんでしょうか。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　町独自の報告書についてできてる、できてないというのか分かりませんので、総

務課長でいいでしょうか。  
 
【総務課長　甲斐　武彦】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　総務課長、甲斐　武彦。  
 
【総務課長　甲斐　武彦】  
　進捗状況に関する報告書が、国から様式が示されておりまして、全市町村が県を

通じて国へ報告するようになっております。  
　その中で、進捗率、いわゆる女性の委員が何％なっているのかなどそういった数

字が上げられて、表示されております。  
　事細かにいろいろ表示がされております。御覧いただいたら分かりますが、各市

町村、同じ様式で国のホームページで公表されているところでございます。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　答弁が終わりました。  
 
【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
　報告書は町民が見るものじゃなくて国に報告するものですか。  
 
【総務課長　甲斐　武彦】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　総務課長、甲斐　武彦。  
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【総務課長　甲斐　武彦】  
　国に報告するようにはなっており、国は全市町村の報告した内容をそのまま内閣

府のホームページで公表しております。本町としましては、それを公表に代えてい

るような状況でございます。  
　以上です。  
 
【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
　はい、分かりました。  
　通告書にあるように、年度ごとの報告書をホームページや広報紙での公表を望み

たいと思いますが、いかがでしょうか。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議員がおっしゃるように、町のホームページあるいは広報紙等に掲載したいと思

っております。  
　見てみると、国には事細かに報告しています。その中からみんなが一番知ってお

いてほしい部分を取り出して報告したいと、議員おっしゃるように報告しなければ

ならないと思います。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　答弁が終わりました。  
 
【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
　この参画計画は令和２年度から令和６年度までとなっています。来年度以降の計

画も予定しておられるのかお伺いします。  
 
【町長　田中　秀俊】  
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　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　令和６年度までの計画でしたので、それ以降ということであります。令和７年度

から５か年計画をつくっていくということであります。令和６年度中に男女共同参

画社会の計画を策定する必要があります。  
　今の男女共同参画の会議等については、私の方も承知しておりませんので、総務

課長から答弁をさせていただきます。  
　以上です。  
 
【総務課長　甲斐　武彦】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　総務課長、甲斐　武彦。  
 
【総務課長　甲斐　武彦】  
　今、町長からありましたとおり、美郷町の男女共同参画計画につきましては、令

和２年度から令和６年度までの５か年計画でございました。  
　また、令和７年度から新たにまた５か年計画を策定する予定です。今、準備を進

めているところでございまして、年度末に審議会を開催いたしまして決定をしたい

と考えております。そのスケジュールで今、進んでおります。  
　以上です。  
 
【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
　それと、国に報告した報告書を私たちが見ることはできますでしょうか。  
 
【総務課長　甲斐　武彦】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　総務課長、甲斐　武彦。  
 
【総務課長　甲斐　武彦】  
　報告書につきましては、ホームページでも公表されておりますので、見ることが

できます。また紙ベースでということであれば、後から提出したいと思います。  
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【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
　次に、同条例２０条及び２１条には、「男女共同参画審議推進委員会を置く」と書

いてあります。現在の委員構成についての説明を求めます。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　今の令和６年度までの男女共同参画社会の計画書において、委員は９名です。９

名集まって審議会を形成し、その中で策定をしております。  
　以上です。  
 
【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
　私は推進委員の名簿、当初の名簿は見たのですが、それから任期は２年となって

います。現在の委員について、委員構成について説明を求めます。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　この設置のときの策定委員、審議会で１０名以内という話でありました。任期が

２年。そしてあと２年ごとにという話でありますが、そこを再任されたかというこ

とは私も承知しておりませんので、総務課長でお願いします。  
 
【総務課長　甲斐　武彦】  
　議長。  
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【議長　那須　富重】  
　総務課長、甲斐　武彦。  
 
【総務課長　甲斐　武彦】  
　今、御説明しましたとおり令和２年２月に、現在の計画が制定されており、その

ときに２か年の委員の委嘱を行っております。  
　その後、令和４年１月に任期は切れましたが、それ以降の委員の選任はしており

ません。今年度中に令和７年度からの５か年計画を設置する予定でございますので、

これに合わせて新たな審議推進委員会の委員を委嘱する予定としております。  
　以上です  
【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
　現在、委員は不在ということです。この人たちの役目として、「町が実施する男女

共同参画の推進に関する執行の実施状況について町長に意見を述べることができる」

ということと、「参画計画の推進に影響を及ぼすと認められる施策について、町民か

らの苦情の申出があった場合、審議する」とあります。  
　不在のままでこの計画が、推進条例そのものが成り立っているのでしょうか、お

伺いします。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　策定をして、そのままの形で２年で終わるという話で、処理の仕方が問題かなと。 
　また再任でもいいからあと２年という話で、その中で委員たる資格を持って本当

に男女共同、自分たちがつくった策定のとおりやっているかやっていないか評価す

る。そして話を聞いたときに言ってもらうという条例です。議員が言うように、し

っかりとした形で進める必要があると認識をしたところであります。  
　以上です。  
 
【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
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　令和２年の名簿には区長、会長、婦人会会長や老人高齢者クラブ連合会長の名前

が連なっております。当然、こういう人たちは任期が切れたと思います。そして、

町長に対して意見を述べる人がいないことも残念な状態であると思います。  
　そして、本年度が計画の最終年度であります。参画推進が進んできたのか、推進

員を含めての総括が必要と考えます。推進委員の方の名簿がまだできていないとい

うことは、非常に残念な気がいたします。  
　今、世の中は差別をなくして多様性を重視し尊重する機運が高まりつつあります。

そのような中で、本町でも共同参画推進は極めて優先順位の高い取組だと思います。

そして何よりも、条例は町民との約束だと考えます。推進委員の名前がない中で、

そういう不具合はどこから来たんでしょうか、お伺いします。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議員がおっしゃるように、２年間の策定業務のときには委員はいたと。あとの２

年間はいないという話で、審議会をするときに選ぶという話であります。  
　そうなると空白があり、やはりちゃんとしたものをやっていかなければならない

と。先ほど言いましたが、この第２０条で苦情などが出てきたとき誰に言えばいい

のかという話になります。その委員がいないということになると、非常に片手落ち

ではないかということであります。その点は、やはり今後しっかりとしていきたい

と思っております。  
 
【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
　先ほど言いましたが、条例は町民との約束だと考えます。この約束を守ってきた

のかということについてお伺いします。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　どこかの町で、条例をつくるときに１冊の本にしたという話です。指切りげんま

んという話であります。  
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　これは約束事です。条例は、町民との約束事と。それしてないのではないか、条

例違反だというお話であります。そう言われればそのとおりだと。申し訳ないと言

わざるを得ないと思います。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　答弁が終わりました。  
 
【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
　施政方針にも、町長はこの共同参画社会づくりの推進を盛り込んでいます。「女性

委員の登用に努め、積極的に共同参画社会の形成に取り組んでまいります」と謳っ

ておられます。  
　最後に、この言葉に恥じないようにしっかりしたかじ取りをお願いして、私の質

問を終わりたいと思います。  
 
【議長　那須　富重】  
　これで、５番、山本　文男議員の質問を終わります。  
　ここで、１０分間の休憩といたします。  
　１１時５分より再開といたします。  

（休憩：午前１０時１０分から１０分間）  
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【議長　那須　富重】 

　それでは、休憩前に引き続き、一般質問を再開します。 

　通告順調に質問を許します。 

　８番、甲斐　秀徳議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　８番、甲斐　秀徳議員。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　鳥獣害議員の甲斐です、よろしくお願いいたします。 

　今回は、鳥獣害対策と栗のドローン防除の２件について質問をしたいと思います。 

　私事ですけれども、昨夜、牛が出産を始めまして、深夜に及びましたので睡眠不

足という感じです。思考回路がちょっと落ちておりますので、質問の内容が若干、

狂うことがあるかもしれませんが、よろしくお願いしたいと思います。ちなみに、

牛は大丈夫でした。 

　それでは、鳥獣害対策について質問させていただきたいと思います。 

　この問題については幾度となく、また多くの議員が質問を行ってまいりました。

多々、改善された面も多くありますが、今も被害が発生している現状であります。 

　６月に町長はじめ議員と農水相との懇談・質疑も含め、鳥獣害別に質問させてい

ただきたいと思っております。 

　まず最初に、鳥獣害対策については、町民一人一人が取り組まなければなりませ

ん。時には、地域集団で取り組まなければならない場合もあります。 

　今年の被害は相当なものがあり、フェンス柵内に侵入、また住み着いているイノ

シシなどによる稲作被害も深刻になっております。 

　この頃は、フェンスの内側また外側に電柵を設置している方も多くおられ獣害防

止対策をしております。これにはいろいろな要因があり、個体の増加、それに狩猟

者の減少、また個体に対する敵対者がいないということではないかと思います。里

山がその個体にいい住みかになっていると考えられます。ある人いわく、「美郷町特

区を設定し、犬を放し飼いにしたらどうか」と言った方がございました。昔のよう

に放し飼いにすると、獣もいなくなるのではないかという極端な話でございます。

極端かどうかは、皆さんの判断にお任せしたいと思います。 

　話は変わりますが、今年のテレビ報道の中で、「関東地区周辺では、人が夜に梨園

に忍び込み梨を盗んでいく」と、西郷では、白昼堂々と集団で梨を盗みに来ます。

昼間か夜間に来る差はありますが、夜間窃盗は警察に相談いたしますと警察が対応

いたします。昼間の窃盗は、警察に相談しても取り合ってくれないため、結果的に

役場に相談に参ると思います。役場当局が盗難届を受理しているかどうか分かりま

せんが、犯人は分かっているのに逮捕もできないという現状でございます。 

　これには複数の頭数が絡んでおり、梨窃盗被害は８３万円相当であります。 

　また、今回の台風１０号でも被害に遭い、被害も若干ながら拡大しております。　

このようなことから農家は落胆の様子であります。 

　また、猿は移動を繰り返し、その間に家庭菜園に侵入し夏野菜を食べ尽くしてい

ます。１集団当たり３０から４０数頭いますので、果樹園、家庭菜園に侵入すると
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その被害は甚だ深刻な問題であります。 

　ただ追い払いをすることだけしかしない現状を、町長はどのように捉えているか、

お伺いしたいと思います。被害対策は別途伺いますので、現状についてお答えくだ

さい。よろしくお願いします。 

 

【議長　那須　富重】 

　傍聴に来ていただいております。お礼を申し上げます。 

　それでは、町長の答弁を許します。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　昨夜、子牛の出産があったということ、おめでとうございます。繁殖農家は生ま

れて何ぼのものだと認識をしております。非常に喜ばしいことかなあと思っており

ます。 

　この猿の被害についてです。農作物を中心に毎年数例の報告があっており、出没

した際には有害駆除班や指導員の出動、職員での追い払い対応を行っているところ

でございます。例年５月頃に前年度の有害鳥獣の被害調査を行っておりますが、猿

の被害報告については、あまりありませんでした。 

　しかしながら、本年度に入って議員の言われるように至るところで被害報告を受

けております、２名の梨農家のうち１名は３，０００個、約６０万円程度の被害、

１名は被害個数は把握しておりませんが約２０万円ぐらいの被害だと思っておると

ころであります。この猿に対してという話で、みんなでいろいろな形で考えていく

しかないと思っております。 

　何でこうなったのか、どうすればという話になっていくと思います。今後、議員

のお力、皆さんの考え方、そして猟友会、いろいろな方々のお知恵を借りながら、

対処をしていきたいと思っております。よろしくお願いをいたします。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長の答弁が終わりました。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　８番、甲斐　秀徳議員。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　今年になってから深刻な問題であります。このことが今後の生産意欲につながる

かどうか、問題ではないかと思っております。ここをどうかしないといけないと思

います。 

55



　猟友会に駆除してもらうのが一番手っ取り早いのですが、打つ方もなかなかいら

っしゃらないという状況になってるのかなと思っております。直接、間接的でもい

いのですが、今、大体どのくらいいると町は把握しているんでしょうか。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　もうかなりいるのではないかと、３０頭、４０頭の群れがどのくらいあるのかと

いうことになります。そこまで私は承知しておりませんので、農林振興課長から分

かっていれば答弁をさせていただきます。 

 

【農林振興課長　　松下　文治　】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　農林振興課長。 

 

【農林振興課長　　松下　文治　】 

　この件については、私たちも状況を把握しておりませんので、今回のアンケート

調査をするようにしております。９月の定例の区長会でアンケートを配布しまして、

全町民に対してのアンケートを行う予定にしております。 

　今現在こちらで把握しているのが、出没件数と場所を考慮したときに、大体３つ

から４つの集団ではないかと考えているとこでございます。目撃情報からによると、

やはり３０頭から４０頭ほどの集団という報告を受けております。 

　また、雄猿のはぐれ猿についても数例の情報が寄せられているところでございま

す。 

　以上でございます。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　８番、甲斐　秀徳議員。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　今のところ、被害が農作物だけですが、はぐれ猿があちこちに出没してると思い

ます。これが住民に不安を与えるような状況になると、非常に困るなと思っていま

す。 

　例えば、学校の近辺に出ると学校自体も非常に困るのではないかと思います。そ

の点については、また後から聞きます。 

　こういう状況の中は、今美郷町内で西郷地区だけ本当に害が出ていると。南郷に
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もあんまり猿はいない、北郷にも若干、来るときもあるがそんなに問題にしていな

いようです。やはり西郷の住民とって、特に梨農家、これから栗が落ち始めます。

そうなると、やはり作物の災害が非常に多くなりますので、今後、猿の被害対策を

どうかしていかなくてはならないということであります。 

　今回、町の補正でいろいろと組んでいただいております。各鳥獣被害対策事業に

４５万円、猿対策事業でも１００万円近くを補助することになっておりますこれに

ついて、後から説明をお願いしたいと思っております。 

　猿の被害対策の状況で、梨の生産者の意欲がなくなっては、大変だなと思ってお

ります。今年は梨自体が少ない上、結局、梨の特売所も開けれず、温泉の入り口で

営業したという状況です。 

　農林省が三本柱でやっております。 

　鳥獣被害対策の１本目は個体管理、つまり鳥獣の捕獲ということです。猿の捕獲

は、なかなか難しいと思っております。 

　２つ目は侵入防止対策です。侵入防止柵の設置と追い払いです。これも実施して

おりますが、隙間を見て、ちょっとした隙に被害に遭います。追い払いもなかなか

効かない、一遍、追い払ったら、また戻ってくるという感じです。 

　３本目は生息環境管理です。緩衝帯の整備と放置果樹園の伐採ということになっ

ております。そういうところもありますが、ないところもあり、いろいろな問題が

あるかと思います。 

　この活動を地域ぐるみで徹底できるかが鍵であると書いてあります。所詮、農家

自体の管理状況次第ではないかなと思っております。 

　相手が多数であり、少しの油断で被害に遭います。相手がどこに移動したか、ど

こに向かっているかを知ることで防御できるとも考えております。猿にＧＰＳ発信

機を取り付け、その動向を農家も確認でき、侵入防止対策や追い払いもできるので

はないかと思います。 

　このことから、猿の複合対策の支援事業として、生息調査を実施した上、捕獲、

追い払い、追い上げ、侵入防止、生息環境管理の内から２つの取組を選択し、実施

するための経費補助で、１町村当たり１００万円以内の限度額を利用してはどうか

と思っておりますが、いかがでしょうか。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議員おっしゃるように今、３つの対策と言っておられました。来年から本格的に

取り組もうと思っておるところであります。 

　何がいいのか悪いのかという部分で、効果を出している市町村に職員を派遣した

また違う意味でこういう対策が効果がありますという話もあるかもしれません。そ

れと併用して議員おっしゃった３つのことをして１００万円が限度で、この猿対策

をやっていこうと。 

　その中で生息調査、ＧＰＳをつけてどういう形で動いているのかと、どこにいる

のかなどを把握をしたいと。追い払っても追い払っても来るということで、どうす
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ればいいか、難しい話です。 

　個体群管理、駆除という言葉がいいか分かりませんが、個体数を減らしていく必

要があります。一番そこに尽きるのではなかろうかなと思っております。 

　昔は下りてこなかった、なぜ降りてこなかったか、いろいろな要素があると思い

ます。下りてこない環境をつくっていくことも組み合わせながらやっていく必要が

あると思っております。 

　今回の９月補正に、準備調査を組ませていただきました。調査を基に、令和７年

度にしっかりとした対策を組んで有害鳥獣対策はやっていきたいと思っております。 

　議員おっしゃったように農家さんのモチベーションが下がらないように、そして

人的被害が起こる前に、何とか手を打ちたいと思うところであります。 

　以上です。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　８番、甲斐　秀徳議員。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　ありがとうございます。 

　課長から鳥獣害対策事業の４５万円と猿対策事業１００万円程の説明をお願いし

たいと思います。 

 

【農林振興課長　　松下　文治　】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　農林振興課長。 

 

【農林振興課長　　松下　文治　】 

　今回９月補正で補正予算計上させていただいております。 

　まず、捕獲指導員が各地区３名ずつ今いらっしゃいます。西郷にも１名いらっし

ゃいますが、銃を持っていないということと、ほかの鳥獣害対策の対応に追われて

連絡をしてもなかなか対応ができないということです。指導員を１名追加するため

に、報酬等を計上させていただいております。 

　また、捕獲に関しては、先ほど言いましたはぐれ猿に対応した移動式のおりを３

基、購入予定としております。これについては家庭菜園等に設置して、はぐれ猿を

捕獲するという目的で購入を予定としております。 

　そして、電動ガンを６丁購入する予定としております。これについては、免許は

要りませんので誰でも使えます。６丁の内２丁は、人的被害が懸念される西郷義務

教育学校に配付したいと考えております。１丁については役場で保管をし、残り３

丁は被害に遭ってる方たちに貸出しをしたいと思っています。 

　また今回、委託料１８万円計上させていただいております。今回、梨の被害があ

った園地は独自で猿の被害対策を行っていました。その対策が適切であるかどうか

を専門家に依頼をし判断していただくことと、猿対策に対して有害鳥獣捕獲委員の
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方たちにどういう対応がよいかという説明していただくということが目的で、委託

料等も組ませていただいております。 

　以上でございます。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　８番、甲斐　秀徳議員。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　猿対策事業で１００万円近く、その中で銃も購入し子供たちも守るということ、

しっかり頑張っていただければありがたいかなと思っております。 

　特に、あそこは通り道になっています。一番最初の通り道が西郷発電所から沢渡

住宅のところを通って、花水流のところへ来て、甲斐治好さんの梨園に来て、それ

から峰の方に上がってくるか、下に下るかと。 

　峰に上がって、今度は寺之迫に行って、お寺から学校に上がるか、そのまま上野

原に行くかという道筋と、大体のところは分かっているようよです。その中である

程度防御ができれば、非常にありがたいかなと。 

　もう何度も前から猿にＧＰＳをつけたらどうかと申し上げています。今後、本格

的にやっていただければありがたいと。 

昔は麻酔銃で撃って、眠らせて捕まえるということがありました。町長の地元で

ある狩猟者に聞いたら、足括り罠でもよくかかり、３頭ほど獲りましたと言ってい

ましした。どうやってそれを外すのかと聞いたら、毛布をかぶせてそれから押さえ

つけて外すが、かわいそうだから逃したという話でした。そういうことなら最初か

ら獲るなと思いますけれども。 

　足括り罠で捕まえれば、１回保護していただいて、それにＧＰＳを装着して放す

という方法を取ればいいのではないかと思います。今度新しい檻も買えば、何かい

い一つの輪ができるのではないかと思いますが、いかがですか 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議員 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　今、私の地元でということでありましたが、私も、ちょうどその時に電話があり

ました。かかってほしくない動物がかかっておるということで、行ってみました。　

捕獲すると、なかなか殺処分が出来ない、もう罠は怖いという話です。どうするか

と言ったら、「逃がそうや」と。 

　それは余談としまして、議員がかなり詳しく猿の行動を把握しているように思っ
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ております。捕獲の仕方は分かりませんが、ＧＰＳをつけて、それが本当に正しい

かどうか検証する意味でも、何頭かにつけて経路を把握することが大切かなと思っ

ております。これは絶対というか、ぜひやりたいと思っております。 

　以上です。 

 

【議長　那須　富重】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　８番、甲斐　秀徳議員。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　事前に知るという、捕獲するよりも回避するということ、追い払うことが一番大

事ではないかと思います。向こうも傷つけないし、こちらも傷つかないという方法

でやっていけばいいと思います。 

　笹陰か小原には、橋がかかっています。ある人曰く、昼間から橋の真ん中を堂々

と渡って、小原に行ったり笹陰に行ったりしてると。車が来たらぱっとよけて橋の

欄干に座ってると。私も見たことがありますが、なかなか頭数が多いです。 

　結局、栗園に入って、栗の枝を折って落とすので、その被害もやはり大したもの

になると。もう剪定しなくてもいいぐらい折ってしまうようです。今後そういった

ことも含めて、しっかりと目を向けてほしいなと思います。 

　それから、先ほど私が要望しておりました追い払いグッズが一部補助できないと

いうことでありました。銃を買って貸し与えるということですが、個人の場合の補

助はできるかどうか、それをお伺いします。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　栗園の方に聞いたら、弓矢を買ったという話です。 

　その弓矢は、免許も何も要らないということでした。どのくらい飛ぶのか聞きま

したら７０メートルくらい飛ぶそうです。それは危ないのではという話です。 

町から追い払いの補助という話です。私が思うのは、先ほど言ったように個体数

の管理を進めていくと。追い払っても払ってもまた来る、追い払った猿が今度は南

郷に行ったり北郷に行ったり、また同じようなことが起るという可能性もゼロでは

ありません。やはり駆除に力を入れていきたいと思っております。 

　西郷はハウスキンカンがあり、猿が味をしめて入ってしまったら全部被害に遭う

という気がします。ちょうど食べやすい大きさですので、そうならないうちに何と

か手を打ちたいと。そうなると、やはり個体数を減らしていくとことが一番いいの

ではなかろうかと思うところであります。 

　その他にこうすれば、追い払いで大丈夫であればですが、今まで追い払っても払

ってもであります。やはり個体数を減らしていくしかないかなと思うところであり
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ます。 

　以上です。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　８番、甲斐　秀徳議員。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　今のところは、やはり追い払うしか手はなく、すぐに戻ってくるとことも分かっ

ております。それでもそうせざるを得ないと。いろいろなフェンスをし、フェンス

の上に電線を張って、そこを触れればびびっと来るという防ぎ方をしています。 

　この頃から羊の毛がいいということで、毛を大分あちこちに配ったみましたが、

これもやはり一時的なものでした。匂いがなくなれば、もうそれだと思います。シ

シには散髪の髪の毛がいいということで、もう散髪屋は髪の毛が足りないというぐ

らいに欲しがっているということです。これもある程度は効くのかもしれないない

が、あとはもう駄目だということです。いろいろな打つ手、あの手この手でやって

います。対策グッズでオオカミの尿がいいということで売っていますが、これもど

うかなと思います。 

　農林振興課の方がいろんなグッズを試しに買っていただいて、研究していただけ

ると非常にありがたいと思いますが、いかがでしょうか。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議員がおっしゃったように、被害に遭われた方はこれがいいという話を聞いてや

ってると。早く言えば実証実験みたいなものですが、そのときに猿が来ないとか、

その成果がはっきり分からないということであります。 

　それはそれとして、先程も言いましたように、成果のある市町村に職員を派遣し

て何がいいのか、それの方が確実だろうと思っております。結果が出てることをや

ってみることが、近道ではなかろうかと思います。グッズを補助してということを

私は考えておりません。効果的な方策といいますか、勉強してきて実践していくと

いう方法でやらせてほしいと思っております。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　８番、甲斐　秀徳議員。 
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【８番　甲斐　秀徳】 

　分かりました。ある地域は県外のですが、高齢者の方々全員に銃を持たせて追い

払っているところもあります。これは、これなりの効果があるのではないかと思い

ます。いろいろな勉強をさせて、職員がそれを率先してやっていただければこれに

こしたことはないなと思います。 

　猿との知恵合戦のようなところもありますが、それも踏まえて頑張っていただけ

れば非常にありがたいかなと思います。 

　それから、ドローンによる追い払いです。通常は、追い払い犬というので犬を訓

練いたしまして、犬で追わせるというような形が普通です。今の時期は、犬も猿が

来たときに追わせると、３０分もするとこの暑さでヘタってしまうようです。夏の

狩猟も同じで、犬もなかなか長続きしないと状況でございます。 

　そこで目をつけたのがドローンであります。これは赤外線をつけているドローン

を飛ばして、どこにいるかというのが分かります。それで１回確認しドローンで追

い払いをすると。大きいドローンだとそれに拡声機をつけてやるということもでき

ます。小さいドローンだとそれはできませんが、プロペラの音が相当大きいので、

近くまで行くだけでも相当違うという話が出ております。これをやっていただくと

非常にありがたいなと思います。 

　これに犬の声が出れば一番いいのでしょうが。このドローンは、他の利用もでき

ると思います。例えば、イノシシや鹿の追い払い、またカワウもこれで追い払うこ

とができるので、いろいろな活用ができると思っております。この活用について、

導入は考えたことはございませんでしょうか。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　先ほど言いましたように、先進地に行って、ドローンによる犬の鳴き声を入れて

追い払う方法で非常に効果があるということであれば、そういう方法で進みたいと

思います。 

　でも、その追い払った先がどこに行くかということも懸念されます。一番思うこ

とは、先ほど言いましたように個体群の管理に執着したいと思っています。 

　犬と猿ですので、犬猿の中といってなかなか合わないからら猿も逃げていくとこ

とかなと思います。それをいろいろなものに応用できる、ドローンを持っておけば

活用方法は非常に多様性に富んでます。いろいろな形で使えると思っております。 

　何のためにドローンを買うのかということをしっかりと定義をつけて、そしてそ

れが派生する、今度はいろいろなことで使うと。最初の目的が達成できるかできな

いかという部分を緩和しなければならないと思います。それが効率的に、非常に追

い払いには有効だと先進地の取組の中で出てくれば、検討する必要があると思って

おります。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　議長。 
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【議長　那須　富重】 

　８番、甲斐　秀徳議員。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　単独的に追い払いだけで使うということであれば、ドローンはあまり使い道がな

いと思います。後から出てくる防除などいろいろなものに使えればドローンの活用

性は非常にあるのではないかと思います。 

　猿ばかりではなく、イノシシや鹿などが田んぼのフェンスの中にいます。追い払

いや見つけることにも重要性があるのではないかと思います。ぜひ検討をしていた

だければいいかなと思います。そのためにも、職員の教育も必要ではないかと思い

ます。免許も先に取っておいていただければ、ありがたいと思っております。 

　それから、獣害防止の防止柵についてです。 

　今、里山に住み着いたイノシシがフェンス柵内に侵入し、稲などの被害が発生し

ております。新設フェンス柵は割と丈夫で、新しいものにはあまり寄り付きません。

亀甲網が設置してあり、下を掘り返すことができないからだと思っております。少

し古いフェンスだと柔らかい箇所を掘り返して、そこから侵入、また我々がそれを

補強する、侵入、補強という状態が続いている状況でございます。 

　それから、イノシシも頭がいいもので、一番柔らかい所はどこかと体でぶつかり

ながら行きます。昔のフェンス柵は、入り口の部分が何もしていないため弱く、突

破口としてそこから入っていくという状況でございます。 

　それを補強するために、中ある支柱を横につけます。内側と外側につけると、今

度は曲がらず、非常に効果的です。それも必要ではないかと思います。 

　農林省との話合いの中で、侵入防止の追加補強材として亀甲網やパイプなどの資

材提供が令和７年までに処置策として出ております。これを取っていただけるとあ

りがたいのですが、いかがでしょうか。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　下に引くその網は、今必須になっているということです。今までも要望があれば

していいですよという話です。考えてみますと、メッシュ柵を設置することが終わ

りではなく、その後の管理がうまくいってるのかいってないのかを財務省が言い始

めたという話です。管理がうまくいってないところは交付金をつけませんという話

になっています。要望はするが、あなたたちはちゃんと管理をしているのですかと

いうことで、鳥獣交付金の抜本見直しを財務省が言い始めました。 

　当初は令和６年度ゼロ回答、何もついていなかったということであります。なぜ

かといろいろ話をしましたら、結果的にはその分だけ出てきました。今は、その網

をまだつけないといけない所もあります。それを優先してやらなければいけないか

なと。もし、今までつけた柵の下に亀甲網を全部つけるとすると２億円ぐらいかか

ります。今まで付けていない部分が２４０キロぐらいになります。メートル当たり

の計算をしています。そういうことになると、非常にまた財政的に。、財務省が全部
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出してくれるかと、農水省がそれを取り切るかという話にはならない。そういう時

期になっているということであります。それより今は申請してる人達をを優先すべ

きではなかろうかと。後は、それぞれの地域でこの網の設置をした後の管理をしっ

かりとやってほしいということであります。管理ができないならば交付金はやりま

せんよとなるのではないかと思っております。 

　農林水産大臣もそれをどんどん減らしていくということには賛成しかねるという

話であり、これがどう転ぶか分かりませんが、そういう情勢であります。 

　先ほど言い忘れましたが、宮崎県が日本猿に対しての要望書を国に出しておりま

す。これは、環境省の自然環境局長と農水産省の農村振興局長の２か所に出してお

ります。 

　町も９月１０日付で同じ内容文の要望書を出してくれないかという話があり、日

本猿の対策で一緒に要望書を出したところであります。 

　以上です。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　８番、甲斐　秀徳議員。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　大体、言わんとしていることは分かりました。先ほど課長から聞きましたけれど

も、ぜひ要望書を出してこういう現状だとはっきり伝えてほしいと思います。 

　今後、被害が拡大しないことを祈るものです。それと同時に農家の意欲をなくさ

ないようにするためにも、ぜひ必要ではないかと思います。 

　亀甲網ですが、これは全体的ではなく部分的でいいと思います。被害が出ている

ところの補修をすれば、相当違うんじゃないかと。本来は、横にパイプを一番下の

パイプに横のパイプを結びなさいと言われています。パイプハウスに使ったような

ものでもいいのですが、そういう資材がなかなか手に入らないときもあります。そ

れも含めてお願いできたらいいかなと思っております。このことは検討していただ

ければ非常にありがたいかなと思います。検討材料として取っていただきたいと思

います。猿とイノシシについては言うことはありません。また何かありましたらよ

ろしくお願いし、２番目に行ってよろしいでしょうか。 

 

【議長　那須　富重】 

　２問目の発言を許可します。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　８番、甲斐　秀徳議員。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　栗に対するドローンの防除についてです。ドローン防除を２年ほど行っておりま
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すが、その結果は出ておりますでしょうか。出ておりましたら、どうなっているか

お聞かせを願います。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　実証実験を行っております。そして振興局も行い結果が出ておりますので、その

結果について、課長から答弁をさせていただきす。 

 

【農林振興課長　　松下　文治　】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　農林振興課長。 

 

【農林振興課長　　松下　文治　】 

　栗のドローン防除につきましては、令和４年と令和５年、今年も行っております。

令和４年、令和５年については、日向地区営農振興協議会の果樹部会が九州電力ド

ローンサービスに委託を行って実施をしております。 

　令和４年度に、まず実験をする前に水でデモの試験をしております。実際にちゃ

んと満遍なく防除ができているかということを水と感水紙を使って、それを設置し

まして実際に薬剤がかかっているかどうか調査しました。ドローン防除の場合、場

所によって、ばらつきがあるということでございました。 

　令和４年度に、３か所でドローン防除と通常の動噴防除の実証実験を行っており

ます。結果としましては両方ともいい成果、同じような成果でございました。 

　令和５年度には、４か所で実施しました。そのうち３か所で結果が出ており、中

生の栗はドローン防除の方が効果があったと。ただ、早生は通常の防除の方が効果

があり、ドローン防除の効果がなかったという結果が出ております。 

　確かにドローン防除に関しては短時間でできることと労力が要らないというメリ

ットもあります。今の段階においては、ドローン防除は飛行時間が短い、あと天候

の影響を受けやすい、各種法規制がかかる、その他、操縦する方の技術がかなり必

要だということ、費用が高いというデメリットがあります。 

　今一番の問題は、登録農薬が少ないという点であります。ドローン防除に対応し

た登録農薬が、今のところ殺虫剤しかございません。殺菌剤は今のところ開発はさ

れていない状況です。他県でも同じような試験を行っていますが、メーカーに早め

にドローン用の殺菌剤の農薬を作ってくださいという要望が出ているようです。 

　あと一番問題になるのが、ドリフトです。これが一番問題になるということです。 

　農薬は意図しないところに飛散していくことが、一番問題になっているようでご

ざいます。ドローン防除については通常の動噴とは違って、割と細かい霧状のもの

を吹きつけます。どうしてもドリフトが起こりやすいため、他の作物にも影響があ

るということです。もしそういう作物を出荷して検査機関で検査したときに、ドロ
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ーン防除で使って農薬が検出された場合、非常に問題になってきます。まずはそう

いった技術の確立をしていかなければ、ドローン防除の効果は出てこないと思って

いるところでございます。 

　以上でございます。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　８番、甲斐　秀徳議員。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　課長の話を聞いてると、欠点ばっかり言っていたような感じで、これはしようが

ないと思います。そればかりではなく、今のことを考えると、高齢者ばかりなので

高品質の栗を生産するための防除は、大変大切な仕事であると思います。 

　高齢化が進み、思いのほか大変なことであり、産地化が進む中で避けられない仕

事ではないかなと思っております。 

　平地は問題ないのですが、この地区のほとんどは傾斜地であります。そのため高

品質の栗が取れていると思っております。 

　栗拾いなどは下部に転がってくるので、傾斜地の方がやりやすいです。これを維

持して６次産業の一環として先を考えるならば、ドローンの防除もやはり考えるべ

きではないかと私は思っております。 

　ただ、昨日も言いましたが、薬剤の問題であります。薬剤が別で１回の飛行が７，

８００円になっており、大変な負担です。昨年のスマート農業推進事業で稲作１０

アール当たり１，０００円の補助を行っており、今後そういうことも考えられると

思います。この事業を今後栗生産者につなげていくことは可能かどうか、もしよけ

れば、それについてどう思いますでしょうか。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　ある程度の効果はあるという話です。よくよく考えてみますと、ドローンという

機材を考えたことがあるのかという話です。こういうものができたと。それで防除

をするという発想がどこにあったのか、いろいろな使い方があるということです。

今から先、技術的なものは全てクリアできるのではないかという気がしております。 

　高齢化していく中で、労力を削いでいく中で、ドローン防除は必須になっていく

のではないかと思っております。栗や水稲に限らず、いろいろなものがあります。

梅や柚子などいろいろなものが美郷町にはあります。その中で、防除といったらド

ローン防除が一番いいだろうと。そういう対策も、これがいい、あれがいいという

話になってくると思います。今度は、それに対する補助という話になったとき、ど

のくらいの経費がかかるのかしっかり計算して、補助金という方向性に進んでいく
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と私は思っております。少しでも労働力の効率化、無理をしないでスマート農業に

変えていくことをやっていきたいと思っております。 

　以上です。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　８番、甲斐　秀徳議員。 

 

【８番　甲斐　秀徳】 

　積極的な御意見をありがとうございます。長い目で見たときに、そういったこと

も多々必要じゃないかなと思っております。 

　私たちが心配するのは、高齢者ばかりであれもできない、これもできないという

ことよりも、逆に１つ先端をいって、少しでも仕事を軽くすることも手ではないか

と思います。 

　例えば、今の樒も高齢者の方が生産しており、樒でいい結果が出せると思います。

そういうことを含めて、今後若い人を積極的に育成していただければ非常にありが

たいかなと思っております。何せ農業が下火になっております。今後そういった積

極的な取組をお願いして、私の質問を終えたいと思います。 

　以上です。 

 

【議長　那須　富重】 

　これで、８番、甲斐　秀徳議員の質問を終わります。 

　ここで、休憩といたします。 

　再開を１３時からといたします。 

（休憩：午前１１時５６分から午後１３時００分） 
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【議長　那須　富重】 

　それでは、休憩前に引き続き、一般質問を再開いたします。 

　本日は傍聴の方もお見えでございます。お礼を申し上げます。児玉議員が病気治

療のため、午後からの欠席の届出がありましたので、受理いたしました。 

　それでは、９番、川村　義幸議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。 

 

【９番　川村　義幸】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　９番、川村　義幸議員。 

 

【９番　川村　義幸】 

　それでは、通告書に基づきまして一つだけ質問させていただきます。 

　美郷町観光協会の必要性についてをお伺いいたします。 

　現在、美郷町には、令和６年度当初予算で１，３８１万８，０００円の補助金を

受けて活動している（一社）美郷町観光協会が存在しているが、活動している事実

が何も見えていないような気がしております。このような観光協会は本当に町にと

って必要なのか、町長のお考えをお伺いいたします。 

 

【議長　那須　富重】 

　それでは、町長の答弁を許します。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　非常にシビアな質問であります。御承知のとおり、かつて観光協会は地区ごとに

役場支所または商工会に事務局が置かれ任意団体として存在しておりました。 

　当時、東九州道の開通や北方延岡道路の延伸を背景に、本町としても観光振興や

経済活性化を図る取組や圏域自治体と連携した広域観光推進の必要性から、法人と

して独立させ、多角的な事業を展開するのが望ましいという判断の下に、平成３０

年度に一般社団法人美郷町観光協会としてスタートしたものであります。 

　観光協会の活動につきましては、令和元年から令和３年にわたるコロナ禍の影響

を受けながらも、マスコミ向けの広報活動、町外での販促、ツーリズム等、直接、

町民の目に触れにくいかもしれませんが、事業実績から一定の取組は見られますの

で、その点につきましては御理解いただきたいと思います。 

　一方で、主催イベント件数が少なく、主体的な活動を通じて町の経済活性化に寄

与しているのかという点に関しては、いまだ不十分と考えており、議員のおっしゃ

ることは理解できるところであります。 

　改めましてこれまでの観光協会の運営を確認したところ、改善する点が複数あり、

２つの大きな根本的課題から発生してきたものと考えています。 
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　１つ目は組織体制、２つ目は町内の各種団体との連携が不十分と、この２つの大

きな要因によって観光協会が見えにくい、必要かどうかという考えに至ったのでは

なかろうかと思っております。 

　以上です。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長の答弁が終わりました。 

 

【９番　川村　義幸】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　９番、川村　義幸議員。 

 

【９番　川村　義幸】 

　本当に町民の目には見えてない。町長、言われますように、販促や何かに動いて

いる部分は分かるのですが、販促だけという感じがします。 

　コロナ禍の中でいろいろ頑張っていたという話もありますが、観光協会としては

町にもう少し目に見える、例えば、いろいろなイベントがあります。イベントにし

ても、独自で行っているイベントはほとんどありません。ほとんど町に便乗してい

る、各団体、実行委員会、商工会、全ての活動に便乗しているだけのような気もし

ます。そのことを町長はどう考えているのか、それは活動しての内に入るのかお聞

きしたいです。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　おっしゃるとおり行政の観光行政と商工会、他の団体と重複した部分があり、自

主的、主体的なイベントをしてないと、おっしゃるとおりと思っております。企画

情報課が観光を持っており、ある程度大きくクローズアップされています。 

　先ほど言いました組織体制で、マンパワー不足から発生する運営上の問題もあり

ます。スタッフは正職員・パート・地域おこし協力隊で構成されておりますが、終

日勤務できる人材の確保が難しく、直売所の営業日縮小や複数業務の兼業により本

来業務へ傾注できないなどの影響が出ていたようであります。そういった原因から

はっきりしないと思っております。 

　今回、観光業務にしっかり携わる職員を募集し、自主的に運営できる観光協会に

再編していくという考え方であります。 

　観光協会の総会で資料を見ましたが、２０２４年から２０２６年を新しく創成期

にしたいということであります。２０２７年から２０２９年を導入期で、いろいろ

なことを考えてやっていきたいという話です。それから３年間を成長期、それから

先を安定拡大期、４つに分けて今後、観光協会を立て直していく、しっかりとした
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ものにしていくということです。 

　そして、正職員を募集して入れております。もともと観光業務に携わった職員で

あり、本町の観光協会の発展のために尽力していただけると私は期待しているとこ

ろであります。もう少し時間をいただけないかなと。 

　要るか要らないかという話をされるとなかなか難しいのですが、やはり必要であ

ろうと思っております。県内の観光協会で一番しっかりしたところは高千穂町で、

観光客も多いと思っております。東郷の道の駅ですが、かなりの人が来ているよう

です。東郷までは来るのですが、それから先に来てないようであります。せっかく

東郷まで来た人を、車で１５分くらいの美郷まで誘客していくかということが今後

の課題ではなかろうかと思うところであります。 

　以上です。 

 

【９番　川村　義幸】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　９番、川村　義幸議員。 

 

【９番　川村　義幸】 

　ありがとうございます。まだこれからいろいろ質問しようということを先に答え

られて、どうしようかなと迷っておりますけども。 

　観光協会の「いっつもや」は、先々月に所管事務調査で聞き取りをしました。そ

の時に指摘されたのが、店の中が暗い、もう営業して欲しいなどいろいろな意見が

出ました。 

　ところが所管事務調査から全然変わっていません。店の中も暗いまま、昨日、一

昨日に南郷で話を聞きましたら、週に２日ぐらい開くかなと感じです。あの時にい

ろいろ話をしたのに、一番手短なこともまだ改善されてない、そんな状態で本当に

大丈夫なのかな。 

　観光協会には、町長が言われました地域協力隊が１人おります。年間２７６万円

ほど給料を払っています。この人の動きが本当に見えてこない気がします。 

　それを町長はどういうふうにお考えでしょうか。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　（一社）観光協会には、会長がおります。町として、観光協会は独立した組織と

してお願いしております。その中で、町の関わり方という部分が非常に重要になっ

ていくのかなと思うところであります。あまりこちらからああだ、こうだという話

になると、昔、町が持っていた観光協会とあまり変わらないという話になってきま

す。そんなに口を挟まないで、自分たちのやり方によってという話であります。議

員おっしゃるように動きが見えないということであれば、再度それをチェックしな
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がら、令和６年度しっかりやっていただければ何とかなるのかなと思っております。

議会からそういった懸念があることもしっかりと伝えていきたいと思っております。 

　美郷町の場合、観光協会自体が大きな母体ではありません。みんなで育てていく、

助け合っていく、観光協会がする、役場がするという感覚が非常に強いのではなか

ろうかと思っております。先ほどのワイヤーメッシュではありませんが、柵を設置

することが目的ではなくて、管理をしていかに侵入を防ぐかということが大切であ

り、それと似たような感じがいたします。 

　町としましては、今後独自性を持たせながら観光協会にお願いすべきことはお願

いする必要があると思っております。見えない部分が見えてくるような観光協会に

していきたいと思うところであります。 

　以上です。 

 

【９番　川村　義幸】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　９番、川村　義幸議員。 

 

【９番　川村　義幸】 

　本当に見えるような観光協会にしてほしいです。今、独自性を持たせてなかなか

動けないのかな、動いてないのかなというふうに感じております。 

　本来ならば町の三大祭りや商工会等が行っている地蔵夏祭り、南郷のイルミネー

ション事業に関しても、本来なら町外からお客を誘致する、せめてそのぐらいの事

業をしてほしいと。昔、小松さんがいた頃、少しやりかけていたと思いますが、そ

ういうことも全然見えてこないです。 

　他市町村の観光協会を見ると、やはり町外、村外からの誘客にすごく力を入れて

いるような気がします。それがまず全然足りていないと思っております。 

　もう一つ懸念されるのが、我々も会員で、私は法人で入っております。観光協会

の会員になりますと会費を納めます。その会費の約半額ぐらいが商品券で返ってき

ます。これはちょっとおかしいんのではないかと。せっかく集めた会費を会員の皆

さんにお返しする余裕があるなら、町の１，３００万円の補助金をもっと減らして

も運営できるのではないかと私は感じます。町長、そのあたりどうなんでしょうか。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議員のおっしゃるとおりだと思います。そういう還元方法、そんなに余裕がある

のかと。そしてまた、会員を呼び込んでいるのかと、多くなっているのかという話

で考えてみますと、そうではないと思います。余裕があって町民に回しているとい

う話なら分かりますが、町から１，３００万円相当の補助金を出していることに鑑

みれば、それは少しおかしいということであります。 
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　少し忘れましたが、それはやめるという話を聞いておりました。その後どうなっ

ているか分かりませんが、もしそれを続けるようであれば、おかしいのではという

お話をしたいと思っております。 

　以上です。 

 

【９番　川村　義幸】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　９番、川村　義幸議員。 

 

【９番　川村　義幸】 

　本当におかしい話です。運営ができないから補助金を出していると思います。運

営を出してもらって、それで運営する上に会員から年会費を取って、その半分はお

返ししますと。それで会員を増やそうとしているのか、何を意図にそれをやってい

るのか分かりません。 

　町長の考えは、観光協会として残していくべきなのかなと感じて取れました。 

　私の提案としては、観光協会よりはむしろ企画情報課に専用の職員を２人ぐらい

増員して、それで運営していく。そうすれば経費として、１，３８０万円プラス地

域おこし協力隊の分を含めると１，６５０万円ほどかかっております。仮に企画情

報課に中堅クラスの職員を２人ぐらい増やしたとしても、私の概算ですが、２人で

１，２００万円ぐらいで済むのではないかと思います。そうした場合に４００万円、

４５０万円ぐらい予算として減額できるのではないかと思います。 

町長、その辺の考えはどうでしょうか。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　職員が観光協会の職員を兼ねて、事務分掌の中でを決めたほうがいいのではとい

う話であります。 

　結果的に最初の立ち上げの段階は、企画情報課が観光行政の範疇でやっていたと

いう経緯があります。その時の職員は、いろいろな兼務をしており渉外や販促活動

が取れずに実らなかったという話があります。 

　どちらがいいかということで考えていくと、今のような形がいいと思っておりま

す。その中で職員の問題ですが、その一人一人の職員が観光協会をどう考えている

かということだと思います。 

　先ほど言いましたように、３年ごとのスパンの中で黎明期でもありませんが、観

光協会はずっと続いてきております。改めてという考え方で、前半は今までやって

きたことを精査し、令和６年度の後半に観光協会がどういうような動き方をするか

見てみたいと思っておるところです。 

　以上です。 
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【９番　川村　義幸】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　９番、川村　義幸議員。 

 

【９番　川村　義幸】 

　分かりました。そういうことであれば、やはり職員は少し難しいという考えかな

と思っております。 

　今、町長が言われたように今後しっかりと監督というかチェックしながら、本当

に必要かどうかを見極めていって、どうしてもという場合は考えなちといけないの

かなと。これは１，３００万円かかっております。正直言って、その上にプラス地

域協力隊が活動した場合には活動費用などがかかるような話も聞いております。 

そういうお金を使っているのですから、町にメリットのある、目に見えた活動を

する観光協会を育ててほしいなと。育ててというのはおかしいかもしれませんが。　

他市町村の中で、特に椎葉村観光協会の会長が村外からの誘致活動など一生懸命や

っており、よくテレビにも出ております。そうやって椎葉の名前も売れております。

美郷町の名前を売ってくれるような観光協会、美郷町に経済をもたらしてくれるよ

うな観光協会を目指してほしいです。そのことを含めて今後、町長として観光協会

にもう少しきつく言っていただけるかどうか、お伺いしたいです。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　観光協会の基本理念が、書いてあります。「効果的な選択と集中を信条に国内外を

問わず、本町観光に有効でかつ効果的な観光関連機関や観光関連事業者と緊密に意

見交換等を行い、協会に求められる事案対策等について認識の共有化と相互協力に

より連携強化を図り、協会の事業展開につなげる」という話であります。 

　これを見ると、そんなに事業実施は変わっていないかなと。観光協会の組織体制

で、総会に１回しか出ておりませんが、私の役割は観光協会の顧問です。 

　観光協会に理事が９人か１０人いると思います。観光協会を動かす理事がどうい

う形で、この観光協会に参与しているのかという話も必要かなと思っております。 

　一括りでこれではという話になる、そして今議員が言うように活動が見えないと

いうことであれば、理事達にも集まっていただいて。本当に観光協会の理事になっ

てること自体も分からない理事もいるのではというような気もします。その部分も

考えてしっかりとした体制になるようにやっていきたいと。 

　正直に申せば、私もあるとき企画情報課長に、観光協会は要るかという話を昔に

した記憶があります。 

　本当に要るか要らないか、そこまで真剣に考えではなく、漠然と企画情報課が持

つ観光行政と観光協会がする仕事、何か分からない、はっきり見えないと。観光協

会の役割はという話で聞かれますが、そういう部分を見比べていくと、それぞれ立
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場、組織が違うので、することは全然違うという認識であります。それがしっかり

されていないということだと思っておりました。そして、やはり人的問題もあると

思っております。今後、令和６年度、令和７年度を見て成果が出ていないと議員さ

ん、また町民の方々からも言われることかなと思っております。しっかりと見て対

処していきたいと思うところです。 

 

【９番　川村　義幸】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　９番、川村　義幸議員。 

 

【９番　川村　義幸】 

　分かりました。ぜひとも指導、そういう観光協会をつくってほしいと思います。 

　御田祭実行委員会の反省の時に、副町長にもお願いしておりました。御田祭でも

見えていない、観光協会員が何にも手を出してきてない。本来なら祭りでは観光協

会が先頭立って動いていただくのが本当だと思います。受付の場所で、役場職員が

受け付けるのではなく、観光協会がやるべき仕事ではないかと思っておりました。

そういう点も見えましたので、本当に観光協会はどうなんだろうという心配でした。 

　今後、今町長が言われたように、あともう少し時間を与えて、そして観光協会の

行き先を見詰めながら行きたいと思います。そして令和６年、７年を見て、どうし

ても変わりないときにはまた指摘させていただきますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

　観光協会の理事、会長をはじめ皆さんにとっては嫌な質問だったと思います。こ

れで私が１つ犠牲になって意見を述べれば済むのかなと思っておりましたので、述

べさせていただきました。どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願

いしておきます。 

　以上で、私の質問を終わります。 

 

【議長　那須　富重】 

　これで、９番、川村　義幸議員の質問を終わります。 

　ここで、５分間の休憩といたします。 

　再開を１３時３０分とします。 

（休憩：午後１時２５分から分間） 
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【議長　那須　富重】 

　それでは、休憩前に引き続き、一般質問を再開します。 

　６番、中嶋　奈良雄議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。 

 

【６番　中嶋　奈良雄】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　６番、中嶋　奈良雄議員。 

 

【６番　中嶋　奈良雄】 

　通告順に沿って質問させていただきます。 

　農業担い手対策等育成について、質問したいと思います。 

　美郷町の高齢化率は高く、今後さらに高齢化が進むにつれ、就農、生産中止をし

ていく農家が増えてきています。また、就農している方でも後継者がいないため離

農、廃業を考えている方がいる状態です。 

　美郷町内には大きな企業等もないため、こういった第一次産業で所得を得ている

人が多く、町を支える大事な産業の一つであると考えます。 

　町長も令和６年施政方針において、農林業の振興は最重要課題であり、重点的に

取り組み、特に担い手対策と育成対策の充実を図るとの方針に触れております。 

　このままでは、離農・廃業をされる方が増えしまうことが考えられますが、どの

ような対策を考えておられるか伺います。 

 

【議長　那須　富重】 

　それでは、町長の答弁を許します。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　農業の担い手と育成対策ということであります。 

　美郷町の場合は第一次産業の町で、農業に限らず林業もいつも言われるのがこの

担い手不足という話であります。 

　どんどんどんどん高齢化していって担い手が少ない、その中で新規就農などやっ

ております。現在、農業に対する様々な支援策を講じておりますが、その中に他の

市町村にはない町独自の支援策もしております。 

　支援の目的は、農家の所得向上と農地の保全・遊休地の解消、担い手や後継者の

確保・育成等様々でございます。これらの支援は離農や廃業対策にもつながるので

はなかろうかと思っております。 

　人口の増加が期待できない中で、高齢化、後継者不足は着実に進んでいます。 

　町としましては、現状を維持していくということも担い手・後継者対策の一環で

はなかろうかと認識をするところであります。現在の支援策を継続して実施してい
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きたいと思っております。 

　現在、経営の不安定な就農初期段階の就農者への国の補助事業に加えて、町単独

事業での給付金事業を実施しているところであります。担い手の確保とともに町内

への移住促進にも十分貢献しているため、この事業は進めていきたいと思っており

ます。 

　今回の定例会におきまして、新規の県単事業であります山間地域農業持続化モデ

ル構築事業の予算をお願いしております。本事業は移住者やＵターン者等の方々を

対象としており、今回２名の方の支援を計画したところであります。なかなか難し

い問題ではありますが、農業・林業が尻すぼみしないように、皆様とともにいろい

ろ支援策を考え支援していきたいと思うところであります。 

　以上です。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長の答弁が終わりました。 

 

【６番　中嶋　奈良雄】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　６番、中嶋　奈良雄議員。 

 

【６番　中嶋　奈良雄】 

　担い手対策は本当に難しい問題と思います。別の用紙を皆様にお配りしましたが、

中山間における北郷地区における集落協定の年齢構成について調べたものです。 

　これは令和２年度に提出された協定書により記載したもので２７９人です。令和

６年度ですので、これ以上に年齢が上がっていると思います。亡くなった方もいま

す。２７９人の内５４歳までが若いような感じがしますが、これが１０％です。そ

れから８０歳までが９０％ぐらいの年齢になってます。 

　これを見るとに分かりますが、農業就農者が極端にいない状況です。年齢ととも

に体力がなくなってしまい、維持していけない状況が今の現状です。 

　米作りにおいても、やめる方が今から先どんどん増えてくると。稲作をやめると

いうことは、要するに用水路のが管理できなくなる為やめていく人も出ているとい

う関連もあります。 

　以前に、農業法人のことを一般質問で言ったことがあります。なかなか難しいと

いう答弁でありました。町でできないならば、会社や他のところが立ち上げるなら

ば、町として支援ができるのか、町長に伺います。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　本当にどんどん農業従事者が減ってきているという話であります。２００６年ぐ
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らいに新規就農が８万人ぐらいいたという話ですが、今回、その半分くらいになっ

ており、農業に従事する人が少なくなっています。農業に従事する人は、やはり会

社を辞めてリタイアして就農に入る人が多かったという話であります。定年退職し

て何するかといったら、農業を始めますということで入りやすかったということが

あり、ある程度支えてきたということであります。 

　これから先、減っていく予想をされているのは、定年制の延長などが要因となっ

て、辞めなくても会社が再雇用、延長してくれるので、そこに残って仕事をした方

がいいという考え方になりどんどんどんどん減ってくる。魅力ある農業であればま

だまだ増えるのでしょうが、難しいので増えないということになります。 

　議員がおっしゃるように、今から先は会社組織が町に入ってくるのかどうかとい

うのもまた問題だと思っております。 

　耕地はあっても効率性がない、北海道のように見渡す限り畑であれば会社が入っ

て法人化してやれるという可能性はあります。今から先そういうことが出てくるよ

うな条件、整備をしていくべきかどうか狭間になっていると思っております。 

　言われるように、それが終ってしまうと荒れ果てた遊休農地が増え、いろいろな

弊害が起こってくることを考えれば、そういう企業に来ていただくように、それも

一つの企業誘致だろうと思っており、やっていきたいと思うところです。 

　その時に補助をどうするかという話になった場合、皆さんと協議したいと思って

おります。企業誘致という立場からすれば、ある程度の税金の減免、今の制度設計

で対応できるかなと思います。今度はそれに対して、農業者にいろいろな補助して

いますが、それもできるかどうか考えていきたいと思っているところです。 

　以上です。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長の答弁が終わりました。 

 

【６番　中嶋　奈良雄】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　６番、中嶋　奈良雄議員。 

 

【６番　中嶋　奈良雄】 

　私は以前、農業法人のことが気になり、個人で言っていいか分かりませんけども、

日之影町の役場行って課長や担当者の方に聞いてみました。 

　私が、どのような方法でしてるんですかと聞いたところ、職員の方は地元の方では
なく、職安に募集をしました。だから農業と全く関係のない人が来て、農業法人、
要するに種をまいて苗を育てて田植をして刈り取ってドローンで予防して、もみす
りをして、もみをすったもみ殻は肥料にして売ってますと。そして、日之影は栗の
産地でありますので、その応援もしてます。ウコンも作って、法人でやっており、
いろいろな方法でやっているようです。 

　これは町の資金でやっていると思いますが、農業法人の事務局長がいませんでし

たので、またぜひ来てくださいということでした。それから私は行っていないので

すが、また行って聞き取るべきだったと今になって思っています。 

77



　町ができないならば、建設業でも山関係の仕事、できたら町内の人がするのが一

番ですけども。そのときに中山間の交付金支払事業がありますので、それを利用し

て法人を立ち上げる方と契約をしていく方法もあるかなと。そうすれば、畦の草刈

りなどいろいろな面で対応してくれると聞いてます。１反いくらなど。 

　私も中山間の小黒木の役をもらっております。１反いくら、１日いくらでやって

ます。そういうことを法人化すれば、その人たちに頼んでやってもらうこともでき

ます。今から先はそういう対策をしないと、農業をやっていく人がますます少なく

なってしまうのではないかと。法人化すれば会社が米を高くで売って、売り上げて

採算性を上げればやっていけるのではないかと私は思いますが、そのことに対して

の町長の考えを伺いたいと思います。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　直接支払交付金の中で集落営農を決めて、それぞれの地域でその分配の仕方もそ

れぞれ違います。オーソドックスに言えば、受益者半分、組織半分という形になっ

てるのかなと。例えば、年間４００万円の直接支払交付金があった場合、２００万

円がその組織、あと２００万円が個人に戻るという話にしたときに、２００万円と

４００万円、倍違います。その組織が２００万円までもらっていいということにす

れば、いろいろなことができると。個人に回すと、農業関係にそのお金が行ってい

るのかという話になると少し疑問かなと思います。 

　その中山間の直接支払交付金を集落協定の中でこうしますという話にしたときに、

全額そこに組織が持って、草刈りなどの賃金を支払っていく使い方が本当かなと。

管理のために交付金が下りているという話やはり分かっていただきたいと思います。

軽微なことは役場に言えば全てそれでいいという話ではなく、交付金は何のために

出ているのかという話をすれば、農地保全などに使ってくださいという話でありま

す。もう少しそこを煮詰めて生産者、農家の方々、協定の加入者に分かっていただ

ければなと思っております。 

　美郷町には、協定や集落営農の数がかなりあり、機能している所としていない所

があるも事実です。南郷に行くと１人または２人の若者が、全部受け持ってもいい

という勢いがあります。担い手は少ないが、そこを全部守るということになれば何

ら問題ないと思います。その中で、法人など立ち上げに必要なお金が出てくるので

あれば、皆さんと協議して少しでも立ち上げの負担がかからないように考えたいと

思っております。 

　異業種参入という話の中で、建設業等々が今は災害復旧で動けない状態でにあり

ます。今までの全ての災害復旧の工事が終わったときに、農業という部分に参入し

ていただいて、いろいろやっていただくことになれば、ある程度農家の負担が減っ

てくるのではと思っております。 

　そこそこではなく美郷町総動員といいますか、そういう方法でやっていく必要が

あると思っております。 

　以上です。 
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【議長　那須　富重】 

　町長の答弁が終わりました。 

 

【６番　中嶋　奈良雄】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　６番、中嶋　奈良雄議員。 

 

【６番　中嶋　奈良雄】 

　私がなぜそういうことを言うかというと、会社の人はいろいろな体験をしてきて

います。特に建設業の方は重機も持っている、機械の資格も持っており、いざ何か

あった時に用水路の補修もでき、即戦力になる。コンバインに関しても、重機に乗

っているので、すぐ対応ができる。これは地元の建設業とか林業関係者のことを言

っているのですが、そういう方がやってくれるなら一番いいという話をしているの

です。用水路もどこにあるのか地域の人も知っている、田がどこにあるかも知って

います。もしそういう会社があれば、町として呼びかけをしてみる必要があるので

はと思います。そういうことを町長は考えていないか、お伺いしたいと思います。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　大きな災害でどうにもならないという話になれば、町が形災害復旧をやっていま

す。先ほど言ったように交付金で、例えば、側溝の砂利上げや谷の取水口などにい

っぱいたまってきたという話であれば、重機を借り上げて重機を使う人達にお願い

してあげると。私の地区では、そのお金を農用地管理組合から出していると。台風

でワイヤーメッシュが壊れたら、それを元に戻さないとい時には、全部集まって、

重機を持ってきて上げると。できることはやり、できないことは頼むしかないとい

う話であります。そういう方法でつなげるところまでつないでいこうということで

あります。今後どうするか、南郷のやる気のある若者がどう考えているのかと、ど

うしてそうなったのかを参考にしながら。例えば、そういう人達が１つの区をして

いくことができれば、これが一番理想かなと。 

　集落区、協定数４０ぐらいあります。そこに全部波及していったら、そんなに心

配することではないと。一人一人の農家さんが生き残るというか、言葉はちょっと

難しいのですが、ずっと従事しなければならないのかという話になると、それは限

界があると思います。ある程度世代交代は起こります。その世代交代が起こったと

きに担い手がいないよりか、何人かでもいいから水稲でも作っていける組織や状態

であることが大切かな思っております。そのためには、町がいろいろな助成してい

く必要があると。 

　ただ高く売れる物を作ると、同じ米でも３等米よりか１等米がいいわけです。今

度は技術というか、法人なら法人の収益に関わってくると。これは行政がどうのこ
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うのはないと思うところです 

 

【議長　那須　富重】 

　町長の答弁が終わりました。 

 

【６番　中嶋　奈良雄】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　６番、中嶋　奈良雄議員。 

 

【６番　中嶋　奈良雄】 

　地域に後継者が少ない、若い人がいないのは現実であります。 

　その中で、私は農業している若い人が地域の人の米を何町も作っており、もうこ

れ以上無理だと、どうしたらいいかと相談を受けます。新規農業者の方もやはり同

じような考えで、ＩターンとかＵターン、協力隊は年間３００万円以上のお金が出

ており、私達はそういう支援がないから、その３分の１でも支援があると助かる、

そういう支援があったらみんなに呼びかけもできるという声を聞きました。 

　そのことについて、町長はどう考えておられるか、お伺いします。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　いろいろな補助で米も１等米を８，０００円にという話で農協買取り価格の差額

分をという話であります。全ての作物に対してそういう話になると財政的にという

か、美郷町自体が財源が裕福かという話ではありません。昨日、監査委員の報告が

あり、うちの財政力指数の話をすれば、そこまで余裕ではないという話であります。 

　そして経常資本収支比率も高いということで、１００にした時にいくらか、差引

きで残りが自由にできるというだけの話であります。そこまで弾力的な財政向上に

はなっていない。早く言えば、危ないということではないのですが、そういったと

ころまで来てるということであります。それは本当にしたいのですが、なかなか難

しいという部分があります。 

　その中において、やはり農業振興や畜産振興などに対して１億１，０００万円ぐ

らいは出しているのではないかと思っております。今後もそういう自助努力では及

ばないところの補助を今後もやっていく必要があると思っております。 

　以上です。 

 

【６番　中嶋　奈良雄】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 
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　６番、中嶋　奈良雄議員。 

 

【６番　中嶋　奈良雄】 

　確かにいろいろな面で支援しているのは、確認しております。椎茸、米それに備

長炭や畜産、いろいろ様々支援をしているのは十分分かっております。担い手対策

に対して、要するに後継者に対して支援しているのは分かります。もう少し支援が

あったら、担い手や後継者対策にいいのではないかと思います。今の美郷町地域の

農業、林業を若い人達が一生懸命守っています。そのことをもう少し考えて、何ら

かの対策をお願いしたいと思います。 

　２番目の質問に移っていいですか。 

 

【議長　那須　富重】 

　２問目の発言を許可します。 

 

【６番　中嶋　奈良雄】 

　現在、物価高に伴い町民生活に影響が出ていると思われます。また、各産業にお

いても厳しい経営を強いられています。これは農林業においても同様であり、燃料、

肥料、飼料、農薬や機械、資材等が値上がりしており、経営がますます厳しい状態

となり離農を推し進める一つの要因となっております。 

　現在の物価高に対する支援策はどのように考えておられるか、お伺いします。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　本当にこれは大変だなと思っております。 

　本人たちが自助努力にかかわらず、いろいろな外的要因といいますか、情勢の中

で値上がりをしている部分に対しては、今まで同様に補助をしていきたいと思って

おります。 

　いろいろな肥料や機械類は分かっておりますが、農産物はどのくらい上がってる

のかという話になるけど、早く言えば価格が上がってるのかという話になると、資

材や飼料などの上がり方に比べて、低いということになっております。そこがアン

バランスであります。そういう追いつかない部分、農業者に責がない部分について

はちゃんと補助をしてまいりたいと思っております。 

　以上です 

 

【議長　那須　富重】 

　町長の答弁が終わりました。 

 

【６番　中嶋　奈良雄】 

　議長。 

 

81



【議長　那須　富重】 

　６番、中嶋　奈良雄議員。 

 

【６番　中嶋　奈良雄】 

　美郷町は米に対しては補助をいただいて誠にありがとうございます。他の市町村

に聞いてみると、そういった補助はないと言っております。本当にこれはよい政策

だと私は思っている次第です。 

　機械を更新する場合に、１回更新したら７年間は更新できないということがあり

ます。これは前回、早川議員が質問したました。私も籾摺りをしてますが、乾燥機

を１回購入したら７年間他の機械は購入できないと。乾燥機は購入したが、平成 18

年の籾摺り機を使っており、今年は使えるかなという不安を持ってますが、できる

だけ負担をかけないように籾摺りをしたいと思ってます。 

　そうした場合に、やはり更新ができないという不安があります。一生懸命やって

いますが、機械に頼わざるを得ないところがあります。高齢化していますので、機

械が痛んだらどうしようもないと。いろいろな都合があって、朝早くからして、早

く終わらせないと受入れもできないなど事情があります。機械を更新する場合には

７年ではなく、もう少し短くすることはできないかお伺いしたいと思います。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　自分が農業振興課にいる時に、椎茸乾燥機など機械が入っているかどうか検査に

行きます。椎茸乾燥機が５台もあります。そして、何台使えますかと聞いたら、３

台使えると。そしてあと２台を３分の１の補助の補助事業で入れてという中で。 

　機械には耐用年数がありますので、致し方ない部分もあります。結局、機械の使

い方というか、使いっ放しではなく終わった後の手入れなどメンテナンスをしてほ

しいなと思っております。 

　栽培するものによって、道具が違いますので、いろいろな話になります。一番出

てきたのはトラクターの更新で、畜産をする人達はトラクターを一番使います。 

最初は１０年でしたが、それを７年にしてきたつもりであります。機械化で必要

なのは分かるのですが、その家に行った時に、それをずっとはどうかなと思うとき

がありました。 

　確かに３分の１は本人が出しているので、その人の所有なのですが。もう少し当

たり障りというか、のさりというか、車でも何でもすぐ悪くなる物もあれば、それ

がずっと長続きするのもあり、致し方がないかなと思います。全てがそうやってい

けるかという話になると、多分、町の財政がもたないという気がします。そこはし

っかりと考えながらやる必要があると思っております。 

 

【６番　中嶋　奈良雄】 

　議長。 
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【議長　那須　富重】 

　６番、中嶋　奈良雄議員。 

 

【６番　中嶋　奈良雄】 

　確かに町長がおっしゃるのは分かりますが、もう限度が来ている機械もあると思

います。そういう物はやはり見てほしいなという気持ちもあります。どうしても必

要最小限のものが、要するに今から米時期でありますが、火を使うなどいろいろ条

件が伴ってきます。点検もしますけども。危険が伴う機械には点検もしますが、申

請があったら何か対策をしてほしいなと思います。 

　機械はメンテナンスによって長持ちする機械としない機械、また、使用する人に

よっても違う、田によっても違います。もう限度が来ている機械に対しては、でき

るだけ早めの対策をお願いしたいと思います。 

　自助・共助・公助と言いますが、自助で一生懸命やっている方、また共同で一生

懸命やっている方、それでもどうしても対応ができない場合には行政に頼らなくて

はどうしようもできない場合があります。そういう場合においては、早めの対策を

お願いしたいと思います。 

　３問目に移ってよろしいでしょうか。 

 

【議長　那須　富重】 

　３問目の発言を許します。 

 

【６番　中嶋　奈良雄】 

　現在、全国的に賃上げが進んでおり給料水準も上がっております。農家所得につ

いては物価高騰もあり、値上がるどころか下がってしまっているのでないかと懸念

しております。新規就農者、後継者を増やすためには、安定した収入と所得が必要

不可欠と思われますが、この対策についてどのようなことを考えておられるか、お

聞きしたいと思います。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　所得収入になりますと、行政がという話ではないのかなと。 

そういう及ばない部分には補助をします。例えば牛を考えた時に、Ａという人が

８０万円で出す。Ｂという人が４０万円で出すとしたら、４０万円下がるからどう

か補填してくれということになると、それは正しい理論にはならないと。 

　ただ１つだけ思っていることというか、今後、期待していることが、食料・農業・

農村基本計画が改正されて、今後の話になりますが、適正な価格が今度議論されて

いく話の中で、米を作るのにどれだけのコストがかかるのか積み上げて、やはり９，

０００円もらわないと合わないという話になれば、９，０００円で売れるようにで

きないかと国が考える。今後、農業者や流通者、消費者を入れて会合が行われるで

あろうと思っております。今まではそういったコストは全然考えられず、ただ流通
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に乗せて幾らという話であります。 

　例えば、車を売る時にこれだけの経費がかかって、これだけの利益を上げないい

けないから、これで売りますといってそれが売値になります。そういうことを考え

たら、その基本計画の中で今後コストを見て、米なら米、最低これだけで売りまし

ょうとか、それぞれの作物がどれだけ出てくるのか分かりませんが、私はそこに期

待をしたいと思っております。 

　今までとは違った収入の安定、所得の安定が出てくるのではないかと思っておる

ところです。 

　以上です 

 

【６番　中嶋　奈良雄】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　６番、中嶋　奈良雄議員。 

 

【６番　中嶋　奈良雄】 

　現在は米が足りなくなって、５キロ３，０００円で店頭で売られているようであ

ります。それも１袋限定など、そんな感じで売られているところもあります。３０

キロにしたら１万５，０００円です。農業もそういう時代に突入してきたなと私は

思っています。自分の米は、自分で価格をつけて売る、そういう時代ではないと農

業をやっていく人はいなくなると。自分の米は自分で値段をつけると。今までは農

協に供出して１等米、２等米などつけてもらっていました。今からの農業は、金に

ならないと後継者もいない。 

　例えば、法人組織をつくった人が米を作って自分で売って、収入を上げて地域に

貢献していくような法人組織も欲しいし、また、農業をする人も自分の米に自信を

持って売っていくと。今年度はもう米が足りない状況も出ています。機械や肥料、

農薬や苗も上がってます。価格を１万円しても、なかなか採算に合わない状態です。

そのあたりを考えて、町長が言ったように国や県が対策していくということであり

ますので、それを期待して私たちも頑張っていきたいと思います。 

　米は１万５，０００円くらいで、それでトントンだと私は思っています。価格を

農協などいろいろな人に頼んで、上げていく必要があると思います。 

　もう一つは、新規就農者に対してもう少し支援をしてほしいです。協力隊は国の

金がきていますが、新規の人からそういった対策はできないかという言葉をもらい

ましたので、町長にお伺いしたいと思います。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　国・県の新規就農者に該当しないのは、町単で救っていることは御案内のとおり

であります。それも同じ条件で月額１２万５，０００円を出しています。それを最
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低３年間で、それが終わったら就農してくださいということでやっております。 

　よく分かりませんが、この１２万５，０００円が多いのか少ないのかという話に

なるとちょっと難しいかなと思っております。確かに多いにこしたことはないので

すが、行政から見ると、農政、林政だけではなくて福祉行政などいろいろな立場が

あります。そこにつぎ込まれる金はそんなに多くはないと思っております。どこに

重点的に置くかという話になり、出ていくお金は決まったものは出さなければなり

ませんので、なかなか難しいと。 

　この食料ですが、今３つの危機があるという話をよくします。グローバル的に見

れば、気候と戦争と食料という３つかなと。 

　この食料を食料安全保障ということで、日本の食料自給率が非常に低いと。農政

の憲法と言われるこの基本法に書くのですが、それになったことはないという話で

す。今後この戦争と気候という部分で、もし輸入する国にいろいろなことが起これ

ば輸入ができないと。そうしたら日本国民はどうするのかという話になると、飢え

ると。そしたら飢える前にどうするかと。しっかりとした食料の自給率をつくるた

めに努力をする必要があると思います。それについて、町はどう補助していくのか、

国はどうするのかと。その動きの中で農政を考えていくべきかなと思うところです。 

　一概に多いとか少ないとかいう判断ではなく、満遍に美郷町の農業者、林業者に

生産意欲を持ってしてもらうがために、どういう方法がいいのか今後も考えていく

必要があると思うところであります。 

　以上です。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長の答弁が終わりました。 

 

【６番　中嶋　奈良雄】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　６番、中嶋　奈良雄議員。 

 

【６番　中嶋　奈良雄】 

　農業は一家三、四人で一生懸命働いて、毎月にお金が入ってこない時もあります。

まとまって入ってくる時もあります。 

　しかし、毎月金が入ってこないと、なかなか今の世の中は生活ができない状態で

あります。農業に関しても米は一作、牛は多頭飼育すればですけど。今から先の農

業は、毎月お金が入ってくるような農業対策をしないと難しいのではないかと思い

ます。そのことについて、町長は何か考えられているところはありますか。 

　例えば、野菜でも何でもいいのですが、毎月収入がないと生活できません。若い

人がそういうあたりで入ってこないという面があります。農林振興課長でもいいで

すが、何か対策があれば、お考えがあればお伺いしたいと思います。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 
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　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　非常に難しい話でありますが、結局人口が少ない減っているという問題が全てに

影響していくのかなと思っております。 

　先ほど言ったように、いろんな産業がありますが、魅力がある産業にならないと

担い手が育たないという話をしました。農業が本当に若者にとって魅力ある産業な

のか。選択肢ですので、所得も含めて安定しないと担い手が育たないということも

事実であります。 

　美郷町自体がこうするという考え方は、今のところ国がある程度の基本計画の中

で謳ってそのとおりやっていってほしい。根幹をなす食ですので、しっかりと考え

ていただきたいと思うところであります。 

　１地方公共団体がということではないと思っております。私はそう思いますが、

農業振興課長はどう思うか分かりませんので、聞いてみたいと思います。 

 

【農林振興課長　　松下　文治　】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　農林振興課長。 

 

【農林振興課長　　松下　文治　】 

　中島議員が言われることは、よく分かります。できれば一定の収入が毎月あれば

いいという話だろうとは思います。今の施策としては、地域おこし協力隊を募集す

るに当たって、複合経営、半農半Ｘ（半分は農業、半分は別の仕事に就いてもらう）

という取組を行っているところであります。今そういう募集をかけています。 

　特にこの半農半Ｘについては、今、遊休農地も増えてきており、できればどこか

に勤めていただきながら、片や農業をしていただくということも検討しております。

さらに深く検討を進めてまいりたいと思ってるところでございます。 

　以上でございます。 

 

【議長　那須　富重】 

　答弁が終わりました。 

 

【６番　中嶋　奈良雄】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　６番、中嶋　奈良雄議員。 

 

【６番　中嶋　奈良雄】 

　半農半業でも結構ですので、米も徐々に上がってきてます。仕事をしながらでも、

米はある程度やっていけます。そういう方法で若い人が取り組んでもらえるような

施策を取っていただきたいと思います。 

　これで、私の質問を終わりたいと思います。 
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【議長　那須　富重】 

　これで、６番、中嶋　奈良雄議員の質問を終わります。 

　以上で、本日の日程は全部、終了しました。 

　次は明日９月６日金曜日午前１０時に本会議を開きますので、時間をお間違えの

ないようにお願いいたします。 

 

【議長　那須　富重】 

　本日は、これにて散会いたします。 

 

【事務局長　沖田　修一】 

　「一同起立・礼」・・・お疲れさまでした。 

 

（散会：午後２時２０分） 
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◎欠席議員　　　　　　　　　な　し 
 
◎欠　　員　　　　　　　　　１１番　小路　文喜　君 
　　　　　　　　　　　　　　　　 
◎事務局職員氏名　　　　　　事務局長　沖田　修一　君　　　書記　川西ゆきみ　君 
 
◎説明のための出席者職氏名 
　　　　町長　　　　　　田中　秀俊　君　　　副町長　　　　　藤本　　茂　君 

教育長　　　　　大坪　隆昭　君　　　会計管理者　　　泉田　浩文　君　欠席 
総務課長　　　　甲斐　武彦　君　　　税務課長　　　　川村　博昭　君 

　　　　企画情報課長　　田村　　靖　君　　　町民生活課長　　黒田　和幸　君 
　　　　健康福祉課長　　海野　勝弥　君　　　建設課長　　　　佐藤　文幸　君 

　　　農林振興課長　　松下　文治　君　　　政策推進室長　　田常　浩二　君 
　　　教育課長　　　　鎌田　次郎　君　　　地域包括医療局事務長　　 田原　裕亮　君 

南郷地域課長　　田中　幸生　君　　　北郷地域課長　　長田　孝規　君 
　　　　 
 
◎会議の経過　　　　　　　　　別紙のとおり 
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令和６年第３回美郷町議会定例会

議事日程（第３）

令和６年９月６日

午前１０時開議

日程第１ 一般質問

２番 早川 節夫 議員

１．これから先の農業支援について

１番 若杉 伸児 議員

１．携帯電話の不感地帯解消について

２．町内３義務教育学校の部活動について

３番 中田 武満 議員

１.町民医療関係情報のシステム管理について

２.森林環境譲与税の活用による林業振興について

７番 川村 嘉彦 議員

１.介護車の購入の助成について

２.美郷町バイオマス協議会の事業について
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会 議 録  

令 和 ６ 年 ９ 月 ６ 日 
午前１０時００分開議 

 
 
【事務局長　沖田　修一】  
　「一同起立・礼」おはようございます。御着席ください。  
 
【議長　那須　富重】  
　おはようございます。  
　本日も昨日に引き続きまして、一般質問であります。  
　ここで議員の皆さんに、ちょっとお願いがあります。  
　昨日の一般質問の件の中で傍聴者の方のアンケート結果を見ますと、もう少し期

待したいということが書いてありました。メリハリをつけてしっかりとした質問に、

いわゆるこちらの執行部の方もそれに対して答弁をしなくてはなりませんので、メ

リハリの利いた質疑になるようにお願いしたいと思います。  
 
【議長　那須　富重】  
　それでは、ただいまの出席議員は１０名であります。  
　泉田会計管理者から身内の不幸のため欠席の申出がありましたので、これを受理

いたしました。  
 
【議長　那須　富重】  
　これから本日の会議を開きます。本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表

のとおりであります。  
　広報用の写真撮影の申出がありましたので、これを許可しました。上着を脱ぎた

い方は、脱ぐことを許します。  
 
【議長　那須　富重】  
　日程第１　一般質問です。  
　本日は、残り４名の一般質問を行います。  
　通告順に一般質問を行います。  
　通告順に質問を許します。  
　２番、早川　節夫議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。  
 
【２番、早川　節夫】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　２番、早川　節夫議員。  
 
【２番、早川　節夫】  
　おはようございます。それでは、通告順によりこれから私の一般質問をさせてい

ただきます。  
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　これから先の農業支援について質問させていただきます。  
　まずは、美郷町は農業、林業が大変盛んな町でございます。特に農業、米作りに

関しましてはほとんどの方が行っておられます。一方で、米作りを諦めて耕作放棄

地も多くなってきているのも確かでございます。  
　その要因の一つが、用水路の管理であったり田んぼの土手、畔の草切り等の管理

が大変になってきたことかなと思われます。  
　このことについて町として何か対策など考えを伺います。よろしくお願いします。 
 
【議長　那須　富重】  
　町長の答弁を許します。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　おはようございます。今日は４名の方の通告をいただいております。ありがとう

ございます。  
　議員の田んぼの畔や土手という話で、高土手を持ってる農家さんは非常にそこに

時間がかかり、大変かな思っております。  
　議員の御質問は、令和３年１２月定例議会で中嶋奈良雄議員が一般質問された内

容と関連がございます。その後の取組等も含めて答弁をさせていただきます。  
　中嶋議員の質問は、田んぼあぜ道のコンクリート張り化についてでございました。

そのとき私は、「コンクリート化を否定するわけではないが、予算的が膨大になると

いうことで、コンクリートに代わる方法として防草シートや除草剤等の精査を行っ

て実証をしていく」と答弁しております。  
　令和５年から南郷鬼神野地区におきまして、防草シートの実証実験を行っており

ます。費用面や管理作業の点から効果実証結果を判定することとしておりますが、

現段階では、それぞれにメリット、デメリットがあるようでございます。  
　また雑草の根が枯れず、土手部の強度に影響のない除草剤が販売されており、町

内での使用実績も多くなっております。  
　また米の出穂期に草刈りを行うと、水田内にカメムシ類の害虫を呼び寄せてしま

うことがあるため、害虫が分散するよう、畔の雑草を切らずに放置する実証にも取

り組んでおります。  
　さらに、来年度からは防草シートと被覆植物を組み合わせた新たな防草対策の実

証実験を行うこととしております。高齢化に加え、温暖化による酷暑の中での除草

作業は大変な作業であることを重々承知しております。これらの実証実験等の成果

を検証し、効果的な対策について周知を行うよう努めてまいりたいと思うところで

あります。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長の答弁が終わりました。  
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【２番、早川　節夫】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　２番、早川　節夫議員。  
 
【２番、早川　節夫】  
　防草シートの試験的なことをやっていただいているということです。  
令和３年度第４回定例会の一般質問の中で、町長が言われたように中嶋議員が一

般質問で「コンクリート張り化」のことを話されております。私は防草シートとモ

ルタル吹きつけ、コンクリートがいいなという人もいましたので、この話を挙げさ

せていただきました。  
　これから先を見据えた上で、米作り農家で一番大事になってくるのは環境整備、

田の土手の整備であったり用水の整備であったり、必要不可欠になていると思って

います。ちなみに、モルタル吹き付け・厚み５センチ・成型なしの場合、１００平

米で、結構金額が上がりますが、５０万円から６０万円ぐらいかかると思われます。 
　防草シートは耐久年数が１６年から１８年。この防草シートを使うと、張った後

に結構草も死んでしまうという防草シートもあるようです。私が調べた中では、そ

れを使って１００平米で８万円から１０万円で手に入るのかなと。メーカーによっ

ては、金額も変わってくると思います。それらを使いながら整備をしていけば、こ

れから先、米を作る人も意欲を持って続けてもらえると。  
　持っている耕作者が米を作れなくなった場合、その後に誰かに預けたいという時

に預かってくれる人もすぐに見つかるのではないかと。米以外を作る者であっても、

整備がされていればすぐに入ってくるのではないかなと思っているところでござい

ます。  
　モルタル吹きつけは金額がかさみますので、厳しいところもあるのかなと思いま

す。そのことも考えながら、これから先の農家、農業を守っていくきっかけ、つな

がりをつくってほしいなと思っています。  
　答弁が重複するかもしれませんが、そういう考えはないかお伺いします。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　おっしゃるようにモルタル吹きつけが一番いいのでしょうが、そうなるとワイヤ

ーメッシュができた時に、田園風景というか田舎の風景が壊れてしまうと。今は当

たり前の風景になって、それを当たり前として受け入れてる自分たちも感覚的にど

うかなと思います。それはやむなく有害鳥獣対策という話で、ここで全部コンクリ

ートにしたとき、田舎の風景、原風景はどうなるのかなと思うところであります。  
　私が先程言いましたように令和７年度、防草シートと被覆植物、この被覆食物に

こだわりたいと思っております。  
　実証実験をしている農業新聞等を見ると、非常に効果があると。吹きつけて３年
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ぐらいは手入れをしないといけないが、年３回か４回は草刈りをしないといけませ

んが、その次の年辺からは１回でいいという結果も出ています。被覆食物は何がい

いか、いろいろありますので、それを植えて実証実験をして。植物ですので、見た

目にグリーンといいますか、草ではないんですが草みたいなもので景観が壊れるこ

とはなかろうと思うところであります。この被覆植物の実証試験をして、それを推

奨していきたいと。この方法が田園風景を壊さずに済むのではなかろうかと思いま

すので、そういう方法で進んでいきたいと考えているところです。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長の答弁が終わりました。  
 
【２番、早川　節夫】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　２番、早川　節夫議員。  
 
【２番、早川　節夫】  
　そういう考えで進めてもらえると、本当に助かると思っています。  
　私も景観のことは気になっておりました。モルタルであれば景観も少し悪くなる

なという気もしますし、値段もかかります。できるだけ時間がかからないように進

めていただいて、今から戻ってくる後継者が苦労せずにと言ったらおかしいですが、

スムーズに米作りができるように取り組んでいただきたいと思っております。  
　防草シートに関しまして、私が調べた金額でしたので、また調べて何を張ると下

の草がもう生えてこないという防水シートもありますので、そういう物も調べても

らって、取り組んでいただければありがたいと思っております。  
　参考資料の写真があると思いますが、見ていただくと自走式の刈払機があると思

います。この写真の刈払機は平らな部分しか刈れないのですが、斜面の草も切れる

機械もあります。その場合、刈払機の５倍から６倍の価格がすると聞いております。 
　これも農家にとって必需品になってくると考えております。これもぜひ支援の対

象として、現在入っている制度の中にも入れていただけないかなと考えております。

町もスマート農業に力を入れておりますので、支援の対象に考えられているか、町

長のお考えをお伺いします。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　このモアは、平らな部分では楽になる機械であります。それが斜面になると使え

ないということであります。議員おっしゃるように、今そういう制度もあります。

昨日から言ってますように中山間組織がありますので、その組織で買っていただい
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て共同利用ができないか進めてほしいと思っております。  
　昨日の農業新聞で、そういった物にもお金が出ます、それでもいいですよとなっ

てきています。今後も中山間直接支払いで検討しているということで、２つほどネ

ットワーク化加算で、集落機能広域化による人材確保や協働活動ということで加算

する、スマート農業加算というこ話であります。  
　できれば各各個人が持ってという話よりみんなで購入して共同利用して斜面の草

刈りに使っていただければと思うところであります。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長の答弁が終わりました。  
 
【２番、早川　節夫】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　２番、早川　節夫議員。  
 
【２番、早川　節夫】  
　ありがとうございます。そういう方法で機械が購入できる、助成ができるという

ことであれば、町長にお願いがあります。そういう助成を町民の皆さんに分かりや

すく案内とかしていただいて、申請がしやすい、申込みがしやすい方法をしてもら

えるとありがたいのですが、町長どうでしょうか。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　そういうことを行政もどんどん情報発信し、また集落協定をつくる時にそういう

内容でしていただきたいと、努めていきたいと思います。  
　美郷町には集落協定、直接支払制度で４０集落あります。令和６年度予算ベース

ですが、大体８，８００万円ぐらい交付金を出しております。第５期で８，８００

万円です。令和６年度まで１期５年とすれば、今５期ですので２５年目です。８，

８００万円掛ける２５年間にすると、計算しにくいので１億円とした時に、２５年

間で交付金が２５億円入っているということです。その時その時で、面積やその地

域地域によって金額は違いますが、全体で見るとそういう金額が直接支払交付金と

して下りております。  
　課長には言っているのですが、この交付金の使い方はこういう方法で使ってほし

いということです。結局、最初は交付金を９割、生産者に戻していいとか、そこそ

こで違います。これをその組織内で全部使うような方法をお願いできないかと。  
　昨日も言いましたように、個人に戻ると、例えば、半分個人に戻ったら、残りの

半分が農業振興に行くかという話であります。その半分が役場に来るという話、こ
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うしてほしい、ああしてほしいという感じさえ受けます。  
　議員がおっしゃいますように、情報はどんどん出していきます。今度は担当で強

制はできないのですが、そういう方向にはできないか進めていって、無理であれば

仕方がないとは思います。そういったお金をその地域の有効利用にと。  
　この内容が協定経営にどう反映されてるか分かりませんが、この集落営農は農業

ばかりでもないという部分もありました。お年寄りの見回りや買物支援弱者までひ

っくるめた中でつくってくださいという話もあったと。それが全然違う、農だけに

特化して皆さんの目がいっている部分であります。買物弱者で企画情報の商工関係

で事業をしています。いろいろな形でやっていますが、町も一生懸命やらなくては

いけない部分は、当然な義務です。協定内で計画をつくってる以上は、その部分も

しっかりとやってほしいと。  
　直接支払制度はなくならないと思いますので、あとはどのように有効に使ってい

くかということが今後の課題になると思っているところであります。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長の答弁が終わりました。  
 
【２番、早川　節夫】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　２番、早川　節夫議員。  
 
【２番、早川　節夫】  
　今、町長がおっしゃってるのは中山間の団体でということですよね。  
　その団体を脱退したところもございます。そこはどうお考えなんでしょうか  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　脱退したところは、そういったお金が来ないので、今度は町のいろいろな助成で

集落を救っていくしかないと思っております。  
　昔、ＡとＢがあって、ＡができないからＢに合体できないか、Ｂが大きくなる話

です。そういったこともあり、それもなかなかできないということが他ではありま

すが、町ではそういった事例は共同にはなっていません。脱退したところは、また

新た廃退するといけませんので、今までどおり役場でいろいろな補助を出していき

ながら努めていくべきだろうと思います。  
　ある程度の今度は力が戻ってきた場合、また組織をつくってできないかと提言や

提案をしていく必要はあろうかと思います。  
　以上です。  
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【議長　那須　富重】  
　町長の答弁が終わりました。  
 
【２番、早川　節夫】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　２番、早川　節夫議員。  
 
【２番、早川　節夫】  
　個人でやっていけば結構な数にもなるであろうし、団体でやっていけばその時の

機械を団体で使うと、効率はいいかもしれません。  
　先ほども言いましたように、個人でも欲しいなという人もいるでしょうから、そ

の幅もつくっていただいて、その制度が使えて購入ができる。また中山間でできな

い部分は町長も今おっしゃっていただきましたけども、町でも考えながらという答

弁をいただきました。そのところでやっていただきながら、この環境整備、田の土

手・あぜ、田の整備がちゃんとできれば、これから先の農業、米作りには本当に必

須かなと思っております。  
　米作りだけでなくて、他の作物に替える場合でも、整備がされればスムーズに入

ってくるのかなと思っております。これからの農業には絶対必要なことと思います

ので、ぜひ使いやすい制度で対応していただければと思っております。  
　私は、もう一つ本来であれば一般質問を考えていたのですが、打合せに行ったと

きに１つ解決をしましたので、急遽、外しました。一般質問では短時間になってし

まいましたが、私の一般質問を終わらせていただきたいと思います。ぜひ制度をよ

ろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。  
 
【議長　那須　富重】  
　答弁はいいですか。  
　町長、答弁が何かあればということですが。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　皆さん議員各位、農業の振興の中で最初に出てくるのは、やはり米作りでありま

す。それをいかに省力化、余分なことをしなくていい、草狩りでも、高土手を持っ

てると、それにかかる時間が長いという話です。そこをどうするかという話の中で

今、議員がおっしゃったように、斜面でもできるモアで省力化していく、あるいは

先ほど言いましたように、被覆食物等で実証試験して、これでいいという話になれ

ばそれを進めていくしかないかなと思っております。  
　今後もいろいろな実証実験を取り入れながら、また議員各位の皆さんにその結果

を報告しながら、本町の農業の省力化を進めていきたいと思います。御協力を賜り

ますればありがたいと思っております。  
　以上です。  
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【２番、早川　節夫】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　２番、早川　節夫議員。  
 
【２番、早川　節夫】  
　ありがとうございました。ぜひよろしくお願いします。  
　これで、私の一般質問終わります。ありがとうございました。  
 
【議長　那須　富重】  
　これで、２番、早川　節夫議員の質問を終わります。  
　ここで、５分間の休憩に入りたいと思います。  
　それでは、１０時３５分より再開といたします。  

（休憩：午前１０時２６分から５分間）  
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【議長　那須　富重】  
　それでは、時間前ですけれども、全員おそろいのようですので一般質問を再開し

たいと思います。  
　それでは、通告順に質問を許します。  
　１番、若杉　伸児議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　１番、若杉　伸児議員。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　通告のとおり本日は２問ほど質問させていただきます。  
　１問目に、携帯電話の不感地帯解消についてお伺いいたします  
　この件につきましては、平成３０年３月議会において、中嶋奈良雄議員より「携

帯電話のエリア拡大について」という内容で質問がされております。これは議会だ

よりによるものですので、内容はかなり抜粋してあると思います。「農林業の作業ま

た事故や火災の際、携帯電話が利用できるかできないかは重要である。早期に使用

エリアを町内全域に拡大するべきと考える」というものでありました。  
　それを受けまして執行部の答弁は、「採算性の問題もあり、業者も事業者もなかな

か着手してくれない。不感地帯解消へ向けて事業者にお願いし、町としても努力し

ていく」というものでありました。  
　その後、約６年が経過しております。以前は携帯会社も大手２社でありましたが、

今現在、大手４社となっており、他の２社も追随する形で町内に積極的に、携帯電

話基地局を設置しております。携帯電話事業も様代わりしているのではないかと考

えますので、改めてここでまた質問をさせていただきます。  
　まず初めに、町内各地の不感地帯の実態を具体的に把握しておるのか、また定期

的に把握しておるのか、お伺いいたします。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長の答弁を許します。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議員の質問でございますが、携帯電話の不感エリアということであります。４大

携帯電話事業者、いわゆる携帯キャリアのいずれの電波も届かない地域を指します。

これは毎年、県を通じて国からの調査があります。現在、町として把握し、報告し

ているのは西郷の西の八峡地区であります。  
　ただし、昨年あたりから、新たに携帯が通じない地域があるとの情報提供があり
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ます。改めて区長さんを通じまして実態把握を行っていく準備をしているところで

す。どこがどこがという部分で難しく、住居があるところは、携帯事業者はちゃん

としてくれるんですが、山間部は非常に難しい部分があるということでございます。 
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長の答弁が終わりました。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　１番、若杉　伸児議員。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　ちょっと上着を脱がせていただきます。  
　今の説明でございますが、執行部はもちろん分かってると思います。携帯電話が

通じないエリアがあると同時に、つながりにくいエリアがあるのも分かってると思

います。  
　例えば、家の中だと通じないが、庭まで出ると通じるというケースもかなりあり

ます。  
　もう１５年近く前になりますが、消防部長をしていた時代、その当時はまだ災害

時には、消防機構に詰めておりました。今は自宅待機を取らせるようです。その頃

は消防詰所に詰めており、もし何かあった場合にはもちろん回っておりました。そ

れ以前に高齢者の自宅など呼びかけたり、安否確認で回っておりました。落ち着い

た後には、災害が発生していないか逃げ遅れた人がいないかと回っておりました。  
　その当時はまだ携帯会社が主に２業者でありました。エリアがその携帯会社でも

違います。ここは通じるけどこっちは通じないということがありました。私は二次

災害を防ぐためにも必ず２人以上組ませて、どちらかが通じるように別々の携帯会

社の人達を組ませていました。  
　一昨年の台風１４号の際に、議会で意見交換がありました。その際に、携帯電話

の感知・不感知のエリアをマップにできないものかという意見を出しました。これ

はそれをそのまま上げてどうこうということはありませんでしたが、その後この話

は進展していないと思います。  
　改めてお伺いしたいのですが、例えば、気圧配置図のような等圧線で囲い、この

辺りは通じますとか、この辺りは通じませんといったマップは具体的に作成できな

いものかなと思っています。どうでしょうか。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
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　はっきりは分かりませんが、不感エリアの判断は全国を５００メートル四方のメ

ッシュに切って、メッシュ内の５０％以上の場所がカバーされていれば、そこは不

感エリアではないという話であります。もしこれで判断すると、美郷町のどこが不

感エリアかと、そのメッシュで切ってどうなってるのかをお願いすれば、それはで

きる可能性はあるんではなかろうかと思います。  
　それは私の考えですので、できる可能性があるのではと思っているところです。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長の答弁が終わりました。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　１番、若杉　伸児議員。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　分かりました。自分の携帯は大体分かっているのですが、違う会社のは分かりま

せん。当然つながるだろうなと思う所がつながらなかったりすることが多分分ある

と思います。  
　私はそのことを踏まえて、もう一つお願いしたいのですが。神話街道南郷西都に

行く神話街道の間、上渡川から西都に出る間です。車の運転で早い人で約４０分ぐ

らい、かかる人は５０分近くかかると思います。西都の国道に出るまで。この区間

がほとんど不感地帯であります。中渡川に入った時点から、西都線は国道に出ても

しばらく通じません。どうかすると国道を大分走行してからでないと通じないとき

もあります。  
　通った方は御存じかと思いますが、頂上から少し西都側に下ったところでほんの

数メートルですが、通信できるエリアがあります。そこには、「携帯が通じます」と

いう表示が出ております。ほんの数メートルですが、これは非常にありがたいです。

あそこまで行けば連絡が取れると。分からない人は見過ごすかもしれませんが、知

っている人にとっては、あそこまで行けばどうにかなると。何かの場合でも連絡が

取れると非常にありがたい表示です。  
　町内でも、山間部や作業道、奥地にそういう所があると思います。ここだけはな

ぜか分からないが通じる、ずっと通じなかったのにここだけという所があります。

ラジオでもそういう所があります。  
　これは、先ほどのことと同じで非常に厳しい難しいことだと思いますが、そうい

った地点があれば、「ここは携帯が通じますよ」や「何メートル先には携帯エリアが

ありますよ」という表示がでできないかなと考えています。この点につきましては

どうでしょうか。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  

101



【町長　田中　秀俊】  
　そういうことであれば、これは努力すればできることかなと思っております。  
　先ほど不感エリア部分が地図上に落とされて、携帯キャリアごとに出てくれば、

その中で「この業者なら通じますよ」という表示はできる可能性はあるかなと。  
　それも私の考えですので、今後、企画情報課課長も今聞いていますので、調査を

して山道などの中で表示をしていければ、議員おっしゃるように非常に安全性が確

保されると思っております。それについては努力をしていきたいと思っております。 
 
【議長　那須　富重】  
　町長の答弁が終わりました。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　１番、若杉　伸児議員。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　よく分かりました。できれば、その企画情報課と総務課が一緒になって、２つの

お願いを少しでも前向きに進んでいただければと考えております。その点はよろし

くお願いいたします。  
　では続きまして、２番目に、不感地帯解消へ向けた県や企業への要望活動につい

てどのような現状なのか、お伺いいたします。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　携帯キャリアによる全国の人口カバー率はほぼ１００％に近いとされております

が、各事業者ともコストの面から新たな基地局の設置・建設には消極的であります。 
　近年はそういう事業者に行ってお願いしますということはやっていません。その

前は、ここが不感遅滞ですのでどうにかならないでしょうかと要望をしておりまし

た。近年は事業者に対する直接の要望活動はしておりません。  
　国が実施する調査は、携帯キャリアによる対策検討等に活用することを目的にさ

れ、同時に、国及び携帯キャリアに対する要望手段の一つであります。町として正

確な報告に努めてきた、また、努めていくつもりであります。  
　今後も引き続き、居住地域の不感エリア解消に向けて、必要に応じて実態把握を

行い、最新の状況を報告し情報共有に努めてまいります。  
　携帯キャリアにここがという話はしてないということです。国の通信格差是正事

業がありますが、これもなかなかこちらに持ってくれないという部分があります。  
　最初のほうはやってくださいよということで、葉桜公園に携帯鉄塔ができました。

それぞれ南郷、西郷、北郷に鉄塔を建ててきたのですが、今はなかなか格差是正事
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業にも乗らないということで、結局、費用対効果を見ているようですので、なかな

か難しいということであります。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長の答弁が終わりました。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　１番、若杉　伸児議員。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　言われることは分かりました。  
　私たちの入郷区地域開発期成同盟会においても、毎年のように情報通信施設設備

の促進について要望活動を行っております。１０件ほど県へ要望しており、毎年こ

のうち一つで毎年上がっております。美郷もですが椎葉、諸塚はもっと事情が悪い

のではないかと考えております。  
　今年の内容を抜粋して読み上げさせていただきます。  
　「携帯電話は災害時に極めて有効な通信手段で、台風災害や山林火災、山林作業

の事故、けが等の急を要する場合には欠かせないものとなっています。人家におけ

るエリア整備は一部を除いてほぼ完了したところではありますが、山林や作業道等

の奥地においても、面積カバー率を上げることが今後必要だと考える」こういった

要望をしております。  
　これは今年の要望であり、令和４年の要望を踏まえて、令和５年に総合政策部の

から回答があっております。  
　「携帯電話の電波等の設置は民間が行っている関係もあり、採算の面から大変厳

しい。世帯カバー率１００％にしていくことが重要だと思います」という回答いた

だいております。  
　また、平成３０年３月議会の中島議員の質問に対しまして、またその後、追跡調

査を行いました。昨年９月議会の後の議会だよりに、企画情報部課から、やはり同

じように「事業者の採算が合わないので大変厳しい」という回答でありました。  
　これはどう聞いても国や県、町がどういうよりも、事業者が実際にやってくれる

かどうかにかかっていると考えるわけです。  
　私個人的に考えるのですが、例えば、北郷地区、西郷地区、南郷地区の不感地帯、

またそのつながりにくい遅滞の方々、地域住民が結集しまして、例えば、業者に、

直接話しに行くと、陳情に行くことは実際できないか、どうでしょうか。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
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【町長　田中　秀俊】  
　いいことだと思います。中島議員が苦労して小黒木に鉄塔を造っていただいたと

いう経緯があります。やはり住民が不便を感じているという熱意が携帯キャリアに

つながったということであります。  
　早く言えば、道をどうかしてくれと日向土木にその地域の方々が、直接、お願い

に行くことは非常に効果があります。その地域の方々がどこの会社がいいという話

から始まって、陳情書を作って、代表者と役場が一緒に行ってお願いするとは非常

に有効な手段ではなかろうかと、議員おっしゃるとおりだと思います。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長の答弁が終わりました。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　１番、若杉　伸児議員。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　ありがとうございます。私もこのことを踏まえて西郷地区、北郷地区、南郷地区

も多少、把握しておりました。  
　やはり家でもつながらない所があり、各議員さんや個人的にお願いに来ていると

いう話も、この質問をする当たってつい最近ですが聞きました。そういった事がで

きるということであれば、つながらない所とつながりにくい方もいらっしゃいます。

この方々にお話を持っていって、私たちの力ではそういった場を設定したりするこ

と厳しいと考えております。その際には、町が中心となって機会があればぜひセッ

ティングしていただきたいと考えているのですが、それはお願いしてよろしいでし

ょうか、一応、確認だけ。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　それはやぶさかではないと思っております。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長の答弁が終わりました。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　議長。  
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【議長　那須　富重】  
　１番、若杉　伸児議員。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　本当にありがとうございます。早速、進めていきたいと考えております。  
　では、３番目に移らせていただきます。山林や奥地での作業に従事する業者の方々

の有事の際、先ほどもよく出てきておりましたが事故等の場合、どういった対応を

取るか、何か共有しているのかどうか、そのあたりをよろしくお願いいたします。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　現在、山林等の携帯電話の不感地帯で有事が発生した場合は、携帯電話がつなが

る場所まで移動し１１９番通報することが重要となっております。  
　このような有事を想定し、町内の林業事業者や林業従事者には、有事の際の通報

手順として山岳事故発生時の手引きを配布して周知を図っております。  
　また、昨年１０月１７日に森林組合や作業班等の林業関係者に御参加いただきま

して、林業労働災害を想定して防災訓練を実施しております。  
　当日は、山林で林業作業中に滑落し、防災ヘリに救急要請するというシナリオで

訓練を実施しております。林業関係者、役場消防団、救急救命士、航空隊、西郷病

院の連携した訓練により、有事の際の対応を共有し認識しております。  
　なお、本年１０月に同様の防災訓練を実施する予定で準備を進めております。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長の答弁が終わりました。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　１番、若杉　伸児議員。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　分かりました。昨年か一昨年に地域おこし協力隊と議会との意見交換会を行いま

した。その際に、「美郷町のプラス面、マイナス面があったら何でもいいですからお

答えください」と言いましたら、北郷の木炭生産で来ている協力隊の方が、「１人で

山に入って仕事をすることがある。その際に携帯電話が通じないところが多い。も

し１人で仕事をしていて事故に遭ったらどうしようと不安になる」と言われており

ました。  
　私はこの質問するに当たって、地元の森林組合作業班にこのことについて聞いて
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みました。「実際、携帯はどうですか」と聞いたところ、この方は主に南郷地区の渡

川、鬼神野、時々神門でも作業されています。「年間を通じて携帯電話が通じる所と

通じない所で仕事をする割合は約５０％、５０％くらいだ」と言っておりました。

「例えば、通じるためにはどれくらい走ればいいか」と聞くと、「遠い所でも約１０

分車を走らせれば、携帯電話が通じる所までは行けるよ」と言っておりました。そ

れは、あくまでも車に乗ってから１０分間であって、１人でおれば自分では乗れな

いわけです。もしケガをした人がいた場合でも、１人２人いないと乗せられないわ

けです。その点については、非常に不安を感じると言っておりました。  
　その当時、森林組合からそういったことに関して何か情報とか「こういったこと

をやってください、対応してくださいというのがありますか」と聞いたところ、携

帯電話にＧＰＳで位置情報が確認できるアプリがあります。もちろん携帯は通じな

いのですが、もし何かあったときにその人の携帯がどこにあるか、位置情報がアプ

リで確認できるそうです。森林組合から、このようなアプリをぜひ取り入れてくだ

さいという説明、そういった推進はあると聞いております。  
　私、地元の建設会社にも聞いてみました。特に取決めはしていないと言っており

ました。以前は、業務用トラックに無線を積んで作業をていたが、今はもうそこま

で対応していないと言っておりました。  
　そのような面からも、山林で仕事をされている方、それに携わっているそれ以外

の関係者の方にも、今後また力を入れていただければいいかなと考えております。  
　次に、４番目に緊急時や災害発生時、不感地帯において、どのような方法で状況

等を把握し情報提供を行っているのか、お伺いします。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　先ほどのアプリは、私も知りませんでした。やはり１人で山に行って、もしもの

ことがあったときはどうすることもできないと考えます。やはり何かの対策は必要

かなと思うところであります。  
　ただいまの質問でありますが、緊急時や災害発生時において、その場所が携帯電

話の不感地帯である場合は、消防救急無線や移動系防災無線、衛星携帯電話を使用

し情報の収集や提供を行っております。  
　携帯電話の不感地帯において有事が長期化する場合は、携帯電話会社により臨時

中継局を設置いただけることを伺っております。今現在したことはありませんが、

長引くとその配慮をしていただくということであります。そういうことが起こらな

いことが一番いいとは思っておりますが、そうなっております。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長の答弁が終わりました。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　議長。  
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【議長　那須　富重】  
　１番、若杉　伸児議員。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　分かりました。平成１７年度に台風が来たときに、渡川地区の道路が寸断され、

通信手段も全て携帯電話から固定電話つながず、それが何日間か続いたことがあり

ました。  
　あの時に行政から衛星電話が来たような気がします。何かＧＰＳではないですが、

宇宙とつながるかのか、何か分からないのですが、実際に通話しているのを見たか

聞いたかしました。実際、それが今でもあるんでしょうか。  
 
【総務課長　甲斐　武彦】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　総務課長。  
 
【総務課長　甲斐　武彦】  
　衛星携帯電話、インマルサットといいます。その携帯電話は現在２台、町で保有

しております。有事の際に使用することを想定して、保有しております。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　答弁が終わりました。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　１番、若杉　伸児議員。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　名前まで知りませんでした。２台あるということで、いざという時には本当に心

強いかなと考えます。  
　先ほどの続きになりますが、ＡＥＤを使う心肺蘇生法を皆さんもよく御存じだと

思います。私も何度か体験したことがありますが。  
　これは、まず発見したら周囲の確認をして、そして倒れてますという方の状況を

確認すると。その後に通報するという仕組みになっております。１１９番通報する。

それかもしくはＡＥＤがあれば、どなたかにＡＥＤを持ってきてもらうようにお願

いする。これが手順だと思います。皆さん御存じかとは思います。私は、この講習

会のときに、その頃はジェームズだったか分かりませんが、質問をしたことがあり

ました。  
　「まず、発見してそこが不感地帯だった場合、取りあえず蘇生をするのか、それ

とも誰もいなくても、１人でも取りあえず携帯のつながるとこまで行って通報する

のが先なのか、どちらが先ですか」と私は聞いたことがあります。  
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　皆さんはもちろん御存じですよね。これは当然ですが、取りあえず通信可能なと

ころまで行って、取りあえず１１９番通報をして、そして心肺蘇生など手伝っても

らえる方を確保することが最優先だそうです。これは今も変わっていないというこ

とでありました。今度ジェームズに行って、改めて聞いたら「そのとおりです」と

言われました。  
　今でも町内でこういった通信ができない、特にこういった災害が発生するような

所があります。この間から避難訓練がありました。私の地区は、ＡＥＤによる指導

はありませんでしたが、こういった指導があれば、このような基本的なこと、どう

いった処置をすればいいのかというのは、機会があるごとに周知していると思いま

す。今後もそういった機会を周知していただきたいと考えますが、それはどのよう

にお考えでしょうか。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議員おっしゃるように、町には救急救命士がいます。そういう人たちに広報紙や

きららを使って情報提供をしておりますが、まだまだ町民に浸透していないと部分

があります。そういった広報はしていきたいと思っております。  
 
【議長　那須　富重】  
　答弁が終わりました。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　１番、若杉　伸児議員。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　分かりました。先ほどのエリア拡大と共によろしくお願いいたします。  
　２問目の質問に移ってよろしいでしょうか。  
 
【議長　那須　富重】  
　２問目の発言を許可します。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　２問目に、町内３校の義務教育学校の部活動についてお伺いいたします。  
　働き方改革の一環により、全国的に教職員による部活動指導の問題が取り沙汰さ

れております。また、少子化により、部活動自体も存続の危機にあると考えます。

町内３校の義務教育学校の部活動の現状と今後の課題、取組について、次のことを

お伺いいたします。  
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　まず初めに、学校教育における部活動の意義と必要性、また町内３校の部活動の

現状について伺います。  
 
【教育長　大坪　隆昭】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　教育長。  
 
【教育長　大坪　隆昭】  
　部活動についてお答えいたします。  
　御承知のとおり学校の教育活動につきましては、学習指導要領に基づいて実施さ

れております。それは学校教育法を受けて文部科学省で、学校教育法施行規則を立

てられ、その中に教育活動については、学習指導要領に基づいて行うものとされて

います。全国の学校では、その学習指導要領に基づいて教育課程を編成していると

ころであります。  
　その中の部活動の位置づけについてであります。「生徒の主体的・自主的な参加に

より行われる部活動については、教育課程外の学校教育活動として教育課程と関連

が図られるよう留意するものとする」となっており、その意義や必要性につきまし

ては、「生徒の学習意欲の向上や責任感、連帯感を醸成するなど学校教育が目指す資

質・能力の育成に資するものである」とされております。それを受けて、各学校で

それぞれの部活動が実施されているところであります。  
　現在、美郷町における部活動につきましては、美郷南学園が野球とバドミントン

の２種目、西郷義務教育学校がソフトテニスと陸上と野球の３種目、そして美郷北

義務教育学校が陸上とバレーボールとソフトテニスの３種目が行われています。  
　なお、この部活動につきましては、議員の御指摘のとおり教職員の働き方改革の

一環として行われるということが、報道関係でも多く取り入れられております。美

郷町のように教員数の限られている学校におきましては、そのこと以上に、現在あ

る部活動、これを維持・継続させるために、教職員の人事異動に影響されることな

く継続させる上で、大変重要な方法の一つであると捉えております。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長の答弁が終わりました。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　１番、若杉　伸児議員。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　指導要領に伴うということで、内容の説明と現状の３校の部活動についても分か

りました。最初にお答えしたいのですが、私はあくまでも部活動をするという前提

で、話をこれから先、進めていきたいと思います。  
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　今、世間一般的に、多様性という言葉が使われております。私たちの子供の時分

から、中学校になったら部活動はして当たり前、何かしら部活動に入るというのが

当然という感じになっておりました。  
　ただ、今は多様性が叫ばれる時代であります。実際に、部活動に参加していない、

活動していないという子供さんもいるようですが、その点についてはどのようなお

考えなるか、お伺いいたします。  
 
【教育長　大坪　隆昭】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　教育長。  
 
【教育長　大坪　隆昭】  
　現在、部活動の減が心配されているとおり、美郷町内における部活動をしている

子供達の数は４６名、全体の８７％の子供達が部活動に参加しております。  
ちなみに県内でいきますと県内では５７％と、やはり全国的に部活動から離れてい

る子供達が増えているという状況は確かにあります。  
　今、多様性ということが出ましたが、確かに各家庭でその取組が違ってきており

ます。部活動ではなく、別の習い事をさせたいという保護者もおります。そういっ

た動きもあり、特に必ず部活動に入りなさいという各学校で行うような指導は教育

委員会としてはしておりません。私自身もその必要はないかと思っております。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　答弁が終わりました。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　１番、若杉　伸児議員。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　認識もよく分かりました。私もそのように考えておりますけど、今日はあくまで

も部活動をやるという前提で、いろいろお話を伺わせていただきたいと思います。  
　私も昔の古い友達、高校時代の友達と会って話すと、昔の懐かしい話をする中で、

部活動は思い出として残っております。あの人の部活は何だったとか、すぐ部活の

話になります。苦楽を共にするではないですが、一生懸命スポーツに励んだという

体験はずっと残るんだろうなと考えております。  
　先ほどから先生の働き方改革の件で、私は美郷町南学園の２つの部活の先生とお

話をさせていただきました。２人とも非常に熱心な方であり、１人の方は教員歴７

年のうち４年間、指導に携わっているということでした。あとの３年間もしたかっ

たのですが、いろいろ事情がありできませんでしたとのことでした。もともとと言

いますか、現在も保健体育の先生で非常にスポーツには興味を持っており、嫌々や
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ったことは全くありませんと言っておりました。もう一人は教員歴６年の方で、６

年間ずっと携わっているそうです。その人は野球で、野球の部活動がしたくて先生

になったようなものですというを話しておりました。  
　そういった働き方改革で、負担ということはお２人とも全く考えていないという

ことでした。  
　１人の方は家庭があり、どうしても家族に負担がかかるから、その点は心配して

いるが深い理解があると話していらっしゃいました。  
　私は常日頃考えているのですが、やはり部活動は家庭ではできない、心身ともに

鍛えることができるので、私個人的には続けていただきたいと考えております。  
　次に本年４月より、町内の３校が全て義務教育学校に変わりました。そのことに

よる部活動自体、また指導体制に何か以前と変化があったのか、お伺いいたします。 
 
【教育長　大坪　隆昭】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　教育長。  
 
【教育長　大坪　隆昭】  
　ただいま御質問がありました義務教育学校になってからということです。義務教

育学校になったからといって部活動自体の考え方やその内容、編成の在り方が変わ

ることは全くありません。  
　ただ、義務教育学校では教職員において、小・中学校の隔たりがなく１つの組織

体として運営することができます。例えば、転入する先生、小学校籍で転入して移

動してきた教員であっても、校長先生の裁量によって部活動の顧問をさせることが

できます。通常の小学校では、それはできません。外部指導者にしなければいけま

せんので。これまで美郷南学園は義務教育ではなかった時には、外部指導者として

小学校の先生は来ることはできました。今は顧問として、校長の裁量で実施するこ

とができております。  
　現在、美郷南学園ではそうやっていませんが、西郷義務教育学校と美郷北義務教

育学校において、小学校の先生が中学校の協力者となって指導に当たっているとい

うことです。校長の聞き取りによりますと、指導体制の充実が図られて、生徒と教

員との交流、さらには先ほど言いました働き方改革等にも良い影響が出ているとな

っております。今後それが広がっていくのではないかと考えているところです。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　答弁が終わりました。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　１番、若杉　伸児議員。  
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【１番　若杉　伸児】  
　今の件、よく分かりました。私は、美郷南学園が小中一貫校から義務教育学校に

移行するときに、教育長はじめ教育委員会の職員の方々に足を運んでいただき、メ

リット、デメリットを聞いたことがありました。  
　その時に、部活の指導に関しては柔軟な対応ができていくのではないかと説明を

受けていたような気がします。多分そのことだったんだろうなと考えます。よく分

かりました。  
　次に、今年度より部活動の休日拠点校方式が採用されております。その拠点校方

式の現状と今後どのように展開するのか、どのように考えているのかお伺いいたし

ます。  
 
【教育長　大坪　隆昭】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　教育長。  
 
【教育長　大坪　隆昭】  
　議員が御指摘の部活動の休日拠点校方式と申しますのは、文部科学省、それから

スポーツ庁、文化庁が令和４年度から３年間を部活動改革推進期間と定めておりま

す。その部活動改革の一つの方法として、休日拠点校方式があります。  
　どういうものかといいますと、通常の平日の日には所属する学校で部顧問の教職

員とともに活動練習をし、土曜、日曜、それから夏休みなどの休日には拠点となる

学校で合同で集まっての活動をするものであります。  
　本町では、令和６年度から導入しております。令和５年度は部活動指導員をまず

指定することから始め、本年度から拠点校方式を取り入れております。  
　現在、ソフトテニス部については、美郷北義務教育学校を拠点校として、西郷義

務教育学校と美郷北義務教育学校の子供達が集まっております。さらに野球につき

ましては、美郷南学園を拠点校といたしまして美郷南学園の子供達と西郷義務教育

学校の子供達が一緒に集まって練習をしており、県大会にもその形で出て活躍をし

ているところです。  
　今後の展望といたしましては、関係者との意見を聞き取りながら、現状の取組を

評価いたしまして、生徒の希望に沿うような拠点校方式を拡充していけたらなと考

えているところであります。  
　以上であります。  
 
【議長　那須　富重】  
　答弁が終わりました。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　１番、若杉　伸児議員。  
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【１番　若杉　伸児】  
　拠点校方式、よく分かりました。  
　このことは前回の議会だよりにも、拠点校方式についての説明が載っています。  
　２、３点伺いたいのですが。まず最初に伺いたいのが、先生とお話をする中で聞

いたのですが、今の部活動の人数が減っているため、例えば、２校合同でチームを

編成して中体連などの大会に出られますとなっています。この拠点校方式だと、極

端な例を言いますと、美郷北、西、南のそれぞれに同じ競技をやりたい子がいた場

合、取りあえずその３校で、まず拠点校でチーム美郷をつくって、そのチーム美郷

がまた諸塚や椎葉と組んで、学校で言えば４校で組んでも出られるという話を聞い

たのですが、それは正確な情報なのでしょうか。  
 
【教育長　大坪　隆昭】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　教育長。  
 
【教育長　大坪　隆昭】  
　部活動の県大会出場については、中体連の決まり、中体連で決めています。やは

り大きなところでは勝利主義が先行して、上級生だけを集めて、うまい子だけを集

めての県大会に出場して上位を狙うというところもあり、厳しい規定をつけ「２校

以上は認めない」とされていました。今度、拠点校方式を取り入れれば、先ほど言

いました３校が一緒になっても１校として認める、拠点校として認められることに

なります。  
　今年の部活動で申しますと、美郷南と西郷とが１つの拠点校になっています。実

際は、椎葉の子供たちが美郷南と合同チームとして、３校になりますが、拠点校１

と普通の学校が１、１と１と２校で認められるということです。バレーボールにつ

きましては、北郷と諸塚の子供たちが一緒に出場することもできるようになってお

ります。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　答弁が終わりました。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　１番、若杉　伸児議員。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　今、教育長が説明されたとおり強豪校をつくるという意味ではなく、うちは本当

にやりたい子が大会に出られるかどうかということなので、本当にいい制度だと思

います。  
　後で質問させていただきますと言いましたが、この拠点校方式になると、議会だ
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よりの中でも触れられたのですが、父兄の負担など今後の問題点等も把握してとい

うことでした。父兄等の送り迎えなどの負担もあって、やりたくてもやれないとい

う子も出てくるかなと思います。どのあたりが何か問題点として、今の現状で捉え

ているか、今の時点だけでも結構ですが、あれば。  
 
【教育長　大坪　隆昭】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　教育長。  
 
【教育長　大坪　隆昭】  
　拠点校方式の実施につきましては、今、議員が申しましたとおり拠点校への移動

が必要になってきます。休日の送り迎えをどうするかということです。  
　今、美郷町においては、休日にスクールバス等の車を走らせて送り迎えをしてお

ります。椎葉、諸塚は、一切それはしていないと聞いております。保護者が送迎す

るようになっていますので、その部分で保護者等とも協力、連携していく必要があ

るかなと考えてるところです。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　答弁が終わりました。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　１番、若杉　伸児議員。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　よく分かりました。スクールバス等も出していただいてるということでございま

す。今後とも、また協力をよろしくお願いしたいと思います。  
　続きまして、４番目に、今後より一層生徒数の減少が懸念されます。それに伴い

部活動においても、様々なまた新たな制約が発生するのではないかと予測されます。　　

本町において、将来的に危惧される問題点があれば、お伺いしたいと思います。  
 
【教育長　大坪　隆昭】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　教育長。  
 
【教育長　大坪　隆昭】  
　この問題点につきましては、生徒数の減少は本当に部活動への大きな影響があり

深刻であります。  
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　一番考えられるのは、先ほどから問題視されているように、子供達の数が減るこ

とによって、チームスポーツといいますか団体競技が編成できなくなります。そう

なってきますと、生徒が希望する競技種目がうまく取れないために子供たちの部活

動離れが、さらに大きくなるのではないかなという心配をしています。  
　この対応につきましては、関係市町村、特に諸塚村、椎葉村と連携を図りながら、

合同で、自治体を超えてのチーム編成ができないかと進めているところであります。 
　それから２つ目としましては、この拠点校方式を実施していくためには、部活動

指導員の選出が必要になってきます。生徒の希望に沿った部活動を編成するために

は、その競技種目等の指導に長けた地域の人材を確保する必要があります。生徒一

人一人の希望調査を行いながら、編成に向けて理解を求めて協力していただける方

をお願いしていかなければならないと考えております。  
　もう一つは、先ほど言いました送迎の問題です。これをどうするかということが

出てくると思います。  
　このように懸念される問題は幾つもあります。先に答弁いたしましたとおり部活

動は大切な教育活動の一つであることから、地域のクラブチームへの移行も考えな

がら取り組んでいかなければならないと考えているところです。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　答弁が終わりました。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　１番、若杉　伸児議員。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　分かりました。部活動指導員は、早川議員が北郷で少女バレー、また中学校の部

活動、もう長年にわたって貢献いただいております。今後とも、この部活動指導員

を、また新しく育成していただければと。たしか今度の予算にも何かその件が上が

っていたと思います。  
　私は団体競技のことを心配しております。実は先々月７月に熊本県で少年野球の

大会がありました。本町の美郷ベースボールクラブ、これは美郷北義務教育学校と

美郷南学園の５、６年生でつくったチームであります。これが、日向市東郷町のＦ

Ｔというチームと合同で県大会に出場し、優勝しました。宮崎県代表として、熊本

県での全国大会に出場して１回戦を何とか勝つことができました。町はじめこの議

場にいらっしゃる皆さん方には、御支援をいただきました。ありがとうございまし

た。  
　このＦＴというのは、東郷の福瀬の略だそうです。昔、福瀬と東郷にチームがあ

り、これが合併してＦＴというチームになったそうです。  
　この父兄の方とお話ししましたが、このチームにも優秀な子供がいらっしゃいま

す。ところが、一部の方が日向から通っているだけで、地元東郷の方だそうです。

東郷学園には今、野球部が無いそうです。この優秀な生徒たちが、今後どうやって

野球を続けていくのか、本当に心配しておりました。もう越境入学でもさせようか
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なと言っておりました。  
　これは東郷学園の問題だけではなく、この美郷地区においても、今、野球をやっ

ている子供、バレーをやっている子供が団体競技として今後、続けられるのかなと

私もこの点を一番心配しております。  
　今、教育長もおっしゃいましたが、拠点校方式等を利用して何とか今後、続けて

いければなと考えております。  
　最後に、保護者や何よりも子供の思いが一番であると思います。しかしながら、

もう５年後、１０年後を考えたとき、部活動の状況を見据えたときに、町として何

かしらの基本構想があるのか、先ほどの拠点校方式のことも含めて、何か基本方針

があるのかお伺いいたします。  
 
【教育長　大坪　隆昭】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　教育長。  
 
【教育長　大坪　隆昭】  
　今後の部活動の在り方につきまして基本方針、基本構想の策定は、まだできてお

りません。まずは現在、行っている活動について生徒の希望把握等から始めていか

なければいけないのかなと考えているところです。  
　その上で町内の部活動指導員、さらには各種スポーツの指導者、保護者などから

御意見をいただきまして、部活動の種目などを策定していかなければいけないのか

なと考えています。  
　先ほども申しましたが、近隣の市町村等とも連携していきながら、どんな部活動

がこの地域にあるといいのか、そしてまたその部活動指導員が確保できるのか、情

報交換をしていかなければならないのかなと考えています。  
　部活動の運営主体をスポーツ少年団やクラブチームに移行をしていくような部活

動地域移行も含めて、今後研究していかなければいけないと考えているところです。 
　なお合わせてですが、本町の部活動について、現在運動部しかない状況が見受け

られます。議員から質問がありましたように、加入していない子供は、ひょっとし

たら運動の苦手な子供たちも中にはいるのかもしれないといった観点から、文化系

の部活動の設立も勉強というか研究をしているところです。何とか希望がそろえば

できるのではないか、今のところは吹奏楽に充てて、吹奏楽の部活動指導員も確保

していきながら設置することによって、現在部活動に参加していない子供たちを参

加させるようなこともできるのではないかと考えているところです。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　答弁が終わりました。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
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　１番、若杉　伸児議員。  
 
【１番　若杉　伸児】  
　よく分かりました。私、この質問をするに当たって、学校の部活動の顧問の先生

それから、部活動指導員の方、少年野球の監督、様々な人の意見を聞いてみました。 
　結局のところ、私はまとめることができませんでした。それぞれ思いがあり、先

ほど教育長も述べられたとおり、皆さん考えているようであります。今後、またそ

の方向で話を進めていっていただければ、協議していただければと考えます。  
　私は高校時代のことを考えまして、久しぶりに卒業アルバムを見てみました。私

の卒業した高校は、当時、私たちが在学していた頃が一番生徒数が多かった時期で

はないかと考えております。１０クラスで各クラス４５人でした。４５０人で３学

年ありました。単純計算して１，３５０人の生徒数だったと思っております。私達

の頃からその数が５、６年間続いて、私たちの後に１１クラスあった時期もあった

そうです。一番多かった頃かなと思って卒業アルバムを見ていました。  
　スポーツクラブが全部で１５ありました。男女別にしたらスポーツだけで２０で

す。文化部のサークルは８つありました。単純に文化系を含めた２３の部活動があ

ったわけです。もちろんこれは高校の話ですが、その頃は自分のやりたいこと、自

分の才能を見つけるためにいろいろなものに参加できたんだろうなと考えておりま

す。それを考えると、本当１種目か２種目しか選べない、選ぶ余地もなというのは

かわいそうといえばかわいそうかなと。もっと他の分野に力を伸ばせる子供もいる

のかなと私も考えました。  
　今後、この部活動のことに関しては、また教育委員会とともに私も力を入れてい

きたいと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。  
　以上で、私の質問を終わらせていただきます。  
 
【議長　那須　富重】  
　これで、１番、若杉　伸児議員の質問を終わります。  
　ここで、１０分間の休憩に入りたいと思います。  
　それでは、１１時３９分より再開といたします。  

（休憩：午後１１時２９分から１０分間）  
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【議長　那須　富重】  
　それではおそろいでございますので、会議を再開いたします。  
　３番、中田　武満議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。  
 
【３番、中田　武満】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　３番、中田　武満議員。  
 
【３番、中田　武満】  
　では通告に基づき、質問させていただきます。  
　第１問目は、町民の医療関係の情報のコンピューターシステム管理についてであ

ります。  
　現在の町内では３病院の患者といいますか、受診者の医療情報はコンピュータシ

ステムで管理されているところであります。昨年から医療カルテは電子カルテとな

りまして、全てが効率的な作業となっていると考えております。  
　現在、直近で結構ですので、何人のデータが管理されているのか、教えていただ

きたいと思います。  
 
【議長　那須　富重】  
　それでは、町長の答弁を許します。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　町民医療機関関係情報のシステム管理についてという質問であります。  
　電子カルテはいろいろな形で整備しており、何名かということで結構な数になっ

ております。その医療機関ごとの令和６年５月１日から令和６年７月３１日までの

３か月間で、電子カルテ取扱件数です。合計すると２，１４３件あり、これは少し

重複してる部分もあるかもしれませんが、西郷病院が一番多く１，２８３件、南郷

診療所が６０８件、そして北郷診療所が２５２件になっています。  
　この中で受診した人はできますが、まだ受診していない方、来ない方がいいので

すが、健康だということで。受診していない人達が来ればデータに残っていきます。

今の１つの病院、２つの診療所で相互にやり取りはうまくいってるのではないかと

認識しているところでございます。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長の答弁が終わりました。  
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【３番、中田　武満】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　３番、中田　武満議員。  
 
【３番、中田　武満】  
　町長が言いましたように、このデータ量は多い方がいいんのですが、受診される

方は少ない方がいいと私も思っております。病気の方が少ない方がよりいいんので

すが。そういう形になっているということで、よく分かりました。  
　私の個人的な考えなのですが、この電子カルテは、紙に書いたカルテよりも非常

に管理がしやすく保存もしやすく、業務の効率がいいのではないかと考えます。  
　このシステムの情報共有は簡単にできるということで、先の一般質問で「この３

病院の情報を共有できないでしょうか」というお願いをして、すぐこの共有につい

て実施していただき、町民もよりよい高度な質の高い医療を受けていると確信して

いるところであります。  
　では、この電子カルテのこの個人情報の管理について、お聞きしたいと思います。 
　この医療において扱われる情報は、個人情報として極めて注意を要する、絶対知

られてはならない個人情報だと考えております。  
　このシステムを使用している機械、ソフトウエアなどの運用や必要な仕組みの全

般的な取決めが当然、内部ではされていると思います。簡単で結構ですので、その

概要等を御説明いただければと思います。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　スマート農業という話でずっとしてきましたが、スマート医療ということで、議

員がおっしゃるような今からはいろいろな形で集積され、個人ごとデータが瞬時に

見られる、それはそれで結構なことですが、個人情報でそれが出ないようにどうい

う管理でやってるのかという話であります。  
　電子カルテの運用につきましては、医療情報システム運用管理規程に基づき運用

されております。電子カルテを利用する者は利用者ごとにＩＤとパスワードを有し、

電子カルテシステムにログインし、診療記録、看護記録等の記載やレセプトの作成、

エックス線等の画像管理などを行い、患者の診療情報を同時共有しながら迅速な医

療処置に当たっているということであります。  
　セキュリティにつきましては、国の定めるガイドラインに基づきまして管理し、

回線については電子カルテ専用となるＶＰＮ回線を使用しており、最新のセキュリ

ティ情報に常に更新するなどサイバー攻撃を受けにくくする対策を講じています。  
　また、個人に配布されたパスワードにつきましては定期的に変更するなど外部へ

の情報漏えいや外部からの侵入防止対策を徹底し安全管理に努めております。  
　以上です。  
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【議長　那須　富重】  
　町長の答弁が終わりました。  
 
【３番、中田　武満】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　３番、中田　武満議員。  
 
【３番、中田　武満】  
　分かりました。十分な管理体制の下に、運用されていることが認識できました。

今後とも十分な安全管理に努めていただきますようお願いしたいと思います。  
　電子カルテは導入できました。業務は効率化しました。情報も共有できました。

適正な管理もできているということであります。それでも、私は町民へさらにより

よい医療体制、美郷町の独自の体制はできないかと考えておりました。  
　今回、この質問をするに当たって南郷の高齢者の方になりますが、何人かの方に

病院のことや病気のことについて、いろいろ聞きました。その方たちが一番心配し

ているのは、「もし真夜中に突然、意識がなくなって倒れた時に、周りに誰もいない

時、誰かいればいいですが、倒れた時にちゃんとした治療が受けられるか。また救

急救命が来て治療を受けられて、またどこに運ばれるのか心配する」といった心配

が多かったような気がします。特に命に関わることですので、心配は大きいのでは

ないかと思います。  
　今度は、「南郷診療所には行ってますか」と聞くと、中には「若い時からかかりつ

けの医者がいるから、日向の専門病院に行ってる」という人もいらっしゃいました。

「特定健診は受診してますか」と聞くと、「それは毎年、特定健診を受けている」と

おっしゃる方がいたところであります。  
　そういったことで質問の趣旨に入りますが、担当課から特定健診の受診の情報を

聞いたところ、今回の決算報告の中で４０歳から７４歳まで６７５人、７５歳以上

の方が１，４４６人で、特定健診を受けている人は２，１２１人もいらっしゃると

いうことであります。非常に高い特定健診の受診率であると思います。  
　この電子カルテの管理数について、先ほどの報告では２，１４３人で、ざっと美

郷町の人口の約半分ということで、重複はしていますが大体５０％あり、５０％の

方の情報はまだないということです。いいことであるか悪いことであるかそれは別

のことでありますが。  
　美郷町において、特定健診や会社に勤めている健康診断を受けているか、その３

病院でまだ受診してない場合はその方々の医療情報はデータ上は全くないというこ

とになっております。３病院での受診のない方の情報はないということではないん

ですが、その方が過去に受けていれば紙でのカルテは残ってる、保存されているた

め幾らかは情報はあるとは思っております。その３病院の受診のない方を特定した

場合、もしその方が時間外、真夜中や土曜、日曜の時間に急に病気になったとき、

必要な措置を、私なりに一緒じゃないんですけど考えたのですが。その方が意識を

失った時になぜそうなってるのか、それが分かるような患者さんの持っている病気

や飲んでる薬等の情報によって適正な医療、処置ができるのではないかと個人的に

は思っております。そういった情報がない場合は、処置が遅れるのではないかと思

っております。  
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　例えば夜中に悪くなった場合、これは私の想像で話をしているのですが、現場出

向くのは救急で救命士が行きます。当然、医療行為ができないので、現実では西郷

病院の当番の先生が、処置の方法や搬送先について、その人の患者さんの情報を聞

きながら判断して、救命士に指示をしているのかなと私は思っております。  
　もしそういう情報がなければ処置が遅れるわけですから、ぜひともその情報があ

る方がいいですよね。例えば、かかりつけの病院が日向の場合、日向で夜間開業し

ていない病院であった場合は、情報も取れないということになります。また不利な

条件が重なることもあると思います。以上のようなことが、どうか改善できないか

ということです。  
　そして、この現システムを使って町民の一人一人の情報とは言いませんけども、

ある程度、地区を限定するか、年齢を限定して、住民の方の医療情報を何かの形で

システムの中に蓄積しておれば、そういう医療処置ができるのではと考えておりま

す。そういった管理システムの構築はできないものか、お伺いしたいと思います。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議員が今おっしゃったことは、もっともなことで国も動いているようであります。

現在、国が取り組んでおります医療ＤＸにおきまして、電子カルテ情報の標準化や

電子カルテ情報サービスの構築が進められています。これが実現しますと、全国で

個人の医療情報を共有することが可能となります。処方箋情報や検診結果、予防接

種の履歴など医療や保険、介護といった分野の情報も速やかに閲覧することができ

るようなシステムをつくっていくようです。  
　今後はこの国の動きに合わせて、将来的な医療情報の共有化を図り、安全かつ迅

速な医療提供ができる体制をつくっていきたいと思っております。  
　すぐにはできないかもしれませんけど、国がシステムをつくったらそれにどんど

ん入れていけば、病院でもどっかに行った、どこで悪くなったという話になったと

きに、救急に、情報が全部見られることになり、非常に安全安心になっていくとい

うことであります。そういう方向性で国は動いているようでございますので、町は

それに乗っ取っていこうと思っております。  
 
【議長　那須　富重】  
　答弁が終わりました。  
 
【３番、中田　武満】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　３番、中田　武満議員。  
 
【３番、中田　武満】  
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　分かりました。国が動いているということで、非常に安心したところであります。 
　国はもう一つ、医療業務の改革と国民への最良の医療治療を提供するために、こ

の保険証を廃止してマイナンバーカード保険証、マイナ保険証の一体化をするとい

うことで、その期日が１２月２０日までで、今回の条例の改正の中にもありました。 
　このマイナ保険証の利用率が、先日の宮日の記事にも載っていました。利用率が

今年６月で１０％という非常に低い数字になっているようです。  
このマイナ保険証も少し勉強したのですが、医療機関に持っていかないとメリッ

トがないということで、業務改善も必要ではないかと思います。高齢者の利用につ

いては、少し無理があるかもしれません。  
　しかし、国としてはこのマイナ保険証を順次、並行して進めていくと思います。

説明がありました国の医療システムが、早めにこの美郷に導入されることを望むば

かりであります。  
　町においては、西郷病院から基幹病院が遠くて不利な地域もあります。早期にこ

の対応が取れるように、町民が安全で安心できる場所を、ここにいてよかったと思

えるように早期の対応をお願いして、１問目の質問を終わりたいと思います。あり

がとうございました。  
 
【議長　那須　富重】  
　答弁はいいですかね。いいですか。  
　それでは、ここで１問目が終わりましたので、一旦ここで中田議員の質問をこれ

１回終わりまして、午後につなげたいと思います。  
　ここで休憩に入りたいと思います。  
　再開を１３時からといたします。  
 

（休憩：午前１１時５８分から６２分間）  
 
 
 
【議長　那須　富重】  
　それでは、休憩前に引き続き、一般質問を再開します。  
　午前中の３番、中田　武満議員の２番目の質問から入りたいと思います。  
　それでは、３番、中田　武満議員の登壇を許し、２問目の発言を許可します。  
 
【３番、中田　武満】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　３番、中田　武満議員。  
 
【３番、中田　武満】  
　午前中に引き続き、２問目に入りたいと思います。  
　２問目については、森林環境譲与税の活用による林業振興についてであります。

この件につきましては先日の４日に、文教産業常任委員会の調査報告で報告した件

と関連した質問であります。  
　森林は、木材など林産物の供給はもとより水源の確保、災害の防止など、地球温
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暖化対策上でも重要な役割を果たすなど多面的な機能を多く持っております。  
　宮崎県におきましては、林業の担い手の高齢化など様々な要因によって手入れの

行き届かない人工林や伐採後に放置されている森林が増えるなど、多面的機能の低

下が懸念されています。改めて森林がもたらす恩恵を思い起こし、森林資源の循環

利用を図り、豊かな資源を次の世代へ引き継ぐことを目的に、再造林日本一を目指

して、今取り組んでいるところであります。  
　以上のような取組が、必要ではあります。文教産業常任委員会の調査結果内容に

もありましたが、森林組合等の幹部職員との打合せの中で、意見要望についてを総

論、総括的に聞きました。幹部は、林業に関係する全ての事業において、職員や従

業員が足りないので、この譲与税を使った取組ができればと強く要望したいという

内容ではなかったかと私は感じたところであります。  
　通告書にも３項目、取組みができないかと整理しております。その点について、

若干説明を加えたいと思います。  
　まず１点目は、森林整備作業員の確保のための支援対策ということです。  
　この森林整備に対する作業員が、森林組合で言えば作業班が不足して、この整備

や伐採後の植林や下刈り等の作業が遅れているのではと。  
　近年ではよく見かけますが、山林の伐採が多く行われているような現実でありま

す。整備する山林が多く、作業員や作業班が足りず、遅れているのではないかとい

かことであります。この整備に対する支援、担い手確保の支援対策等はないかとい

うことであります。  
　２点目については、森林組合の組合員または町民が持っているそれぞれ私有林が

あります。当然、堺などを管理した森林台帳を森林組合や県が管理しています。こ

の台帳が字図や航空写真であり、伐採や植林をした情報が載っております。これが、

現在進んでおりますが、その情報がその台帳に入力不足ではないかと私は感じてお

ります。  
　森林組合の職員に聞きますと、県とのやり取りの中でなかなか情報交換もできて

ないし、整理する時間もないということです。できれば専属で山林情報を収集して、

その台帳に入力作業ができるような職員がいれば一番いいという意見でございまし

た。  
　３番目の。  
 
【議長　那須　富重】  
　中田議員、一応この議会は一問一答方式でやってますので、どうですか、１番と

２番と分けて１問についてまず答弁をいただいて、２番目、３番目と。  
 
【３番、中田　武満】  
　いや、もう一度で結構です、一度で。  
 
【議長　那須　富重】  
　執行部はよろしいですか。はい、どうぞ。  
 
【３番、中田　武満】  
　３番目については、これは既にもう行われると思いますので、説明は省きたいと

思います。  
　以上の点について、譲与税を使って取組ができないか、お伺いしたいと思います。 
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【議長　那須　富重】  
　町長の答弁を許します。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　担い手という部分は林業関係だけでなくて農業関係、人手不足、人口減少の中で

少子化が非常に全ての問題を引き起こしていると思っております。これは長いスパ

ンで人口増の対策を取らない限り、尻細みしていく状態になっていくのではないか

と心配をしております。  
　議員の森林整備作業班員確保のための支援対策ということであります。  
　担い手の確保の観点から、令和２年度より県の認定林業事業体の従業員を対象と

した支援を行っております。  
　支援の内容は、従業員の労働安全装備品等の購入補助、資格取得費用の補助等で

あり、令和５年度からは一定期間内に行った下刈り作業を対象とした特別手当を支

給しており、担い手の確保を図る取組を森林環境譲与税を活用して行っております。 
　作業員の確保には賃金アップという待遇改善が最も効果的ではございますが、森

林環境譲与税を直接、賃金に充てることはできず、全ての職種において検討しなけ

ればならなくなるため、現在の支援策の継続または充実を図ってまいりたいと思っ

ております。  
　森林台帳整備の支援についてですが、平成２８年５月の森林法改正において、市

町村が統一的な基準に基づき、森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報など

を整備・公表する林地台帳制度が創設され、令和元年度に林地台帳システムを導入

しております。  
　また、都道府県が５年ごとに更新を行い１０年を１期とする地域森林計画を県、

市町村、森林組合が森林簿分散管理システムで情報を共有しております。林地台帳

システムと森林簿分散管理システムにより、森林資源情報や施業履歴、土地の所有

者や林地の境界情報等が確認できております。  
　森林環境譲与税が交付されるに当たって多くのコンサルタントからドローンでの

空撮による詳細な森林資源情報の取得や最適な作業道開設のルート選定等、森林台

帳整備に関する提案をいただきました。美郷町林業振興協議会でもコンサルタント

からプレゼンテーションを受け、森林台帳整備の必要性を検討したところです。コ

ンサルタントが提案するシステムの精査を行い見積り等も徴収し、これらを基に検

討を重ねた結果、現在、稼働している林地台帳システムと森林簿分散管理システム

を適正に運用すれば、新たな森林台帳整備の必要はないとの結論に至ったところで

す。森林台帳の整備には森林環境譲与税が活用できますが、新たな台帳整備となる

と多額の導入費用、メンテナンス費用、データ更新費用が発生します。よって、森

林台帳整備に関する新たな取組は今のところ考えていないということであります。  
　また、作業道路については、譲与税が充当されることになっており、一部使って

おります。  
　以上です。  
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【議長　那須　富重】  
　町長の答弁が終わりました。  
 
【３番、中田　武満】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　３番、中田　武満議員。  
 
【３番、中田　武満】  
　分かりました。現在進行形もある、今後、検討する部分もあるということです。

ぜひとも取組をよろしくお願いしたいところであります。  
　１点目の林業の担い手の確保の問題です。  
　別に本日の一般質問の添付資料として、ある林業会社の求人ポスターを配付して

います。これは南郷のある店舗の壁に貼ってありました。私が質問する途中に見つ

けましたので、今回ポスターを提供できました。  
　この求人ポスターを聞いてみますと、会社独自で作成して、費用も全て会社負担

で作っているということです。  
　この担い手作業員確保、林業従事者の求人について考えたときに、このポスター

等を美郷町独自で林業従事者作業員募集という大きなタイトルで作成して、各地区、

日向市、延岡市、宮崎市までに貼ってＰＲするとか、林業従事者就職説明会など開

催するなどできないものか。  
　また、この林業会社の作成ポスター作成費用の一部負担をする、そういった活用

はできないものか、どうでしょうか。お伺いしたいと思います。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　担い手が少ない、それは人口減少だからしようがないという話ばかりしてもやは

り集まらないということであります。それを担当課と相談しながら、また森林組合

と相談しながら担い手確保をやっていきたいと思います。  
　林業従事者が増えると、森林環境譲与税は林業従事者数もパーセンテージに入っ

てきますので増えるということになります。そういう努力もしなければならないと。

そのポスターがいいのかを含めて、検討していきたいと思っております。  
 
【議長　那須　富重】  
　答弁が終わりました。  
 
【３番、中田　武満】  
　議長。  
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【議長　那須　富重】  
　３番、中田　武満議員。  
 
【３番、中田　武満】  
　対応をよろしくお願いしたいと思います。  
　この林業の求人ポスターの効果を会社の方にお聞きしたら、作業員探しは容易で

はないという返答が返ってきました。本当に従業員を探すのは大変です。何かの形

で支援する必要を感じたところであります。  
　私はこのポスターを見て、この林業会社のひたむきな努力に感動しました。若い

社員を採用して、みんなで森づくり、人づくりをしましょうという強いやる気とエ

ネルギーを感じたところであります。  
　林業に携わる方も大事ですが、森林を守ることも大事です。そのことに対して譲

与税を使った取組が関連団体とできるならば、早急に取組をお願いして、私の質問

を終わりたいと思います。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　これで、３番、中田　武満議員の質問を終わります。  
　ここで、５分間の休憩に入りたいと思います。  
　再開を午後１時２０分からといたします。  
 
 

（休憩：午後１時１５分から５分間）
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【議長　那須　富重】  
　休憩前に引き続き、一般質問を行います。  
　７番、川村　嘉彦議員の登壇を許し、１問目の発言を許可します。  
 
【７番　川村　嘉彦】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　７番、川村　嘉彦議員。  
 
【７番　川村　嘉彦】  
　それでは、通告順に沿って質問を行いたいと思います。  
　ここに書いてあるとおり介護車の購入の助成について、質問をしたいと思います。 
　高齢者や身体障害者がタクシーに乗り降りするときに大変、不便であると。介護

車は高額になるので、購入するときに町の助成が必要と思うが、町長の考えを伺い

ます。  
 
【議長　那須　富重】  
　それでは、町長の答弁を許します。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議員の介護車の購入の助成についてという質問であります。  
　本町では障害者の方に対し、自動車改造助成事業を行っておりますが、高齢者及

び障害者の福祉車両の購入について助成はしておりません。  
　介護車というのは、介護車両と呼ばれております。座席シートが回転、昇降した

り車椅子に着座したまま乗降することができる装置がついているなど、介護される

方また介護する方のサポートをするための工夫改善がされた車であります。  
　大変なことは重々承知しておりますが、今のところ障害者の方に対しての改造だ

けの政策しかないということであります。  
　今後、どのような世の中の流れになっていくか分かりませんけど、現時点では、

介護車自体の助成については考えてないというところでございます。  
 
【議長　那須　富重】  
　答弁が終わりました。  
 
【７番　川村　嘉彦】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
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　７番、川村　嘉彦議員。  
 
【７番　川村　嘉彦】  
　令和６年度の美郷町の政策方針にこう書いてあります  
　高齢者の福祉の充実ということで、「令和５年度１２月１日現在、本町における住

民基本台における６５歳以上の高齢者が５２．２％であります。依然として、県下

トップの状況が続いております。高齢者が安心、そして地域で暮らすために高齢者

の困り事や福祉ニーズに速やかに対応します」と書いてあります。このことをどう

捉えるか、お答え願います。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　高齢者が５３％ぐらいになっており、どんどん多くなっていくのは目に見えてお

ります。まず、高齢者よりもその障害者の方に対しての車が先、優先することかな

と思っております。  
　高齢者に対して介護車を購入する時に、町が補助することにした場合どういう形

で補助するのかということも全然考えておりません。車自体の値段も分かりません

し、補助するということになった場合、どのくらいの財政支援が要るのかという計

算をしたこともありません。今のところ障害者に対するそういう支援のみを考えて

いるということであります。  
　先ほど言いましたように、情勢によって今後どうするかという部分でいろいろ変

わってくるのかなと思います。皆さんも高齢になっていき、私もそうですが、その

ときに介護が必要になる方、どこまでが介護が必要かとを皆さんと考えていく。要

支援や要介護になると、ある程度の支援は必要ではないかという話になれば、介護

者自体の補助もあり得ると考えておるところであります。  
　それはもう少し先にどうなるかを推測しながら、今後検討していくことかなと思

っておるところであります。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長の答弁が終わりました。  
 
【７番　川村　嘉彦】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　７番、川村　嘉彦議員。  
 
【７番　川村　嘉彦】  
　高齢になると、車の免許返納を進めております。そうすると買物や病院には車椅
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子等では遠いところもあります。買物や病院に行く時に、介護車を使わなくてもタ

クシーに乗って行きます。介護車というのは後ろに下して、そのまま車椅子に乗っ

て、そのまま行かれます。  
　値段を聞くと７００万円以上するのではないという話でした。これは直接、車屋

に聞いたわけではないので、はっきりした金額は分からないのですが、７００万円

以上するようです。  
　またタクシー会社に聞いてみますと、やはり高くて手が出せないという話があり

ました。町でそういった考えがないか、聞いたわけであります。考えがないという

ことであれば、もう結論が出ておりますのでこれ以上申し上げませんが、再度、お

聞きしたいと思います。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　今のところはないという話であって、今後その社会情勢、いろいろな形の中で検

討はすべき問題かもしれないという話であります。  
　１つはコミュニティバスって何かなという話であります。  
　コミュニティバスを剥いでしまう話になったら、それこそ町民の足がなくなると。

それぞれの時間帯で動いた方が一番いいのですが。全て納得いくような形にはなら

ないという話であります。コミュニティバスを時間設定の中で動かしていることも

事実であります。またコミュニティバスの乗降に問題があると言えば、コミュニテ

ィバスの改造もしなければならないと思うところであります。  
　結局、いろいろなことを考えてやっていく必要があると思っております。この高

齢者に対する購入は、時点では考えていないということであります。先に必要にな

ったその可能性もある、その中で精査していきたいと思うところであります。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長の答弁が終わりました。  
 
【７番　川村　嘉彦】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　７番、川村　嘉彦議員。  
 
【７番　川村　嘉彦】  
　コミュニティバスに乗る方は、車椅子の方はあまり利用していないのではないか

と思っております。  
　私が言っているのは、車椅子で買物や病院に行ける、自分で操作ができますので、

そういった人達がタクシーで１人で病院に行ったり買物に行ったりできる介護車は
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どうかという質問でありました。  
　これについては、将来、検討するということであります。これで打ち切らせてい

ただきまして、２番目に移らせていただきたいと思います。  
 
【議長　那須　富重】  
　２問目の発言を許可します。  
 
【７番　川村　嘉彦】  
　２番目については、バイオマス協議会の事業についてであります。  
　バイオマス協議会では、町の補助を受けてバイオマス発電やバイオマスのボイラ

ーを研究しているということであります。平成４年度に９９０万円、令和５年度に

２５０万円、令和６年度には４０８万円かけて調査をするということであります。

今まで３年間の成果が分かる範囲内でいいので、答弁をお願いしたいと思います。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　この協議会の事業でありますが、少し長くなりますが答弁をさせていただきます。 
　令和元年度から森林環境譲与税の交付が始まりまして、その使途について様々な

協議を行ってまいりました。議員の皆様からも、バイオマス発電等に関する多くの

御質問をいただき、前向きに取り組む時期に来たと認識したところでありました。  
　メリットがデメリットを上回れば、雇用の創出、美郷町の活性化につながるもの

だと考え、令和４年度から令和６年度にかけて、調査を計画、実施しております。  
　調査は、美郷町木質バイオマス供給協議会へ業務委託しております。  
　本協議会は、美郷町で木質バイオマス資源の有効活用を行う林家等の所得の向上

や再生産可能な森林資源の有効利用促進に資することを目的として立ち上げられた

協議会であり、木質バイオマスに関する美郷町内の現状や情報を熟知しております。 
　なお、発電等に関する専門的な調査については、協議会が専門業者を選定し、再

委託することで了解をいただき業務執行を行っております。  
　それでは、年度ごとの業務内容と成果について御説明させていただきます。  
　令和４年度については、町内の木質バイオマス発電の原料となる林地残材の賦存

量調査、木材の運搬から利用までの仕組みと未利用木質バイオマスの燃料化、小規

模木質バイオマス熱電併給及び温泉等での熱利用事業の実現可能性について検証を

行いました。  
　検証の結果、熱電併給や熱利用事業については年間収支は赤字となり、発電事業

期間である２０年内の投資回収不能という報告を受けたところであります。  
　令和５年度では、前年度の調査で課題として挙げられた山地災害の発生原因とも

なる枝条・タンコロ等の林地残材の活用や町内公共施設への木質バイオマス設備導

入の実現可能性について、実地試験を踏まえ検証を行っております。  
　検証の結果、町内施設へのバイオマスボイラー導入検討については、優先順位を

下げ、まずは林地残材を活用したチップ燃料供給体制の構築に注力すべきだとする
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結論に至っております。  
　既存のバイオマス発電所向け供給を軸に、サプライチェーンを強化しながら、並

行してチップの品質改善に向けた取組や実地検証を進めていくことを推奨されたと

ころでもあります。  
　本年度につきましては、令和５年度の結果に基づき、町内の林業事業体が導入し

ている木材破砕機の採算性調査、林地残材チップ供給体制構築に向けた原材料調達

手法の検討、土場チップ化適用条件の調査等を計画し委託発注しているところでご

ざいます。  
　これまでの調査の結果、町内でのバイオマス発電や熱利用施設の整備は、その規

模に関係なく現実的ではないとの結論に至っております。  
　今後の方針につきましては、美郷町木質バイオマス供給協議会が主体となり方向

性を決定することとなります。木質バイオマスの原料となる林地残材のチップ化等

を検討するのであれば、山腹崩壊の防止、造林面積の増加等が見込まれることから、

町としましては支援を行ってまいりたいと思うところであります。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　答弁が終わりました。  
 
【７番　川村　嘉彦】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　７番、川村　嘉彦議員。  
 
【７番　川村　嘉彦】  
　私もバイオマス発電について、ドギでいろいろ聞いたりしています。発電は町規

模については赤字になるのではないか、そして外国産がほとんどなので、その補修

等も厳しい状況ということです。それについては、この協議会も厳しいという判断

を下しているようであります。  
　ボイラーについては、どういったボイラーかはっきり分からないのですが、そう

いったものが温泉施設にはどうかと出ているようであります。その方向性をよけれ

ばお聞かせ願いたいと思います。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　発電関係については、もう大小関係なく無理だろう、採算性が合わないから作る

必要もないという結論です。  
　早く言えば、ボイラーですれば重油を使ってハウスを温めます。それをチップで

温めていくと。チップはいいのすが、熱供給する機械自体が高いく、これも実用的
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ではなかろうという気がします。今度はチップを作って売る計画のようです。  
　温泉などいろいろありますが、そこで熱を供給するのもなかなか難しいのではな

いかということです。  
　委託している調査会社が、やはりこれはやめておいた方がいい、これなら何とか

なりますという結論を受けて、バイオマス供給協議会が決定していくものだと私は

認識をしております。  
　以上です。  
 
【７番　川村　嘉彦】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　７番、川村　嘉彦議員。  
 
【７番　川村　嘉彦】  
　チップ工場もなく、前田産業が諸塚の森林組合の製材所の跡を借りてしておりま

す。その絡みはどうなのかなと思っておったところであります。  
　平成２８年度までに研究するということになっております。今の話では、前倒し

でも駄目という結論づけなのか、２８年度まで調査を行うのか、お聞かせ願いたい

です。  
 
【議長　那須　富重】  
　今の訂正です。２０２８年ですね。  
 
【７番　川村　嘉彦】  
　２０２８年です。  
 
【議長　那須　富重】  
　それでは、町長の答弁を許します。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　早く結論を出してくださいという話をしております。  
　令和４年度から始まりましたので３か年、令和４、５、６年度も調査ばかりして

も話にならないのではないか、もうそれぞれこういう方向性でと。ただ、デメリッ

トが大きいということであれば、私もそれはしない方がいいのでという話で、なく

なる可能性もあると。  
　ただ、報告の中で協議会ができるという話になれば、それはそれでやっていただ

くと。ただしという話の中で、町では造りませんと、全て協議会が、町は努力をし

て補助金をつくって協議会に渡して、あとは独自運営で協議会が頑張ってください
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という話はしているところです。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　答弁が終わりました。  
 
【７番　川村　嘉彦】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　７番、川村　嘉彦議員。  
 
【７番　川村　嘉彦】  
　以前、バイオマスで森林環境譲与税を積み立てたいという話がありました。１億

３，０００万円ぐらいか、１億５，０００万円ぐらい環境譲与税が来るのではなか

ろうかという推測の下に、そういった発想も湧いたのかなと思います。  
　私もバイオマス発電はいいことじゃないかなという気はしておりました。  
　ところが、普通の中規模の発電所を造るには２０億円ぐらいかかるとようです。

これは町単独と補助金がどのくらいあるか分かりませんが、なかなかだなと思って

おりました。  
　そういった思いもありましたので、今日は質問をしたわけでありますが。  
　今の話では、毎年３００万円から５００万円ぐらい前後の予算を組んでおります。

見込みがなければ協議会に申入れをして、メリットがあるのかないのかを結論づけ

ていただければ幸いだと思っております。  
　私の質問はこれで終わりたいと思います。  
 
【議長　那須　富重】  
　これで、７番、川村　嘉彦議員の質問を終わります。  
　以上で、本日の日程は全部、終了しました。  
　次は、明日９月９日月曜日は午前１０時に本会議を開きますので、時間をお間違

えのないようにお願いいたします。  
 
【議長　那須　富重】  
　本日は、これにて散会いたします。  
 
【事務局長　沖田　修一】  
　「一同起立・礼」・・・お疲れさまでした。  
 

（散会：午後１時４０分）  
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令和６年９月９日

午前１０時開議

日程第１ 議案 第55号 工事請負契約の締結について

質疑、討論、採決

日程第２ 議案 第56号 工事請負契約の締結について

質疑、討論、採決

日程第３ 議案 第57号 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例

質疑、討論、採決

日程第４ 議案 第58号 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例

質疑、討論、採決

日程第５ 議案 第59号 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例の一部を
改正する条例

質疑、討論、採決

日程第６ 議案 第60号 美郷町国民健康保険条例の一部を改正する条例

質疑、討論、採決

日程第７ 議案 第61号 美郷町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例

質疑、討論、採決

日程第８ 議案 第62号 美郷町犯罪被害者等支援条例

質疑、討論、採決

日程第９ 議案 第63号 令和６年度美郷町一般会計補正予算（第３号）

質疑、討論、採決

日程第１０ 議案 第64号 令和６年度美郷町国民健康保険事業特別会計補正予算
（第２号）

日程第１１ 議案 第65号 令和６年度美郷町介護保険事業特別会計補正予算（第１
号）

日程第１２ 議案 第66号 令和６年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計補正予算
（第１号）

日程第１３ 議案 第67号 令和６年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計補正
予算（第１号）

令和６年第３回美郷町議会定例会
議事日程（第４）
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日程第１４ 議案 第68号 令和６年度美郷町国民健康保険病院事業会計補正予算
（第２号）

日程第１５ 議案 第69号 令和６年度美郷町簡易水道事業会計補正予算（第１号）

日程第１６ 議案 第70号 令和６年度美郷町農業集落排水事業会計補正予算（第１
号）

一括質疑、一括討論、個別採決

日程第１７ 認定 第1号 令和５年度美郷町一般会計歳入歳出決算認定について

日程第１８ 認定 第2号 令和５年度美郷町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決
算認定について

日程第１９ 認定 第3号 令和５年度美郷町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認
定について

日程第２０ 認定 第4号 令和５年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出
決算認定について

日程第２１ 認定 第5号 令和5年度美郷町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認
定について

日程第２２ 認定 第6号 令和５年度美郷町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決
算認定について

日程第２３ 認定 第7号 令和５年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計歳入
歳出決算認定について

日程第２４ 認定 第8号 令和５年度美郷町国民健康保険病院事業会計決算認定に
ついて

総　　括　　質　　疑

特　別　委　員　の　選　任

特　別　委　員　会　付　託

正　副　委　員　長　の　報　告
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令和６年９月９日

午前１０時開議

追加日程第１議案 第71号 令和６年度美郷町一般会計補正予算（第４号）

提案理由説明、質疑、討論、採決

令和６年第３回美郷町議会定例会

議事日程（第４追加１）
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会 議 録  

令 和 ６ 年 ９ 月 ９ 日 
午前１０時００分開議 

 
 
【事務局長　沖田　修一】  
　「一同起立・礼」・・・おはようございます・・・御着席ください。  
 
【議長　那須　富重】 

　ただいまの出席議員は１０名であります。  
　これから、本日の会議を開きます。  
　本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりであります。上着を脱ぎ

たい方は脱ぐことを許します。  
　日程第１　議案第５５号　工事請負契約の締結についてを議題とし、質疑を行い

ます。  
　質疑を許します。質疑はありませんか。  
 
【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】 

　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
　４億円を超える契約のようです。町民を代表して、幾つかお伺いします。  
　この工事は、以前の説明で平成２０年に前の工事が行われたと聞いたような気が

します。耐用年数が１５、１６年ということで、また１５、１６年先には整備が必

要になってくるのかということが１番目です。  
　２番目に、プロポーザルの審査票についてお伺いします。  
　誰が審査したものか、そして、一次審査と二次審査があるようです。上は全部５

下の表では２．８から７．６などばらつきがあります。これは何点が満点なのか。  
　そして、評価内容がいろいろ書いてあります。町として最も注目したものはどれ

か。そして、これは僅かな差で九電工が担っております。単に積み上がった数字で

選んだのか、お伺いします。  
　３番目に、前回の契約金額についてお伺いします。  
　以上、３点お伺いします。  
 
【議長　那須　富重】 

　一問一答が原則ですが、いいですか。今、３問ほど出ましたけど、大丈夫ですか。 
 
【総務課長　甲斐　武彦】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 
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　総務課長。 

 

【総務課長　甲斐　武彦】 

　山本議員の御質問にお答えいたします。  
　まず耐用年数ですが、一般的に１０年から１５年と言われております。長寿命化

するために一部改修をしたり、そういったことを繰り返しながら長い期間、使用す

ることにはしております。今回はかなり老朽化しております。最新の機器と比べる

と、今の機種は性能も相当違いますので、今回改修をするということでございます。 
　それから、プロポーザル審査員につきましては、８名で実施をいたしました。メ

ンバーは副町長、総務課長、企画情報課長、建設課長、農林振興課長、総務課長補

佐、危機管理担当リーダー、危機管理担当の以上８名で審査をしております。  
　評価内容につきましては、今回は主にこちらから出された仕様書以上の提案、基

本的な所がちゃんとしていることと、それ以上のことを提案していただくような提

案型のプロポーザルでございました。  
　今回、落札しました九電工につきましては、電波帯の電波がよく飛ぶ方法の方式

を採用していることや、災害等の停電時に今の機械では４８時間が限界なのですが、

停電などを起こした場合でも７２時間、３日間は機器が使用できるという設計をさ

れているということ。それから、今つけております屋外スピーカーは全地区のエリ

アをカバーできていないのですが、今ついてる場所でも最大の効果を得られるよう

な性能のスピーカーの提案をいただいております。その他、文字入力によるＡＩの

音声放送が可能になります。  
　またコミュニティ放送、地区ごとに放送が可能とになります。今は役場の放送室

から地区ごとにしか放送できないのですが、地区の代表の方を指名すれば携帯電話

等から簡単に放送ができるということ。各地区で時間が重なっても自由に放送がで

きるというコミュニティ放送の機能も有しております。  
　今までなかった防災システムと連動して、いろいろな機能ができるようになりま

す。例えば、役場から皆さんがお持ちの携帯電話に直接メールを飛ばすことも、今

後費用をかければ可能になるということです。いわゆるエリアメールといったこと

もこちらが要望すれば、またそれ以上にお金をかければ、そういった機能も持って

いる機器に変えられるということでございます。  
　評価の点数ですが、一番の企業の施工能力が全て５０点でございました。これは、

前もって出された経営の状況や企業の概要、施工体制を審査しました。どの企業も

この条件を有しているので、５０点満点中５０点満点にいたしました。  
　それから、下の２次審査にいては、企業からの提案の内容を審査し、審査者８名

がそれぞれ審査をして、その平均点を取っています。  
　この点数は、九電工が７３点です。どこの会社もすばらしい提案をしていただい

たのですが、特に九電工は、災害時の対応がすばらしいのではないかと、長けてい

るのではないかという意見も出たところでございます。九電工を見ると２次審査に

７３点でございます。８名の平均点で１００点満点中の７３点でございます。  
　以上でございます。  
 
【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】 
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　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
　この数字が１００点のうち７３点は分かります。例えば、２の４の保守見積りに

関しての評価では２．８、その下では７．６です。これは何点満点で、この２．８

はどこ、何点満点の２．８なのでしょうか、そこが分からないのですが。  
 
【総務課長　甲斐　武彦】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　総務課長。 

 

【総務課長　甲斐　武彦】 

　この３点幾つか、２点というのは、その点数が１点から５点の評価で行っており、

その平均点になっております。  
 
【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】 

　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
　そうすると、その下の７．６は何でしょうか。  
 
【総務課長　甲斐　武彦】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　総務課長。 

 

【総務課長　甲斐　武彦】 

　失礼いたしました。そこの７．６は、このところだけ１０点満点になっています。

申し訳ございませんでした。説明不足でした。  
 
【５番　山本　文男】  
　はい、分かりました。  
 
【議長　那須　富重】 

　ほかに質疑はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　）  
 
　質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 
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　これから、討論を行います。  
　討論はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　）  
 
　討論なしと認め、これで討論を終わります。  
　これから、議案第５５号の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第５５号は、原案のとおり可決されました。  
　日程第２　議案第５６号　工事請負契約の締結についてを議題とし、質疑を行い

ます。  
　質疑を許します。質疑はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　）  
 
　質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

　これから、討論を行います。  
　討論はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　）  
 
　討論なしと認め、これで討論を終わります。  
　これから、議案第５６号の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第５６号は原案のとおり可決されました。  
　日程第３　議案第５７号　職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例を議

題とし、質疑を行います。  
　質疑を許します。質疑はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　）  
 
　質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

　これから、討論を行います。  
　討論はありませんか。  
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（　「なし」との声あり　）  
 
　討論なしと認め、これで討論を終わります。  
　これから、議案第５７号の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第５７号は原案のとおり可決されました。  
　日程第４　議案第５８号　職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条

例を議題とし、質疑を行います。  
　質疑を許します。質疑はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　）  
 
　質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

　これから、討論を行います。  
　討論はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　）  
 
　討論なしと認め、これで討論を終わります。  
 
　これから、議案第５８号の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第５８号は原案のとおり可決されました。  
　日程第５　議案第５９号　財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例の一部

を改正する条例を議題とし、質疑を行います。  
　質疑を許します。質疑はありませんか。  
 
【４番　兒玉　鋼士】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　４番、兒玉　鋼士議員。  
 
【４番　兒玉　鋼士】  
　私は財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例の一部を改正する条例という
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ことで、分からないので、お尋ねをいたします。  
　提案理由につきましては「条例第４条の第１号の脱字を改めるための項の条例案

を提出する」とございますが、この中では「公共的」となった場合、今までの条例

案とどのような違いがあるのか、説明をお願いします。  
 
【総務課長　甲斐　武彦】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】  
　総務課長。 

 

【総務課長　甲斐　武彦】 

　お尋ねの件ですが、現在、公共的団体の「的」という字が１字脱字されていた、

これは明らかにヒューマンエラーで事務上のミスのため、今回改正するものでござ

います。  
　これにつきましては、昭和３８年に当時の自治省から条例準則が送付され、こう

いうふうに条例をつくるという指導がありました。その中で「公共的団体」と示さ

れていたものを、恐らく合併時の条例のすり合わせの中で脱字が起こったのではな

いかなと推察できるところであります。  
　この公共的団体という例を挙げますと、農協や森林組合、社協、商工会、青年団

や婦人連絡協議会が公共的団体ということになります。この公共的団体の取扱いに

ついては、条例が「公共的団体」ではなく「公共団体」に脱字がありました。取扱

いは、長年、公共的団体としての取扱いで、このように財産の取扱いは行っており

ました。  
　以上です。  
 
【４番　兒玉　鋼士】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　４番、兒玉　鋼士議員。  
 
【４番　兒玉　鋼士】  
　なぜ今までに気づかなかったかと私は疑問に思います。普通、公共団体の長は、

当該地方公共団体の区域内の公共的団体の活動の総合調整を図るためにこれを指揮

監督できることができると、普通公共団体の長は地域内の公共的団体として、事務

の報告をさせ及び実施について事務を所掌握できるということであります。地方自

治法の第２２５号によりますと、行政財産の管理、普通地方公共団体に行政財産の

使用または公の施設の利用につき使用料を徴することができるともあります。  
　また、地方公共団体の長がそれを必要と認めたときには、その限りではないとも

謳われております。これは営利目的のためには、当然、使用料は発生すると思いま

す。指揮監督、事務の報告をさせる部分はどうなっているのか、お伺いします。  
　無償貸付けをした場合、事務の報告はどういうふうになってるのか。  
 
【総務課長　甲斐　武彦】 
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　議長。 

 

【議長　那須　富重】  
　総務課長。 

 

【総務課長　甲斐　武彦】 

　まず無償貸付けの許可につきましては、申請書等を提出させ適正な審査が行われ

ます。その後の使用状況、その他については町から請求する権利もございます。そ

の資料を求めることもございます。  
　以上です。  
 
【４番　兒玉　鋼士】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　４番、兒玉　鋼士議員。  
 
【４番　兒玉　鋼士】  
　当然、公民館等もこれに該当すると思いますし、利用目的としては避難場所とか

も当然、なることもあると思います。  
　ですけど、条例の改正はやはり住民との約束事でありますので、どういうことに

なるのかなと、私も疑問を持ちましたので、質問したところです。終わります。  
 
【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　この条例の改正は、「地方公共団体」が「公共団体」になっていたということです。

「公共団体」とは、どこ言うのか。「公共的団体」の「的」が抜けていたということ

ことです。その条文を確認していたら脱字があり、この条例に関しては、「的」を入

れて、「公共団体」と「公共的団体」は違いますので、はっきりさせたということで

あります。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　ほかに質疑はありませんか。  

（　「なし」との声あり　）  
 
　質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

　これから、討論を行います。  
　討論はありませんか。  
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（　「なし」との声あり　）  
 
　討論なしと認め、これで討論を終わります。  
　これから、議案第５９号の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第５９号は原案のとおり可決されました。  
　日程第６　議案第６０号　美郷町国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題

とし、質疑を行います。  
　質疑を許します。質疑はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　）  
 
　質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

　これから、討論を行います。  
　討論はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　）  
 
　討論なしと認め、これで討論を終わります。  
　これから、議案第６０号の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第６０号は原案のとおり可決されました。  
　日程第７　議案第６１号　美郷町子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例

を議題とし質疑を行います。  
　質疑を許します。質疑はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　）  
 
　質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

　これから、討論を行います。  
　討論はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　）  
 
　討論なしと認め、これで討論を終わります。  
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　これから、議案第６１号の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第６１号は原案のとおり可決されました。  
　日程第８　議案第６２号　美郷町犯罪被害者等支援条例を議題とし、質疑を行い

ます。  
　質疑を許します。質疑はありませんか。  
 
【８番　甲斐　秀徳】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　８番、甲斐　秀徳議員。  
 
【８番　甲斐　秀徳】  
　参考までに、お聞きしたいと思います。  
　この条例は、美郷町独自の条例なのか、それとも他の市町村も行ってるのかお聞

きしたいと思います。  
 
【総務課長　甲斐　武彦】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】  
　総務課長。 

 

【総務課長　甲斐　武彦】 

　この本条例につきましては、今回、提案するのは美郷町独自の条例ということに

なります。県は、被害者支援の条例を令和３年７月から施行しております。これを

受けて、県は市町村に協力を呼びかけるという条文があります。そのことを含めま

して、犯罪被害者等基本法にのっとり、今回、美郷町としても条例の制定を提案し

たところでございます。  
　現在、県内２６市町村のうち１２市町村が同じような条例の制定が終わっており

ます。制定されてないの市町村の動きを見ますと、順次、制定をするという動きで

す。いわゆるこの基本法の趣旨にのっとって、市町村もそういった支援を行うとい

うことを前提に、条例が制定されている状況でございます。  
　以上です。  
 
【８番　甲斐　秀徳】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
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　８番、甲斐　秀徳議員。  
 
【８番　甲斐　秀徳】  
　近隣町村も恐らく行ってるだろうと思います。これによって犯罪被害者支援、も

し何かあった場合には、条例違反になった場合、処置か何かありますか。ただ、勧

告のような形だけがあるのでしょうか。そのところだけお伺いします。  
 
【総務課長　甲斐　武彦】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】  
　総務課長。 

 

【総務課長　甲斐　武彦】 

　この犯罪被害者支援につきましては、犯罪被害者等に寄り添う行動をしましょう

ということが大前提にございます。その中で、この条例施行に必要なことについて

は、また町長が別に定めるということにしております。その中でより具体的な支援

策を制定するわけでございます。  
　一番重視しているのが、被害者が少しでも普通の生活を取り戻せるような支援金

の額を定め支援を行うということで、今後、制定をしていく予定でございます。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　ほかに質疑はございませんか。  

（　「なし」との声あり　）  
 
　質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

　これから、討論を行います。  
　討論はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　）  
 
　討論なしと認め、これで討論を終わります。  
 
　これから、議案第６２号の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第６２号は原案のとおり可決されました。  
　日程第９　議案第６３号　令和６年度美郷町一般会計補正予算（第３号）を議題

とし、質疑を行います。  
　質疑を許します。質疑はありませんか。  
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【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】 

　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
　幾つか質問いたします。まず、説明資料の７ページの新型コロナワクチンの定期

接種事業です。  
　先日、町民の方から電話がありました。事業そのものではなくワクチンのことに

ついて答えられれば、説明をお願いします。今度は５種類の中からワクチンを選ぶ

ことになるらしいのですが、その中で世界で日本のみで承認された「Meiji　 Seika
ファルマ・レプリコンワクチンというものがあるらしいです。  
　このワクチンは、一部の医療関係者から懸念の声が上がっているようです。その

方は、できるなら今まで使ってきたファイザーやモデルナのワクチンを使っていた

だきたいという電話でした。  
　もう既に病院は用意していると思いますが、ワクチンはどのようなものを用意し

ているか、分かっていれば説明をお願いします。  
　８ページ、山間地域農業持続化モデルのことです。  
　起業者と移住者とあります。これだけだと幅が広くてよく分かりません。町が示

すこの起業者、移住者の定義の説明をお願いします。  
　１２ページ、追い払いのガンです。電動ガンとエアガンと２種類の表記がありま

す。この違いをお願いします。  
　最後に１３ページ、これは事業ではなく言葉についてです。「プロジェクト」とい

う言葉についてです。７万円を補正するようです。５０万円に満たない事業費とな

ると思いますが、これに「プロジェクト」と名前をつけるのはいかがなものかと思

います。  
　プロジェクトというのは、せめて１億円を超えるくらいものではないかと私は考

えます。私だけかもしれませんが。もしメディア等に取り上げられた場合、不自然

に感じます。私だけの感じ方かもしれませんが、その説明をお願いします。  
　以上です。  
 
【地域包括医療局事務長　田原裕亮】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】 

　地域包括医療局事務長。  
 
【地域包括医療局事務長　長田裕亮】  
　現在、ワクチンの接種に向けて健康福祉課と医療局で協議を進めております。ワ

クチンについては、医療局の判断で選定をさせていただくことになっております。  
　議員からも御指摘があったファイザーとモデルナで、今、選定を進めております。

接種履歴のある方々が利用していたワクチンで接種を進めたいと考えております。  
　以上です。  
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【農林振興課長　松下　文治】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】 

　農林振興課長。  
 
【農林振興課長　松下　文治】  
　まず、御質問の山間地域の事業についてです。  
　この対象者の定義が、過去５年以内に美郷町に移住、これはＵターン者も含みま

す。移住された方、または５年以内に就農し、今後３年以内に複合的経営、農業を

しながら別の仕事をする方を対象にした事業です。これは県単事業であり、令和５

年度から令和７年度までの事業であります。  
　令和５年度は、採択のハードルが高く要望が出ていなかったのですが、今回は要

件を緩和していただいて２名が応募することになったところでございます。  
　それから、有害獣対策の電動ガンとエアガンについてです。これは同一のもので、

電動ガンの中のエアガンということで理解していただき思います。  
　１３ページ、宮崎林業大学校研修生応援プロジェクト事業についてです。  
　これは林業大学生の支援で、住居の斡旋や学校卒業後２年間、美郷町に林業従事

者として従事すれば、授業料相当の返還や月額１２万５，０００円の支給など総合

的に行っており、それを全部含めてプロジェクトという表現をしております。その

中の一つが、この米の支給ということで御理解をいただきたいと思います。  
　以上でございます。  
 
【議長　那須　富重】 

　答弁が終わりました。  
 
【５番　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】 

　５番、山本　文男議員。  
 
【５番　山本　文男】  
　私は米を差し上げることだけをプロジェクト事業と思っていました。はい、分か

りました。  
　追い払いのエアガン等ですが、１つに統一したほうがいいような気がしました。

はい、分かりました。  
 
【議長　那須　富重】  
　ほかに質疑はございませんか。  
 
【４番　兒玉　鋼士】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
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　４番、兒玉　鋼士議員。  
 
【４番　兒玉　鋼士】  
　９ページの農業用施設管理運営費についてです。村の果菓子屋の煎餅焼き機修繕

と書かれてあります。現在、村の果菓子屋がどういう状況か、収益状況や就業され

ている方が何名であるなど分かれば、お聞かせください。  
 
【農林振興課長　松下　文治】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】 

　農林振興課長。  
 
【農林振興課長　松下　文治　】  
　すみません、村の果菓子屋の従業員等に関しては、今、資料がありませんので、

答えることができません。  
　この煎餅焼き機の補修です。年間の生産枚数が約４万枚生産しており、５枚１袋

で多分３００円ほどで売っていたと思います。金額にすると２４０万円から２５０

万円の売上げではないかなと思っているところでございます。  
　以上でございます。  
 
【４番　兒玉　鋼士】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　４番、兒玉　鋼士議員。  
 
【４番　兒玉　鋼士】  
　昔、私は村の果菓子屋の商品を購入したことがありますが、美郷町産の栗などを

使って材料を使って商品を作っていたと思います。梨など記憶しています。  
　これを将来的に６次産業化する考えはないのか、少し規模を拡大して、栗や梨な

ど町内で獲れます。これも内容と少し意味が違いますが、そういう構想はないのか、

ついでにお尋ねをします。  
　村の果物などを使って、商品を作って６次産業化していくのも１つの手ではない

かと私は考えたものですから。この政策についての内容ではないですが、今のとこ

ろ考えはないか、お尋ねします。  
 
【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　村の果菓子屋の今後について、こちらからどうのこうのということは言えません。
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６次産業化を図っていく中で、村の果菓子屋さんもそういう位置になり、今後どう

するのかと。従業員が高齢化してくると、事業継承がきちんとできるのか、村の果

菓子屋さん自体がやはり結論を出していくことと思っております。  
　それに対して、こちらとしては存続してほしいと考えの中でやっていく必要があ

ると思っております。私たちの考え方ばかりを押しつけていくことも無理がありま

すので、協議の中で方向性を見つけていきたいと思っております。  
 
【議長　那須　富重】  
　ほかに質疑はありませんか。  
 
【８番　甲斐　秀徳】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　８番、甲斐　秀徳議員。  
 
【８番　甲斐　秀徳】  
　説明書の９ページ、共進会出品補助金の件です。１頭につき３万円です。現在、

盆前から共進会に対する事業が始まっており、役場職員、農協職など職員が２日か

３日に１回ずつシャンプーなどの世話をしています。それを続けていくとと同時に、

畜産農家の苦労というのは大変だろうと思います。それに対して３万円は安いので

はないか、できたら増額はできないのかなと思っております。  
　今回は児湯郡高鍋町で１０月３日、４日に行われます。場所的に近いく、２人と

も牛を運ぶための移動用の車を持っております。そのことも含めて非常に大変では

ないかなと思っております。  
　もう一点は、有害獣対策指導員に、野生猿の追い払いの電動ガンを１名に１つず

つ貸し与えてはどうかなと、できましたら検討していただきたいのです。  
２点、お願いしたいと思います。  

 
【農林振興課長　松下　文治】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】 

　農林振興課長。  
 
【農林振興課長　松下　文治】  
　共進会の補助金についてです。確かに３万円という金額が安いかどうか分からな

いのですが。先ほど言われましたように、車を持ってる方はそんなにいないと思い

ます。持たない方は、どうしても実費が出てきます。その点については、担当とも

話をして検討していきたいと思います。  
　今回、有害鳥獣で電動エアガンの購入を予定しています。今回はあくまでも追払

いを目的とした対策で、実際、被害が出ているところ、被害が予想されるところに

配付をしたいと思っております。  
　確かに今、銃の免許を持っている方が少なくなってきております。この電動ガン

は殺傷能力は全然ありません。本当、脅しで追い払いだけの目的の電動ガンでござ
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います。自分たちが目指しているのは、あくまでも個体数管理、個体数を減らして

いくことを目的としております。できれば電動ガンなど追払い対策より個体を減ら

していく対策に重点を置いていきたいと思っております。  
　以上でございます。  
 
【８番　甲斐　秀徳】  
　議長。  

【議長　那須　富重】  
　８番、甲斐　秀徳議員。 
【８番　甲斐　秀徳】  
　共進会の件ですが、これは出品が決まった時点からずっと付きっ切りでしており

ます。その苦労たるや相当なものだろうと思います。これは宮崎県全体的なことで

あり、他町村にも伺った方がいいのではないかとに思います。  
　出品する方も大変ですが、選ばれたら名誉みたいなものです。これを最終的には

自分の保有牛になった時には、すごい価値が出るため大変ありがたいことです。一

応、検討だけはしていただきたいなと思います。  
　有害鳥獣指導員ですが、一番フリーで動ける方だと思います。いろんな方々から

個人に電話があります。追い払いには即駆けつける人でないと有効性がないため検

討をお願いしたいと思います。  
　特に、電動ガンと爆竹のような追い払い用の火薬が一番効果的です。しかし、あ

る程度慣れてしまします。  
　電動ガンを調べたところ、５０メートル、６０メートル、７０メートル飛びます

が、一番危険性もないようです。一番恐れるようなことをしない、と追払いもでき

ません。一番いいのは個体数を減らすことですが、なかなか個体数を減らことがで

きない今現在、そこを再御考慮をお願いしたいと思っております。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　答弁はいいですか。  
 
【８番　甲斐　秀徳】  
　あれば、お願いします。  
 
【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　一般質問の中でもいろいろ御意見をいただきましたが、追い払いをしながらとい

う話です。先進地に行って実効性ある方法をこちらも取り入れて、そして、最後に

は個体群管理に進むということです。追い払っても追い払ってもという可能性が強

いので、やはり個体数管理をしていく必要があると思っております。  
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　そのときに誰がどうするのかが難しい問題だとは思っております。そうしなけれ

ば、一向に被害が収まらないという気がします。議員言いますように、追い払いを

今しながら、そういうふうに進めていきたいと思っております。  
 
【議長　那須　富重】  
　ほかに質疑はありませんか。  
 
【６番　中嶋　奈良雄】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　６番、中嶋　奈良雄議員。  
 
【６番　中嶋　奈良雄】  
　５ページのデイサービスのシロアリ駆除のことについてです。  
　これは立木にシロアリがいるということだと思います。これは台風などがで中が

多分、腐っていると思います。その処置などは考えていないか伺います。  
 
【健康福祉課長　海野　勝弥】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　健康福祉課長。  
 
【健康福祉課長　海野　勝弥】  
　デイサービスのシロアリですが、実際、中でシロアリを確認して、その後調査を

した結果、立木にシロアリがいたということです。今回は中の消毒とその立木も消

毒をすることになってになっております。  
　ただ、シロアリ自体が、デイサービスの下は根太が無いコンクリートになってい

ます。床とかは大丈夫です。結局、木の部分だけにシロアリが来ており、今後他の

木にも移るかもしれません。それも含めて今回は調査をし、消毒をする予定にして

おります。  
　以上です。はい。  
 
【議長　那須　富重】  
　答弁が終わりました。  
 
【６番　中嶋　奈良雄】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　６番、中嶋　奈良雄議員。  
 
【６番　中嶋　奈良雄】  
　その木を伐採するということではなく、ただ消毒をするということですね。はい、
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了解しました。  
 
【議長　那須　富重】  
　ほかに質疑はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　）  
 
　質疑なしと認め、これで質疑を終わります。  
　これから討論を行います。  
　討論はありませんか。  
 
【８番　甲斐　秀徳】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　８番、甲斐　秀徳議員。  
 
【８番　甲斐　秀徳】  
　反対討論もないようですので、賛成討論をさせていただきます。  
　議案第６３号については、総務費から教育費まで９項目で、他会計でいえば４項

目ほど補正が出ております。各項目でも、時期的に非常に大切なものであり、特に

農林振興課の山間地農業持続化モデル事業、また、１０月３日、４日に開かれます

国県畜産共進会出品補助金等があります。鳥獣害対策にも、今度は野生猿対策とい

うことです。これから栗などの時期であります。時期を得た補正であると思ってお

ります。  
　これに賛成をし、その後は速やかに執行をお願いしたいと思っております。  
　以上です。  
 
【議長　那須　富重】  
　ほかに討論はございませんか。  
 

（　「なし」との声あり　）  
 
　討論なしと認め、これで討論を終わります。  
　これから、議案第６３号の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第６３号は原案のとおり可決されました。  
　日程第１０　議案第６４号　令和６年度美郷町国民健康保険事業特別会計  
　　　　　　　　　　　　　　補正予算（第２号）  
　日程第１１　議案第６５号　令和６年度美郷町介護保険事業特別会計  
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　　　　　　　　　　　　　　補正予算（第１号）  
　日程第１２　議案第６６号　令和６年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計  
　　　　　　　　　　　　　　補正予算（第１号）  
　日程第１３　議案第６７号　令和６年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計  
　　　　　　　　　　　　　　補正予算（第１号）  
　日程第１４　議案第６８号　令和６年度美郷町国民健康保険病院事業会計  
　　　　　　　　　　　　　　補正予算（第２号）  
　日程第１５　議案第６９号　令和６年度美郷町簡易水道事業会計  
　　　　　　　　　　　　　　補正予算（第１号）  
　日程第１６　議案第７０号　令和６年度美郷町農業集落排水事業会計  
　　　　　　　　　　　　　　補正予算（第１号）  
　お諮りします。  
　議案第６４号から議案第７０号までの７件を、一括して質疑を行いたいと思いま

す。  
　これに御異議ございませんか。  
 

（「異議なし」との声あり）  
 

　異議なしと認めます。  
　したがいまして、７件は一括して質疑を行うことに決定しました。  
　これから、７件を一括して質疑を行います。 

　質疑を許します。質疑はありませんか。 

 
（　「なし」との声あり　）  

 

　質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 

　お諮りします。 

　議案第６４号から議案第７０号までの７件を一括して、これから討論を行います。 

　これに御異議ございませんか。 

 

（　「異議なし」との声あり　） 

 

　異議なしと認めます。 

　したがいまして、７件を一括して討論を行うことに決定しました。 

　これから、７件を一括して討論を行います。 

　討論はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　）  
 

　討論なしと認め、これで討論を終わります。  
　これから、議案第６４号　令和６年度美郷町国民健康保険事業特別会計補正予算

（第２号）の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
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（　起立全員　）  
 

　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第６４号は、原案のとおり可決されました。  
　続きまして、議案第６５号　令和６年度美郷町介護保険事業特別会計補正予算（第

１号）の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 

　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第６５号は、原案のとおり可決されました。  
　続きまして、議案第６６号　令和６年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計補正

予算（第１号）の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 

　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第６６号は、原案のとおり可決されました。  
　続きまして、議案第６７号　令和６年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計

補正予算（第１号）の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 

　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第６７号は、原案のとおり可決されました。  
　続きまして、議案第６８号　令和６年度美郷町国民健康保険病院事業会計補正予

算（第２号）の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 

　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第６８号は、原案のとおり可決されました。  
　続きまして、議案第６９号　令和６年度美郷町簡易水道事業会計補正予算（第１

号）の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
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（　起立全員　）  
 

　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第６９号は、原案のとおり可決されました。  
　続きまして、議案第７０号　令和６年度美郷町農業集落排水事業会計補正予算（第

１号）の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 

　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第７０号は、原案のとおり可決されました。  
　お諮りします。  
　ここでお手元に配付してありますとおり、議案第７１号　令和６年度美郷町一般

会計補正予算（第４号）が提出されました。  
　これを日程に追加し、追加議事日程（第４の追加１）として議題にしたいと思い

ます。  
　これに御異議ありませんか。  
 

（「異議なし」との声あり）  
 

　異議なしと認めます。  
　したがいまして、議案第７１号を追加議事日程（第４の追加１）として議題とす

ることに決定しました。  
　追加日程を議題とします。  
　追加日程１　議案第７１号　令和６年度美郷町一般会計補正予算（第４号）につ

いて、町長より提案理由の説明を求めます。  
 
【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　それでは、議案第７１号　令和６年度美郷町一般会計補正予算（第４号）につい

て、説明を申し上げます。  
　今回の補正は、台風１０号災害対応に伴う測量設計委託料などの緊急的かつ早急

に予算措置の必要が生じた事項に係る経費を計上するものであります。  
　補正の主な内容としまして、歳入につきましては、繰入金に、今回の歳出補正に

伴う一般財源の調整額として、財政調整基金繰入金１億８，５４８万８，０００円

を追加しました。  
　続いて歳出につきましては、総務費に７５万円を追加しました。これは、旧南郷

小径木加工施設地に流入した土砂除去工事費であります。  
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　次に、商工費に７万８，０００円を追加しました。これは、美郷レイクランド内

で発生した倒木の処理費用であります。  
　最後に、災害復旧費に１億８，４６６万円を追加しました。内訳としましては、

農地・農業用施設災害復旧費へ測量設計及び災害査定用写真撮影等の委託料並びに

重機借り上げ料等、合わせて５，９４６万円を追加、林業施設災害復旧費へ同じく

委託料１，９５０万円を追加、道路橋梁災害復旧費へ同じく委託料１億５７０万円

を追加したものであります。  
　これにより、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１億８，５４８万８，０００円を

追加し、一般会計の総額は、それぞれ１１３億７，６５４万円となりました。  
　以上であります。  
 
【議長　那須　富重】 

　町長の提案理由の説明が終わりました。  
　これから質疑を行います。  
　質疑を許します。質疑はありませんか。  
 
【１番　若杉　伸児】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　１番、若杉　伸児議員。 

 

【１番　若杉　伸児】 

　南郷地域から、土砂除去復旧工事請負費についてお伺いします。  
　この場所は多分、耳川広域森林組合南郷事業所、南郷小径木加工施設地と思いま

す。この土地は今、町有の土地になっているのでしょうか。  
 
【南郷地域課長　田中　幸生】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】 

　南郷地域課長。 

 

【南郷地域課長　田中　幸生】 

　町有地になっております。  
 
【議長　那須　富重】  
　ほかに質疑はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　）  
 
　質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

　これから、討論を行います。  
　討論はありませんか。  
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（　「なし」との声あり　）  
 
　討論なしと認め、これで討論を終わります。  
　これから、議案第７１号の採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、議案第７１号は原案のとおり可決されました。  
　それではここで、１０分間の休憩といたします。  
　再開を午前１１時１０分といたします。  
 

（休憩：午前１１時００分から１０間）  
 

（再開：午前１１時１０分）  
 
 
 
【議長　那須　富重】 

　休憩前に引き、会議を再開します。 

　日程第１７　認定第１号　令和５年度美郷町一般会計歳入歳出決算認定について  
　日程第１８　認定第２号　令和５年度美郷町国民健康保険事業特別会計  
　　　　　　　　　　　　　歳入歳出決算認定について  
　日程第１９　認定第３号　令和５年度美郷町介護保険事業特別会計  
　　　　　　　　　　　　　歳入歳出決算認定について  
　日程第２０　認定第４号　令和５年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計  
　　　　　　　　　　　　　歳入歳出決算認定について  
　日程第２１　認定第５号　令和５年度美郷町簡易水道事業特別会計  
　　　　　　　　　　　　　歳入歳出決算認定について  
　日程第２２　認定第６号　令和５年度美郷町農業集落排水事業特別会計  
　　　　　　　　　　　　　歳入歳出決算認定について  
　日程第２３　認定第７号　令和５年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計  
　　　　　　　　　　　　　歳入歳出決算認定について  
　日程第２４　認定第８号　令和５年度美郷町国民健康保険病院事業会計  
　　　　　　　　　　　　　決算認定について  
　お諮りします。 

　認定第１号から認定第８号までの８件について、一括して町長に対する総括質疑

にしたいと思います。 

　これに御異議ありませんか。 

 

（　「異議なし」との声あり　） 

 

　異議なしと認め、８件は町長に対する総括質疑といたします。 
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　これから、町長に対する総括質疑を行います。 

　質疑はありませんか。 

【４番　兒玉　鋼士】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　４番、兒玉　鋼士議員。  
 
【４番　兒玉　鋼士】  
　令和５年度の決算書を見たときに、監査委員の峰村さんも御指摘をされておりま

すが、私もその前に気づいていた点があります。  
　それは不用額の件です。それがやはり多い箇所も見受けられました。これは予算

編成のときに、それぞれ近いような予算額を組めないのか。３月の補正予算等で調

整もできると思います。予算を組む段階でも調整ができないのか疑問を持ったとこ

ろでございます。そのことについて、お尋ねをしたいと思います  
 
【町長　田中　秀俊】 

　議長。 

 

【議長　那須　富重】  
　町長。 

 

【町長　田中　秀俊】 

　議員おっしゃるように、議会定例会は年４回あります。その中で補正等上げさせ

ていただき、議会の皆さんの御理解により通っております。  
不用額が多いのは、議員おっしゃるように執行率による不用額であります。最初

の当初予算ではっきりしたことは分かりませんが、事業が終わった時点である程度

の金額をつかんでいれば、これだけ余った部分、足りない部分は補正をします。余

った部分の減額補正をしっかりやっていく必要があると思います。そんなに少ない

金額であれば気にしませんが、それが大きな金額になると、皆さんや町民から見れ

ば、どういうことかという話になります。今後はしっかりしていきたいと思います。 
　以上です。  
 
【４番　兒玉　鋼士】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　４番、兒玉　鋼士議員。  
 
【４番　兒玉　鋼士】  
　ありがとうございます。民間の会計で使わなかった場合、繰越金等が多くなりま

す。これは繰越金が多いのではないかと指摘もされております。  
　これはもう小さいことになりますが、例えば、社会福祉関係の不用額が結構多い

です。町民の福祉に関するための予算を組んで、それを使用できなかったのではな

いかと思います。福祉の充実も図られなかったのかなという感じもします。  
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　予算を組む際には、臨時的や突発的なことに対しての見込みも入れてあると思い

ます。あまり誤差がないようにできるのではないかなとは思っております。  
　以上で、よろしくお願いしまして私の質問を終わります。  
 
【議長　那須　富重】  
　言いそびれましたけれども、今回は総括質疑の通告はありませんでした。  
　他に質疑はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　） 

 

　質疑なしと認めます。 

　これで総括質疑を終わります。 

　お諮りします。 

　認定第１号から認定第８号の８件について、議長を除く９名の委員をもって構成

する令和５年度決算等審査特別委員会を設置し､会議規則第３９条の規定により、お

手元に配付しております議案付託表のとおり、これに付託の上、審議したいと思い

ます。 

　これに異議はありませんか。 

 

（　「異議なし」との声あり　） 

 

　異議なしと認めます。 

　したがいまして、認定第１号から認定第８号の８件については、議長を除く９名

の委員をもって構成する令和５年度決算等審査特別委員会を設置し､お手元に配付

しております議案付託表のとおり、これに付託の上、審議することに決定しました 

　引き続いて、特別委員の選任を行います。  
　お諮りします。  
　特別委員の選任については、委員会条例第８条第４項の規定によって、お手元に

配付しました名簿のとおり指名したいと思います。  
　これに御異議ございませんか。  
 

（　「異議なし」との声あり　） 

 

　異議なしと認めます。 

　したがいまして、特別委員はお手元に配付しました名簿のとおり選任することに

決定しました  
　ここで、委員長及び副委員長の報告を行います。  
　令和５年度決算等審査特別委員会の正・副委員長については、申合せ事項及び議

会運営員会決定事項のとおり、委員長に副議長の川村　義幸議員、副委員長に総務

厚生常任委員会委員長　山本　文男議員、以上のとおりであります。よろしくお願

いいたします。  
　なお、特別委員長及び副委員長の任期は､今定例会の会期中とします  
　付託した８件につきましては、令和５年度決算等審査特別委員長はよろしくお願  
いします。  
　９月１７日までは、委員会審査となります。明日９月１０日は、９時からの開議
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となりますので、時間を間違えないように、お願いいたします  
　以上で、本日の日程は全部、終了しました。  
　本日はこれで散会いたします。 

 

【事務局長　沖田　修一】  
　「一同・起立・礼」・・・・お疲れさまでした・・・・。  
 

（散会　午前１１時１６分） 
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令和６年第３回美郷町議会定例会会議録（第５日目） 

 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和 6 年 9 月 18 日（水曜日） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
◎開会日時　　　　　令和　６年　９月１８日　　午後　３時００分　開会 
◎閉会日時　　　　　令和　６年　９月１８日　　午後　３時３６分　閉会 
 
◎出席議員（１０名） 
　　　　　１番　若杉　伸児　君　　　　　　２番　早川　節夫　君 

　　　　　３番　中田　武満　君　　　　　　４番　兒玉　鋼士　君 

５番　山本　文男　君　　　　　　６番　中嶋奈良雄　君 

７番　川村　嘉彦　君　　　　　　８番　甲斐　秀徳　君 
９番　川村　義幸　君　 　　　　 10 番　那須　富重　君          　　　　　　　　 

 
◎欠席議員　　　　　　　　　な　し 
 
◎欠　　員　　　　　　　　　１１番　小路　文喜　君 
　　　　　　　　　　　　　　　　 
◎事務局職員氏名　　　　　　事務局長　沖田　修一　君　　　書記　川西ゆきみ　君 
 
◎説明のための出席者職氏名 
　　　　町長　　　　　　田中　秀俊　君　　　副町長　　　　　藤本　　茂　君 

教育長　　　　　大坪　隆昭　君　　　会計管理者　　　泉田　浩文　君 
総務課長　　　　甲斐　武彦　君　　　税務課長　　　　川村　博昭　君 

　　　　企画情報課長　　田村　　靖　君　　　町民生活課長　　黒田　和幸　君 
　　　　健康福祉課長　　海野　勝弥　君　　　建設課長　　　　佐藤　文幸　君 

　　　農林振興課長　　松下　文治　君　　　政策推進室長　　田常　浩二　君 
　　　教育課長　　　　鎌田　次郎　君　　　地域包括医療局事務長　　 田原　裕亮　君 

南郷地域課長　　田中　幸生　君　　　北郷地域課長　　長田　孝規　君 
　　　　 
 
◎会議の経過　　　　　　　　　別紙のとおり 
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令和６年９月１８日

午前１０時開議

日程第１ 委員会審査報告

認定 第1号 令和５年度美郷町一般会計歳入歳出決算認定について

認定 第2号 令和５年度美郷町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決
算認定について

認定 第3号 令和５年度美郷町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認
定について

認定 第4号 令和５年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出
決算認定について

認定 第5号 令和5年度美郷町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認
定について

認定 第6号 令和５年度美郷町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決
算認定について

認定 第7号 令和５年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計歳入
歳出決算認定について

認定 第8号 令和５年度美郷町国民健康保険病院事業会計決算認定に
ついて

一括討論、個別採決

日程第２ 請願 第１号 下区における集落機能の維持を求めることに関する請願

委員会審査報告、質疑、討論、採決

日程第３ 議員派遣について

日程第４ 閉会中の委員会活動の申し出について

令和６年第３回美郷町議会定例会
議事日程（第５）

166



会 議 録  

令和６年９月１８日 
午 後 ３ 時 開 議 

 
 
【事務局長　沖田　修一】  
　「一同起立・礼」・・・こんにちは・・・御着席ください。  
 
【議長　那須　富重】  
　改めまして、こんにちは。傍聴の方がお見えであります。お礼を申し上げます。 

　本日、議会も最終日となりました。しっかりと審議を進めてまいりたいと思いま

す。 

　ただいまの出席議員は１０名であります。 

　これから、本日の会議を開きます。 

　本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程表のとおりであります。 

　上着を脱ぎたい方は脱ぐことを許します。 

　中嶋　奈良雄議員から、９月５日の会議における発言について、会議規則第６４

条の規定によって、お手元に配付しました発言取消申出書に記載した部分を取り消

したいとの申出がありました。  
　この件は、中島議員の一般質問の中で誤解を招く発言があったため、発言を取り

消したいというものであります。  
　お諮りします。  
　これを許可することに御異議ございませんか。  
 

（「異議なし」との声あり）  
 

　異議なしと認めます。  
　したがいまして、中嶋　奈良雄議員からの発言取消の申出を許可することに決定

しました。 

　日程第１　委員会審査の報告を行います。  
　認定第 1 号　令和５年度美郷町一般会計歳入歳出決算認定について  
　認定第２号　令和５年度美郷町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算  
　　　　　　　認定について  
　認定第３号　令和５年度美郷町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について  
　認定第４号　令和５年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算  
　　　　　　　認定について  
　認定第５号　令和５年度美郷町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について  
　認定第６号　令和５年度美郷町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算  
　　　　　　　認定について  
　認定第７号　令和５年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計歳入歳出決算  
　　　　　　　認定について  
　認定第８号　令和５年度美郷町国民健康保険病院事業会計決算認定について  
　お諮りします。  
　認定第１号から認定第８号までの８件について一括議題とし、本案に対する令和
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５年度決算等審議特別委員長の審査報告を求めたいと思います。  
　これに御異議ありませんか。  
 

（　「異議なし」との声あり　）  
 
　異議なしと認めます。  
　したがいまして、８件を一括議題とし、委員長の審査報告を求めます。  
　令和５年度決算等審議特別委員長　川村　義幸議員。  
 

【決算等審議特別委員長　川村　義幸】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　決算等審査特別委員長　川村　義幸議員。  
 
【決算等審議特別委員長　川村　義幸】  
　それでは、私から令和５年度決算等審査特別委員会の審査報告について、お手元

に配付の審査委員会報告書により報告いたします  
 

委　員　会　審　査　報　告　書  
 

　令和６年９月９日「令和５年度決算等審査特別委員会」に、付託された次の議案

は、審査結果、次のとおりと決定したので、会議規則第３９条の規定により報告し

ます。  
 

　１．付託議案  
　認定第 1 号　令和５年度美郷町一般会計歳入歳出決算認定について  
　認定第２号　令和５年度美郷町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算  
　　　　　　　認定について  
　認定第３号　令和５年度美郷町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について  
　認定第４号　令和５年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算  
　　　　　　　認定について  
　認定第５号　令和５年度美郷町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定について  
　認定第６号　令和５年度美郷町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算  
　　　　　　　認定について  
　認定第７号　令和５年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計歳入歳出決算  
　　　　　　　認定について  
　認定第８号　令和５年度美郷町国民健康保険病院事業会計決算認定について  
 
　２．審査の経過  
　　　令和６年９月９日、１０日、１１日、１２日、１３日、１７日の６日間、  
　　本委員会を開催し、副町長、教育長、各担当課長及び担当係員の出席を求め、  
　　説明を受けた後、質疑を行い、慎重に審査を行った。  
 
　３．審査の結果  
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　　　本特別委員会に付託された上記議案については、原案のとおり認定すべきも  
　　のと決定した。  
 
　４．付記事項  
　（１）畜犬登録の漏れがないように対策を行うこと、また、狂犬病予防注射の接  
　　　種率向上の取組を行うこと。  
　（２）現行の健康保険証は令和６年１２月２日から廃止され、新規発行はされず  
　　　マイナンバーカードと一体とされるので、さらなる町民への周知を図ること。 
　（３）自主番組放送（きららびじょん）は、住民の意向を反映させ、さらなる住  
　　　民の福祉の向上につながる内容に努めること。  
　（４）学校の統合やスクールバスによる通学等により、以前に比べて地域住民と  
　　　学校の隔たりができているように思えるので、学校、ＰＴＡ、教育委員会と  
　　　連携して、地域に根差した存在となるような取組をすること。  
　（５）ふるさと納税の寄附金は町の重要な事業に充当されているので、今後も寄  
　　　附額を伸ばすよう努力すること。  
　（６）実測課税に移行前に、事前周知を徹底すること。  
　（７）町民から災害危険箇所や災害現場の報告があった際には、工事等の対策の  
　　　有無にかかわらず、その方針を町から関係者に対して具体的な内容を回答す  
　　　ること。  
　　　　加えて、町民から要望を受けている事業の進捗状況についても、関係者に  
　　　定期的に報告をすること。  
 
　（口頭による意見）  
　（１）鳥獣捕獲員の確保のため、狩猟免許の取得の推進を図ること。  
　（２）町の補助団体である美郷町観光協会については、観光客誘致など町の経済  
　　　効果に資する活動になるよう指導すること  
　以上で、令和５年度決算等審査特別委員会の報告を終わります。  
 
【議長　那須　富重】  
　委員長の報告が終わりました。  
　お諮りします。  
　質疑を省略し、８件を一括して討論を行いたいと思います。  
　これに、御異議ありませんか。  
 

（　「異議なし」との声あり　）  
 
　異議なしと認めます。  
　したがいまして、８件を一括して討論を行うことに決定しました。  
　これから、８件を一括して討論を行います。  
　討論はありませんか。  
 
【８番　甲斐　秀徳】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
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　８番　甲斐　秀徳議員。  
 
【８番　甲斐　秀徳】  
　意見・反対討論もないようですので、私のほうから賛成討論を行いたいと思いま

す。  
　認定第１号についてですが、本年度は、自主財源が昨年度より４億数千万円の増

加をして依存財源によるところが大きい。地方交付税も四十数億円で微妙な増加を

している。町税も増加にあり良いことだと思います。  
　また、不納欠損もあるが、職員の努力により収入未済額も減少の傾向であり、よ

いことだと感じております。  
　今年は災害復旧費が１３％増となり、多くの町民のために努力していただきまし

た担当課の皆様方、休日も返上し、査定を行い、その業務に当たっていただきまし

たこと、建設業者に対しても感謝を申し上げます。  
　今後の台風でもまた災害が発生しております。令和６年度もよろしくお願い申し

上げます。  
　農林業費は人数も減となりましたが、最大限の仕事をしていただいております。

昨年度は稲作においても町が補助していただき、大変その効果は出ております。た

だ、少し残念なことは相変わらず不用額が多いので、今後、削減をお願いしたいと

思います。  
　今回のことはおおむね良好であるので、今回の決算に対しては賛成をしたいと思

います。  
　これで、討論を終わります。  
 
【議長　那須　富重】  
　ほかに討論はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　）  
 
　討論なしと認め、これで討論を終わります。  
　これから、認定第１号　令和５年度美郷町一般会計歳入歳出決算認定についての

採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案に対する委員長報告は、原案認定であります。  
　本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、認定第１号は原案のとおり認定されました。  
　続きまして、認定第２号　令和５度美郷町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決

算認定についての採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案に対する委員長報告は、原案認定であります。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
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（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、認定第２号は原案のとおり認定されました。  
　続きまして、認定第３号　令和５年度美郷町介護保険事業特別会計歳入歳出決算

認定についての採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案に対する委員長報告は、原案認定であります。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、認定第３号は原案のとおり認定されました。  
　続きまして、認定第４号　令和５年度美郷町後期高齢者医療事業特別会計歳入歳

出決算認定についての採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案に対する委員長報告は、原案認定であります。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、認定第４号は原案のとおり認定されました。  
　続きまして、認定第５号　令和５年度美郷町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算

認定についての採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案に対する委員長報告は、原案認定であります。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、認定第５号は原案のとおり認定されました。  
　続きまして、認定第６号　令和５年度美郷町農業集落排水事業特別会計歳入歳出

決算認定についての採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案に対する委員長報告は、原案認定であります。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、認定第６号は原案のとおり認定されました。  
　続きまして、認定第７号　令和５年度美郷町国民健康保険診療所事業特別会計歳
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入歳出決算認定についての採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案に対する委員長報告は、原案認定であります。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、認定第７号は原案のとおり認定されました。  
　続きまして、認定第８号　令和５年度美郷町国民健康保険病院事業会計決算認定

についての採決を行います。  
　この採決は起立によって行います。  
　本案に対する委員長報告は、原案認定であります。  
　本案は原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、認定第８号は原案のとおり認定されました。  
　日程第２　請願第１号　下区における集落機能の維持を求めることに関する請願

を議題とします。  
　この請願は、議会運営委員会に付託をしていますので、委員長に審査結果の報告

を求めます。  
 
【議会運営委員長　山本　文男】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　山本　文男議会運営委員長。  
 
【議会運営委員長　山本　文男】  
　傍聴ありがとうございます。  
　それでは、私から、美郷町議会会議規則第９４条の規定により、議場より議会運

営委員会に付託された請願第１号下区における集落機能の維持を求めることに関す

る請願についての審査結果を報告します。  
　審査日　令和６年９月４日、６日、１２日の３日間  
　出席者　議会運営委員、議長  
　審査の結果  
　●請願事項１―１  
　　　緊急車両通行用のための迂回路の拡幅（中尾）について整備の見通しを区に  
　　　説明すること。  
　　・求める具体的対応  
　　　　中尾の迂回路拡幅については、区に対して整備の開始時期や終了時期の見  
　　　通しについて説明会または文書での回答をお願いいたします。  
　　・結果　採択するものと決定した。  
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　　・理由　迂回路拡幅工事は既に着手し、終了時期の見通しも説明しているとの  
　　　　　ことであるが、今後も必要な対応であるため。  
　　・意見　今後も、迂回路を生活や仕事で使用している住民が工事によって通行  
　　　　　に支障があるときは、区やその住民に事前に工期等の説明を行うこと。  
 
　●請願事項１―２  
　　　林道鳥の巣線の復旧（鳥ノ巣）整備の見通しを区に説明すること。  
　　・求める具体的対応  
　　　　林道鳥の巣線の復旧については、区に対し復旧の見通しについて説明会の  
　　　開催をお願いいたします。  
　　・結果　採択するものと決定した。  
　　・理由　令和４年災害は、今年の１０月に契約予定で、県工事の林道下の河川  
　　　　　工事が完成次第、着工し、令和７年６月完成を目指す。  
　　　　　　また、令和３年の橋梁災害は、令和６年６月７日に工事請負契約を締  
　　　　　結しており、工事完了は令和７年１０月を予定しているとのことであっ  
　　　　　たが、先の台風１０号で新たな被災により見通しが変わるとのことであ  
　　　　　ったので、改めて区に説明が必要なため。  
　　・意見　新たな見通しが判明したら、区に説明すること。  
　　　　　　また、工事によって通行に支障があるときは、区やその住民に事前に  
　　　　　説明を行うこと。  
 
　●請願事項１―３  
　　　水道施設（大久保）について整備の見通しを区に説明すること。  
　　・求める具体的対応  
　　　　大久保の水道施設整備については、活用する補助事業、概算事業費、負担  
　　　割合、将来の維持管理費、事業着手及び完了年度などの見通しなどを示す説  
　　　明会を区に対して開催してください。  
　　・結果　採択するものと決定した。  
　　・理由　町から事業の概略を示されて、今年の６月２５日に関係住民は町に事  
　　　　　業の実施を要望している。  
　　　　　　しかし、町が現地を調査した結果、事業の内容が変わるため、町から  
　　　　　関係住民に再度、事業概要の説明が必要であるため。  
　　・意見　町からの事業説明が予定されているとのことであるが、早期の説明会  
　　　　　の開催に努めること。  
　　　　　　事業は２つの部署が関わっているが、関係住民との窓口は一本化する  
　　　　　こと。  
　　　　　　事業の説明は、これまで地元代表者を介して関係住民に説明している  
　　　　　が、人伝えであると正確に伝わらないので、事業内容や事業費、地元負  
　　　　担金など関係住民にとって重要な内容は必ず町から直接関係住民に説明を  
　　　　行い、早期に方向性を導くこと。  
　　　　　また、関係住民からの事業要望が決定したら、早期の完成に努めること。 
　　　　　最後に、この地区は令和４年の台風１４号災害によって、長期間断水を  
　　　　した世帯もあったようである。また、日頃の維持管理にも大変苦慮してい  
　　　　るようである。町の職員も日々の業務や災害復旧等で多忙であるとは思う  
　　　　が、自分ごととしてこのことに向き合っていただきたい。  
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　●請願事項１―４  
　　　７月１日付で提出した要望書で回答がないものについて区に説明すること。  
　　・求める具体的対応  
　　　　対応時期を文書で回答してください。  
　　・結果　採択するものと決定した。  
　　・理由　既に８月２２日に区長に要望書の回答をしており、請願事項が実現し  
　　　　　ているため。  
　　・意見　回答事項は速やかな実施に努めること。  
　　　　　　また、実施時期等の事前説明が必要な場合は説明をして実施すること。 
　　　　　　その他、回答内容で協議が必要なときは区と協議すること。  
 
　●請願事項２  
　　　鳥の巣の水田農業の用水確保対策を来年の水稲作付時期までに実施すること  
　　・求める具体的対応  
　　　　工事着手から完了時期についての見通しを文書または説明会の開催で区に  
　　　示してください。  
　　・結果　採択するものと決定した。  
　　・理由　当該災害復旧工事は令和６年２月９日の入札で不落となっている。  
　　　　　　この工事は１１月に発注予定で、令和７年３月末を工事完了と見込ん  
　　　　　でいるとのことであり、見通しについても区に説明しているが、今後も  
　　　　　見通しが変わるようなことがあれば、再度、説明が必要であるため。  
　　・意見　来年の水稲の作付までに間に合うよう事業実施に努めること。  
　　　　　　また、見通しが変わるようであれば、再度、説明を行うこと。  
 
　●請願事項３  
　　　町として下区の人口が将来９人という推計結果をどう捉え、今後、集落を維  
　　持していくためにどのようなビジョンを持っているのかを区に示すこと。  
　　・求める具体的対応  
　　　　区に対して説明会を開催してください。  
　　　　検討には、時間がかかると想定されるので、来年以降になるのであれば、  
　　　説明会開催時期を今年度中に文書で回答してください。  
　　・結果　採択するものと決定した。  
　　・理由　第２期美郷町まち・ひと・しごと創生総合戦略、第４章の２地域づく  
　　　　　りでは、「地域コミュニティの再生・活性化に向けて２４行政区単位に  
　　　　　地域の特徴や課題等を踏まえた戦略を練り、施策を展開していく」と、  
　　　　　記載してあるため。  
　　・意見　現在、下区より人口が少ない行政区がほかにあるが、町は２４行政区  
　　　　　のうち４０年後に人口が１桁なるのは下区だけであると示している。  
　　　　　　これは令和４年の台風１４号の災害で人口流出が多かったことに起因  
　　　　　しているようである。  
　　　　　　この請願の下区請願参考資料には、下区の現状や課題が詳細に記載し  
　　　　　てある。  
　　　　　　下区との行政懇談会の開催が予定されているので、その中でビジョン  
　　　　　についてもしっかり対話して検討することが望ましい。  
　　　　　　また、このことは町全体として考える事であると思う。同じ課題を持  
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　　　　　つ行政区が複数存在すると思われるので、課題ごとに区域を設定して  
　　　　　検討すべきである。  
　以上で、議会運営委員長の報告を終わります  
 
【議長　那須　富重】  
　委員長の報告が終わりました。  
　これから質疑を行います。  
　質疑を許します。質疑はありませんか。  
 

（　「なし」との声あり　） 

 

　質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

　これから討論を行います。 

　討論はありませんか。 

 

（　「なし」との声あり　） 

 
　討論なしと認め、これで討論を終わります。  
　これから、請願第１号を採択します。  
　請願は、請願項目の１の１から１の４と請願項目２と請願項目３であります。  
　お諮りいたします。  
　全ての請願項目を一括して採決したいと思いますが、これに御異議ありませんか。 
 

（　「異議なし」との声あり　） 

 
　異議なしと認めます。  
　これから一括して採決をします。  
　この採決は、起立によって行います。  
　請願第１号に対する委員長の報告は、全ての請願項目は採択です。  
　請願第１号は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めま

す。  
 

（　起立全員　）  
 
　起立全員であります。  
　したがいまして、請願第１号は、委員長の報告のとおり採択することに決定しま

した。  
　日程第３　議員派遣についてを議題といたします。  
　会議規則第１２９条第１項の規定により、議員を派遣しようとするときは議会の

議決でこれを決定するとなっております。  
　本定例会以降、令和６年１２月までの議会で派遣する議員につきましては、お手

元に配付しました名簿のとおり選任したいと思います。  
　なお、日時、場所等については、議長に一任願いたいと思いますが、これに御異

議はございませんか。  
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（　「異議なし」との声あり　）  
 
　異議なしと認めます。  
　したがいまして、議会で派遣する議員は別紙のとおり選任することに決定しまし

た。  
　日程第４　閉会中の委員会活動の申出についてを議題といたします。  
　お手元に配付のとおり、議会運営委員長、総務厚生常任委員長、文教産業常任委

員長からそれぞれ申出が提出されております。  
　お諮りします。  
　会議規則第７５条の規定により、閉会中の調査、研究の申出がありました。申出

のとおり決定することに御異議ありませんか  
 

（　「異議なし」との声あり　）  
 
　異議なしと認めます。  
　よって、閉会中の調査・研究につきましては、申出のとおり決定しました。  
　ここで、町長から発言の申出がありましたので、これを許します。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　議長。  
 
【議長　那須　富重】  
　町長。  
 
【町長　田中　秀俊】  
　それでは貴重な時間をお借りしまして、９月議会定例会のお礼を申し上げます。  
　一昨年の９月定例会の挨拶で、「台風１４号の動きが心配であります。農作物の被

害はもとより、大きな災害が発生することなく通過することを祈るばかりです」と

申し上げました。  
　意に反して、台風１４号は本町に大きな爪痕を残し、昨年の台風６号、そして先

月８月末の台風１０号で、ともに町内に甚大な被害をもたらしました。  
　８月末時点で、令和４年災の復旧状況は７４％、令和５年災で完成２３％であり

ます。現在その復旧に全力を尽くしておるところでございます。町民に対しまして

御不便をおかけしているところでありますが、御理解をいただきたいと思っておる

ところです。  
　また、８月８日１６時４２分に起きた日向灘を震源とする最大震度６弱を観測し

た日向灘地震で、気象庁は大規模地震が発生する可能性がふだんと比べて高まって

いるとして、初の南海トラフ地震臨時情報を発表しました。  
　今後、地震も含めた大規模災害は必ず起こるという常在危機意識を持って対処し

てまいります。  
　さて、この定例会で報告４件、同意１件、議案１６件、認定８件、追加議案の１

件を提案させていただきました。９月４日から本日までの１５日間の日程で慎重に

審議いただき、全議案可決をいただきましたことに感謝を申し上げます。  
　特に、この９月定例会は決算議会とも言われますが、令和５年度一般会計歳入歳

出決算６つの特別会計歳入歳出決算並びに国民健康保険病院事業会計歳入歳出決算
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について、全ての会計におきまして認定をいただき、ありがとうございました。  
　このことは、正職員、会計年度任用職員を問わず全職員の一人一人が与えられた

職務を理解し、またやるべきことをしっかりと遂行した賜物と考えております。  
　町の活性化は職員の総合力が大きく関わってくると思っております。付記事項が

７件、口頭による意見が２件つきましたが、全て重要なことですので、真摯に受け

止め対応してまいります。  
　一般質問では８名の議員の皆様から質問をいただきました。全てが重要案件であ

ると認識しております。今後を見据えた中で対応すべき事項がほとんどですので、

議員各位と協議しながら進めてまいりたいと思います。  
　結びに、行政と議会が一体となり、町民福祉の向上のため、常に同じ方向でアク

セルとブレーキを適切に踏んでいただければと思っております。議員各位の御健勝

を祈念申し上げまして、９月議会定例会のお礼の言葉といたします。  
　ありがとうございました。  
 
【議長　那須　富重】  
　議長としまして、一言お礼と御挨拶を申し上げます。  
　９月４日から１５日間という長丁場でしたが、本日、最終日でありました。  
　令和５年度の決算審査など執行部の皆様には、詳細な説明や質疑への対応など、

真摯に御対応いただきました。改めまして、皆様に感謝を申し上げます。執行部の

皆様には、先の１０号台風の対応でいろいろな問題解決に追われる中でございます。 
　議会では本日午後１時より、耳川広域森林組合職員に本庁に来ていただき、今、

大きな問題になっております組合が運営する本町北郷の木材加工センターの操業を

１０月末で停止し、加工事業から撤退することについての質疑を行いました。約２

５名の従業員が、造林事業などへの配置転換が提案されているようであり、戸惑い

を隠せない事態となっております。  
　一方、国政では、総裁選が９月２７日にあり、新しい首相が選出されると思いま

す。国民のための政治を願うのはもちろんですが、ぜひ地方を大事にする政策を期

待しておるところであります。  
　議会としましても、議会力、議員力を上げながら、住民に寄り添った議会を目指

していきたいと考えます。議員の皆様には一般質問などの質問力のさらなるスキル

アップをぜひお願いします。  
　議員各位におかれましては、本定例会での審議の結果はもちろんですが、審議の

過程なども含め、地域へ戻り住民の皆さんへの説明をお願いしたいと思います。  
　以上、簡単でございますが、令和６年度第３回美郷町議会定例会の終わりに当た

っての御挨拶といたします。  
 
　これにて本日の日程は全部、終了しました。  
　会議を閉じます。  
　以上をもちまして、令和６年第３回美郷町議会定例会を閉会いたします。  
 
【事務局長　沖田　修一】  
　「一同・起立・礼」・・・・お疲れさまでした・・・・。  
 

（閉会午後３時３６分）
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